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午前９時３０分開会 

○ただ太郎議長 それでは皆様、おはようございま

す。 

  時間前ではございますけれども、皆さん、おそ

ろいでございますので、これより委員会条例第８

条の規定により予算特別委員会の委員長の互選を

行われますようお願いいたします。 

  年長委員は小泉ひろし委員でありますので、委

員長席にお願いします。 

［議長退席、年長委員着席］ 

○小泉ひろし年長委員 おはようございます。 

  順番ですので、これより委員会条例第８条第２

項の規定により、委員長の互選が行われるまで暫

時委員長の職務を行います。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 

  委員長の選任方法についてお諮りいたします。 

  いかが取り計らいますか。 

［「年長委員一任」と呼ぶ者あり］ 

○小泉ひろし年長委員 年長委員一任との声があり

ますので、選任方法は指名推選によることとし、

私より御指名申し上げます。 

  委員長に、伊藤のぶゆき委員を選任することに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○小泉ひろし年長委員 御異議ないと認め、伊藤の

ぶゆき委員を選任することに決定いたしました。 

  以上で私の職務は終了いたしましたので、委員

長と委員長席を交代いたします。 

［年長委員退席、委員長着席］ 

○伊藤のぶゆき委員長 ただいま予算特別委員長に

御推挙いただきました伊藤のぶゆきでございます。 

  予算は、区政の方向性を示す大切な議案であり、

区民生活に直結するものだと思っております。公

正公平な議会運営に努めてまいりますので、委員

の皆様には御協力賜りますようお願いを申し上げ

まして、委員長の就任の御挨拶とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき委員長 引き続き会議を進行いたし

ます。 

  審査に先立ち、記録署名員２名を私より御指名

申し上げます。 

  しぶや竜一委員、水野あゆみ委員、お願いいた

します。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、副委員長２名の選任

方法についてお諮りいたします。 

  いかが取り計らいますか。 

［「委員長一任」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき委員長 委員長一任の声があります

ので、選任方法は指名推選によることとし、私か

ら御指名を申し上げます。 

  副委員長に、佐々木まさひこ委員、ぬかが和子

委員を選任することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき委員長 異議ないと認め、佐々木ま

さひこ委員、ぬかが和子委員を選任することに決

定いたしました。 

  副委員長から就任の挨拶があります。 

  初めに、佐々木まさひこ副委員長。 

○佐々木まさひこ副委員長 ただいま副委員長の任

をいただきました佐々木まさひこでございます。 

  令和８年度予算案、大事な審議を行う予算特別

委員会でございます。委員長をよく補佐して、し

っかりと実りのある審議が行われるよう努力して

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、ぬかが和子副委員長。 

○ぬかが和子副委員長 ぬかが和子です。本当に大

切な予算案の審議だと思っています。充実した質

疑が行われるように、委員長を補佐しながら、力
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を合わせてやっていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき委員長 これより、去る２月２４日

の本会議において付託されました第５号議案 令

和８年度足立区一般会計予算、第６号議案 令和

８年度足立区国民健康保険特別会計予算、第７号

議案 令和８年度足立区介護保険特別会計予算、

第８号議案 令和８年度足立区後期高齢者医療特

別会計予算を審査いたします。 

  区長より発言を求められておりますので、これ

を許します。 

○区長 おはようございます。冒頭、おわびと訂正

をさせていただきます。 

  先日、２月２５日の開催の総務委員会の席上で、

へんみ委員の御質問、２０１５年の東京女子医大

との会食、どのような料理を一緒にされたのか、

そして個室なのかどうかという御質問に対しまし

て、何が出たか、和食か洋食ぐらいしか記憶があ

りませんが、たしかフランス料理か何かだったん

ではないないかと記憶しております、個室だった

のではないでしょうかと御答弁させていただきま

した。今回、また、予算特別委員会に当たりまし

て、これが何か記録がないかということで、土曜

日に秘書課の方で確認の指示をしましたところ、

当時のスケジュールに、ホテルニューオータニの

横に千羽鶴というお店の記載があることが、昨日、

判明いたしました。それを受けまして、総務委員

会の委員長である渡辺委員長に御相談をして、昨

日、へんみ委員を含む総務委員の方々に、電話で

訂正とおわびをさせていただきました。大変申し

訳ありませんでした。 

  長丁場になりますけれども、理事者、一人一人

分かりやすい答弁を心がけてまいりますので、ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。 

  副委員長、正副議長及び各会派の代表者は、７

階の議会第２会議室に御集合願います。 

  なお、再開は午前９時５５分といたします。 

午前９時３４分休憩 

午前９時５４分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  休憩中、本特別委員会の審査方法及び発言順位、

発言時間について、正副委員長、正副議長及び各

会派の代表者で協議いたしましたところ、ただい

まから申し上げます審査方法に従って審査いたし

たいと思います。 

  その方法を事務局長より説明をいたします。 

○区議会事務局長 打合せが行われまして、３点の

決定事項がございます。 

  １点目は、会派別発言順位、発言時間及び審査

日程についてでございます。サイドブックスの予

算特別委員会、令和８年フォルダー内の会派別発

言順位、発言時間及び審査日程表を御覧ください。

自民党が４７５分ほか、トータルの質疑時間が１，

６６０分となってございます。 

  発言の順位でございますが、上段が午前中の発

言時間と発言順位、下段網掛け部分が午後の発言

時間、発言順位を示してございますが、分かりや

すくしたものが、質問者の氏名が記載してありま

す会派別発言時間及び発言順位がございます。後

ほど御確認いただきたいと思います。 

  審査の区分でございますが、３月２日と３日は

一般会計の歳入全部、歳出第１款から第３款と第

５款でございます。 

  ３月５日と６日は、歳出第４款と第６款から第

１０款、あと各特別会計の歳入歳出全部でござい

ます。 

  ３月９日と１０日は、４議案の総括質疑となっ

ております。総括質疑終了後、討論及び意見表明、
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そして採決という流れになります。 

  ２点目は、最終日の各会派代表者による討論の

時間につきましては、１会派の持ち時間は５分程

度、また、無会派の意見表明につきましては２分

程度とするということでございます。 

  ３点目は、執行機関への資料要求につきまして

は、事前に委員長に対しまして資料の件名、内容

等について連絡をいただきたいということでござ

います。 

  以上３点でございます。 

  最後に、３月１０日は東京都平和の日に当たり、

午後２時より、１分間黙禱を実施させていただき

ます。 

  以上でございます。 

○伊藤のぶゆき委員長 お諮りいたします。 

  本４議案につきましては、ただいま申し上げま

した審査日程に従って審査いたしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき委員長 御異議ないと認め、さよう

決定いたしました。 

  次に、４議案の採決方法についてお諮りいたし

ます。 

  予算特別委員会の最終日に、４議案に対する討

論、意見表明を行い、各議案ごとに採決に付した

いと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき委員長 御異議ないと認め、さよう

決定いたしました。 

  審査に入る前にお願い申し上げます。 

  本特別委員会はＹｏｕＴｕｂｅにてインターネ

ット配信を行っておりますので、明瞭な発言をお

願いします。また、執行機関が答弁される際は、

まずマイクスイッチを押した上で、職名を明確に

述べてからはっきりと発言されますようお願いい

たします。 

  なお、本予算審査につきましては、質疑、答弁

は要領よく簡明にお願いいたします。 

  これより質疑に入ります。 

  第５号議案の予算総則第１条中歳入全部、並び

に歳出第１款議会費から歳出第３款民生費及び歳

出第５款環境衛生費について質疑を行います。 

  最初に自民党から質疑があります。 

○工藤てつや委員 皆さんおはようございます。自

由民主党の工藤でございます。 

  この時間は、岡田将和委員と２人で対応してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  さて、本日から、予算特別委員会、スタートと

いうことで、先ほど委員長、副委員長からもお話

がございましたけれども、この予算特別委員会は、

御承知のとおり、来年度の足立区の予算を占う大

変重要な審議になりますので、６日間という大変

長期間にわたっての審議になろうかと思いますけ

れども、足立区民の皆様のために、実りある議論

ができればと思いますので、執行機関の皆様の御

協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速でありますけれども、質疑に入

っていきたいと思います。 

  最初に、令和８年度の当初予算案について伺い

たいと思います。 

  物価高騰が長期間にわたって長引いておりまし

て、依然として、区民生活、区内事業者の経営は

大変厳しい状況かというふうに思います。 

  このような中、令和８年度当初予算案のタイト

ルでございますけれども、こちらのあらましにご

ざいますとおり、『やりたいことが叶うまち。ま

ずは「安心」「活力」の土台づくり』と出ており

ますけれども、まずこのタイトルに込めた思い、

そして、来年度に向けての決意について近藤区長

に伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○区長 物価高騰を中心として、区民の皆様方の日

常生活に対する先行きの不安ですとか、閉塞感が

強くなる可能性が考えられます。特に、また、今
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日の新聞報道にもございますとおり、石油うんぬ

んということになりますと、更なる物価高も想定

されるわけでございますので、まずは物価高騰対

策をきちっと入れていかなければなりませんが、

御承知のとおり、ＰａｙＰａｙ商品券について、

当初予算には入れてございません。本会議答弁で

もいたしましたとおり、御要望いただいた何点か、

使い勝手が改善されないと、このままというわけ

にもいきませんので、その辺のところを調整して、

可能であれば、途中で補正を入れてということを

考えております。 

  まずは、物価高騰対策をきちっとしていくとい

うことと、それと、更にまた、安全・安心の対策

としての水害、昨日もシンポジウムがございまし

たけれども、水害対策、そして地震対策をきちっ

とすることで、まずは日常生活の安心というもの

をきちっと確保して、それを土台にして、ウェル

ビーイングにつなげていくという思いでタイトル

を職員共々考えました。 

○工藤てつや委員 心強いお言葉ありがとうござい

ます。 

  私どもといたしましても、区民の皆様の生命、

財産、こういったものをしっかりと守っていくん

だという強い気持ちを持って、そして、区民の皆

様のウェルビーイングが少しでも向上できるよう

に、我々も頑張ってまいりたいと、このように思

っております。 

  次に、来年度の予算編成のポイントについて、

幾つか伺ってまいりたいと思います。 

  予算のあらましの２ページ以降になろうかと思

います。 

  一般会計予算の総額なのですけれども、こちら

３，６９６億円と、前年度比で２２３億円上回り、

１２年連続で過去最大を更新しておりますけれど

も、この増額の要因については、区はどのように

捉えているのか、まず財政課長の見解を伺いたい

と思います。いかがでしょうか。 

○財政課長 工藤委員御指摘のとおり、大きな増額

となってございます。 

  要因といたしましては、国や都の決定により実

施しなければならないもの、例えば、生活保護費、

基準改定の最高裁判決を踏まえた追加給付、こう

いったものと近年の物価高騰ですとか、給与改定

等に伴う人件費の上昇分といった区の裁量が及び

にくい要因になるものが、増額分の約９割に相当

するなど、大きな影響を与えているような状況で

ございます。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。今、御

答弁のありました増額の要因として挙げられたも

のというのは、生活保護費ですとか、人件費の上

昇経費等々だと思うんですけれども、これは主に

義務的経費だと思います。これらについては、削

減していくことというのは大変難しいのかなとい

うふうに思いますし、恐らくこのような状況とい

うのは、これからも継続的に続いていくと予想さ

れるかと思います。 

  これらを踏まえた上で、持続可能な財政運営に

向けて、区としてはどのように考えているのか伺

いたいと思います。いかがでしょうか。 

○財政課長 工藤委員御指摘のとおり、義務的な経

費部分が非常に増えておりまして、こちらについ

ては、なかなか削減が難しいというところを理解

してございます。 

  それを踏まえまして、令和８年度の予算編成に

おきましては、各部、また、財政課の査定におき

まして、各事業の実施状況の検証をきちんと行っ

た見直しを行いました。また、過去の執行率です

とか、入札の差額など、金額の差額が大きく出て

いるような実績もございますので、そういったも

のを厳しく踏まえた積算といった視点で事業の見

直しを行いまして、約３０億円の削減に、歳出の

削減につながってございます。こういった取組を

更にブラッシュアップしながら続けていくことで、

持続可能な財政運営というものを目指してまいり
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たいと考えてございます。 

○工藤てつや委員 今、好事例的なものも御答弁い

ただきましたけれども、各部との連携、それから、

御課の査定における綿密な検証ですとか調査にお

いて、歳出削減につながるものもあろうかと思い

ますので、今後も鋭意工夫をしていただいて、安

定した持続可能な財政運営に努めていただきたい

と、このように思います。 

  それから、歳入については、特別区税が前年度

比４２億円の増、それから、財政調整交付金が８

６億円の増ということで、非常に好調との見込み

となっております。特に、特別区民税については、

納税義務者の増加によるところが大きいと感じて

いるところでありますが、具体的には、何名程度

増加をしたのか、その増の要因については、どの

ように区として捉えているのか伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○財政課長 来年度予算を組むに当たって、区民部

の方にも確認をした中で、納税義務者については、

前年度と比較しまして、約１万２，７００名ほど

増加というものを見込んで予算を組み立ててでご

ざいます。 

  増加の要因というのは様々あろうかと思います

けれども、一つの要因と考えられるものとしては、

区がこれまで取り組んできたエリアデザインです

とか、災害に強いまちづくり、そういったものが

一定評価をされて、こういったところにつながっ

ているのではないかと分析してございます。 

○工藤てつや委員 前年度と比較しても、約１万２，

０００名ということで、増加をしているというこ

とですから、これは、区がこれまで取り組んでき

た施策の成果が、しっかりと現れていることなの

かなというふうに思っておりますし、正にこの足

立区に対しての評価というものが、区内外問わず、

年々高くなってきている証拠だなというふうに思

っております。 

  それで、一方で、地方財源の偏在を背景として、

財政調整交付金の原資である固定資産税について

財源を国へ吸い上げる動きが顕在化しております。

この件については、私も代表質問の中で取上げを

させていただいて質疑に当たりましたけれども、

この件については、仮に令和９年度以降、このよ

うな税制改正が行われた場合、区財政の影響とい

うものは、もう計り知れないものだというふうに

思っております。やはり東京都とそれから２３区

が一丸となって、国に対して対抗していく必要が

あると考えますけれども、このあたりについては

どうなのか。 

  また、具体的な動きとして、地方税制の課題で

すとか、国との政策の整合について検討する協議

会を新設することで、合意をしたということも伺

っております。 

  現時点での協議状況について、もし分かれば教

えていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○財政課長 税制改正の影響というのは、非常に大

きく、区財政にも影響があります。 

  直近で言いますと、令和２年度に税制改正があ

った際には、前年度比１３６億円ほど減額になる

ような状況もございまして、非常に予算組みに苦

慮したと聞いております。 

  そういったところもありますので、やはりここ

は２３区、また都と一体となって、国に対して、

きちんと特別区の考え、状況を伝えていくという

ところが重要でありますし、区としても取り組め

るところは取り組んでいきたいと考えております。 

  また、お話にありました協議会の新設のところ、

動きでございますが、新聞報道などでは、動きは

確認してございますが、具体的な動きはこれから

と伺ってございます。協議状況や内容などに注視

しながら、都と一体となって、国に対抗していき

たいと考えてございます。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。是非緊

張感を持って取り組んでいただきたいと思います。 

  また、本会議の中で、区長からも御答弁があり
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ましたけれども、やはり、場合によっては、政治

的な対応というものも必要になるのではないかと

思っておりますので、このあたりについては、し

っかりと我々もバックアップしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

  それと、国の税制改正の動きについても注視し

なければならないと思いますが、令和８年度につ

いては、歳入は引き続き好調に推移するとの見通

しでありました。一方で、歳出については、義務

的な経費がかなり拡大をしておりまして、これま

で以上に財源配分の選択と集中、この選択と集中

が求められるかと思います。 

  その中で、区はどのような点に重点を置いて、

令和８年度の当初予算の編成に当たられたのか、

見解について伺いたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○財政課長 まずは、先ほど申し上げた各事務事業

の見直しというものが、まず第１でございます。

事業費の削減を行って、その上で、必要な経費を

計上はさせていただいております。特に、先ほど

区長からも答弁ありました安心や活力の土台とな

る物価高騰対策、また災害対策といった事業に重

点的に予算配分を行っているような状況でござい

ます。 

○工藤てつや委員 やはり財源配分の選択と集中が

最も大切だと思いますし、その中でも、施策の優

先順位として、先ほど御答弁いただきました災害

対策ですとか、物価高騰対策等々に、やはり力点

を置くことも適切な判断だというふうに思ってお

ります。是非しっかりと進めていただきたいと思

います。 

  次に、基金の活用について伺いたいと思います。 

  これは、我が党としても、毎年、しっかりと活

用していただきたいということで要望させていた

だいているわけでありますけれども、これまで基

金を積極的に活用して、区民や事業者支援に財源

を投入するべきだということで主張してきました

けれども、令和８年度の当初予算では、どのよう

に基金を活用したのか、見解を伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○財政課長 基金につきましては、前年度比７億円

増の２６５億円を取崩しをさせて予算組みをさせ

ていただいてございます。 

  こちら、歳入も増加は見込める見通しとなって

おりますけれども、特に児童・生徒用の学習端末

の更新ですとか、事業者支援強化、消費喚起策の

実施など、基金から取崩しを行う必要がございま

したので、財政調整基金を中心に、積極的に活用

させていただいて、予算編成をさせていただいた

ところでございます。 

○工藤てつや委員 財政調整基金が中心ということ

になろうかと思いますけれども、引き続き、区民、

そして事業者支援というものに対して、積極的に

基金を活用していただきたいというふうに思いま

す。 

  それと、令和８年度の当初予算編成後の財政調

整基金の現在高なのですが、こちらが、これを見

ますと、３６６億円となっておりますが、もし万

が一、年度途中に緊急対応が必要となった場合、

影響はないと認識しているのか、余力があるのか、

見解を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○財政課長 計画としては、中期財政計画において、

財政調整基金につきましては、標準財政規模のお

およそ２割程度、金額で言いますと約３８０億円

程度、年度末に残すことを目標としており、これ

は、今の基金残高とほぼ合致しているかと思って

ございます。 

  また、これまでのコロナ禍などでの実績などを

見ましても、年度途中の緊急対応にも対応できる

ような金額となってございますので、これは十分

であるかと考えてございます。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。緊急対

応にも応じることのできる金額を残せるという見

込みということでございますね。分かりました。 
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  御答弁にあったように、将来に備えた積立てを

しっかりと行いながら、基金を有効にこれからも

活用していただきたいというふうに思います。 

  また、これも、我が党からも何度もお伝えして

いることでありますが、基金の重要性や必要性も

含めた財政全般について、区民の皆様に分かりや

すい効果的な周知や広報をお伝えしてほしいとい

うことで要望してまいりましたけれども、具体的

に、現在、どのような取組をされているのか、ち

ょっと現状について伺いたいと思います。いかが

でしょうか。 

○財政課長 この間、財政全般についての分かりや

すい周知ということで、様々な御意見を頂戴して

いたところでございます。ホームページに記載し

てるようなものの分かりやすさというところは工

夫はさせていただきつつ、直近で申しますと、あ

だち広報の予算特集号、これから発出してまいり

ますが、そちらに、令和８年度当初予算を家計簿

に置き換えてみるなど、区民の方々に分かりやす

い周知ということを心がけてございます。 

  また、更に他の自治体の好事例を参考とさせて

いただいて、分かりやすい予算決算、財政全般に

ついて、今年度中を目途に、区ホームページへ掲

載できるように今準備を進めているような状況で

ございます。 

○工藤てつや委員 是非区民の皆さんに分かりやす

いような、子どもでも分かるような、そういった

内容のものを試行錯誤しながら、より精度の高い

ものを作って、広報に力を入れていただきたいと

いうふうに思います。 

  最後に、補正予算について触れたいと思います。 

  令和７年度の補正予算になりますが、区は、こ

れまでも、区民生活や区内経済を支えるため、必

要な時期を見極めて、補正予算を編成してまいり

ました。過去の補正予算の状況を調べましたけれ

ども、令和５年度は１０回、令和６年度は６回で

ありましたけれども、今年度についての総事業費、

主な補正内容及びその評価について、見解を伺い

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○財政課長 先日、総務委員会でお認めいただきま

した一般会計第１０号を含めますと、総額で３，

７０２億円となってございます。当初予算３，４

７３億円でしたので、２２９億円の増額となって

ございます。 

  内容としましては、年末にお認めいただいた国

の交付金を活用した区民向けの臨時給付金、事業

者の物価高騰対策経費などというものを中心に、

幅広く取り組ませていただいてございます。次年

度以降も、状況に応じて補正予算が必要であれば、

計上してまいりたいと考えてございます。 

○工藤てつや委員 分かりました。直近の物価高対

策の対応についても、本当に迅速に対応していた

だいて、高く評価をさせていただいております。 

  今後も、緊急を要する補正予算についても、迅

速な対応を心がけて、前に進めていただきたいと

思います。 

  財政についての質疑は以上になります。 

  令和８年度も、限られた財源を有効かつ効果的

に活用できるように、堅実な財政運営を前に進め

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  次に、東京女子医大の件について伺いたいと思

います。 

  先日、２月２７日の東京新聞、こちらにも記事

が出ておりました。最初と最後の部分だけちょっ

と読ませていただきます。 

  贈答は儀礼の範囲内、東京女子医大背任、足立

区が調査結果ということで、東京女子医大の病院

移転工事などで、元理事長らが、昨年２月に、背

任剤で起訴された事件を受け、移転先の足立区は、

医大と区側の接触についての調査結果を公表した。 

  近藤やよい区長宛ての焼酎やスカーフの贈呈、

区幹部と医大側の会食が確認されたが、儀礼の範

囲を超えないなどの理由で問題ないと結論付けて
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いると。これ、最後の方になりますが、報告書で

は、焼酎などを儀礼の範囲内の贈答品、スカーフ

は相応のお礼の品と結論付けたと。会食や会議な

どでの飲食物の提供は計１３回あり、近藤区長は

うち７回に出席をしていたと。報告書は、会費制

で利益を得ていない、社会通念上許される飲食と

指摘、区側の不正はなかったとしたとございます。

調査は、区の依頼を受けた公益監察員の弁護士３

人が担当したということでございます。 

  本当に、区民の皆様もこういった記事が出てい

る以上、少し関心を寄せている状況なのかなと思

いますし、この土日、まち場に出ても、この件大

丈夫ということで、聞かれる機会もございました。 

  今回の調査報告書に基づいて、過日、総務委員

会の中でも議論されましたけれども、率直に、ま

ず今回のこの一連の件について、近藤区長の感想

を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○区長 記事が掲載されたということにつきまして

は、私のところにはまだ問合せはございませんが、

社会通念上という中でも、この前から答弁させて

いただいてるとおり、様々な考え方がございます

ので、読まれた方が不安に思われたり、又は疑問

に思われたりということもおありだったかという

ふうに思います。記事の内容については、報告書、

淡々と、内容、書かれているかなというふうに感

じました。 

○工藤てつや委員 分かりました。総務委員会の、

私も議事録、拝見させていただいたんですけれど

も、区長の緊張感というか、危機感というか、今

後やっぱり襟を正してというか、こういうマイン

ドで、きちんと厳しく対応していきたいというよ

うな思いが、私も拝見して伝わってきたなという

のは実感しております。 

  そんな中で、我々自民党としても、この東京女

子医大の件を議題として、総会を開いて、各議員

からも御意見を伺いました。その中で一致してい

るのは、当時の区の倫理規程、それから関係法令

との関係において、違法性はなかった、違法性は

なかったということであります。そこは、共通の

認識として、我々自民党の議員は持っているとい

う状況でございます。しかしながら、我々として

は、議会としてチェック機能を果たさなければな

らないと、区民目線に立って疑義を解消しなけれ

ばならないといった責務があります。特にこの調

査報告書において、意思決定過程ですとか、当時

の状況について、また、不明確と感じられる部分

もやはり散見されておりましたし、もう少し、一

歩踏み込んで詳しく説明していただきたい箇所な

どが幾つかあったのが現状であります。 

  以上のことを踏まえて、補助金額の算定根拠で

すとか、それから、審査会議議事録の完全版、ま

た、他自治体との比較資料、それから、今回の調

査報告書における会食記録ですとか、贈答品の管

理記録、こういったものの資料について、再度提

出を要望させていただきたいと思うんですが、こ

のあたりについてはいかがでしょうか。 

○副区長 今、工藤委員から御提示のありましたま

ず審議会の議事録に関してですが、これまでも、

議事録に関しましては、非公開の会議として設定

している会議であって、そういった条件で、参加

してる方の自由闊達な意見を阻害するとか、他の

審査会でも影響するということで、公開はできな

いという答弁をさせていただいておりまして、今、

工藤委員に御承諾いただいた概要版をホームペー

ジに載せさせていただいているので、議事録の詳

細なものについては、ちょっと難しいというふう

に思っています。 

  また、会食の記録に関しましては、公益監査員

からヒアリングを受けて、７年から１０年以上前

になりますので、記憶が曖昧な部分もありますが、

現在、必要な諸資料は全て出していると思います

ので、今回、調査以外のものをまたこれ以上出す

のはなかなか難しい状況でございます。 

  また、物品の管理記録は今のところ付けていな
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いので、それは難しい。ただ、補助金の額の決定

の詳細なデータだとか、あと、そのときに、補助

金の額だとか、土地の貸付け条件を決定するとき

に、他自治体と比較した資料、そちらの方は御提

出できるというふうに考えております。 

○工藤てつや委員 調査できるもの、できないもの

はあるかと思うんですけれども、しっかりとそこ

は精査をしていただいて、積極的に出すというよ

うなそういった意欲を持って調査に当たってもら

うようにしていただきたいですが、いかがですか。 

○副区長 お渡しできるものに関しては、必ず整理

をしてお渡ししたいと思います。 

○工藤てつや委員 是非お願いしたいと思います。 

  それと、これは、総務委員会で、へんみ委員質

疑に当たっておりましたけれども、昨年、是々非々

のおぐら議員、それから、我が会派の鹿浜議員か

ら、調査報告書の提出を要望した際に、おおむね

３か月から４か月程度の時間が掛かるというよう

な答弁があったんですけれども、結果的には、こ

の報告が、約１年掛かっておりました。この間、

質問者ですとか、それぞれの会派に対して、進捗

について何も報告がなかったということがござい

ました。１年たっていきなりこういった報告があ

ったわけなのですけれども、本来であれば、途中

経過でも結構だったと思います。しっかりと伝え

るべきだったのではないかなというふうに思うん

ですけれども、この点についてはいかがでしょう

か。 

○総務部長 ガバナンス担当部長を兼務しておりま

すので、私の方から御答弁申し上げます。 

  長く掛かってしまったことにつきましては、大

変申し訳なく思っております。また、途中経過を

本来であれば、１度、２度、少なくともお伝えす

るべきでございました。ただ、この間、関係の資

料を公益監察員にお届けいたしまして、その結果、

アンケートを行い、関係者のヒアリングというと

ころで、もう夏過ぎまで、９月ぐらいまで掛かっ

てしまいましたので、その後、調査書をまとめる

というところで、また３か月程度掛かってしまっ

たというところで、遅くなったというのが現状で

ございます。大変申し訳ございませんでした。 

○工藤てつや委員 総務部長、その議会との関係性

についてどう思いますか、今回の件については。 

○総務部長 第三者に調査をお願いするという点で

は、あまりせかしてはいけないというところはあ

ったかもしれません。ただ、途中経過を確認する

ということはできたと思いますので、その点では

不十分であったと考えております。 

○工藤てつや委員 こういった重要案件に対して、

何もなかったというのは、やはりどうなのかなと

思いますし、正に議会軽視と言われてしまっても、

致し方ないのかなと思いますので、是非、この件

については反省をしていただきたいというふうに

思います。 

  東京女子医大の件については、この後、岡田委

員からも詳細な質疑があろうかと思いますので、

私の方からはこのあたりでとどめておこうかと思

いますが、先ほども申し上げましたとおり、私ど

も自民党としては、違法性がないことは共通の認

識として持っておりますし、今後この違法性を区

に対して、近藤区長に対して追及することはしな

いかと思います。しかしながら、足立区民の皆様

の視点に立って疑義を解消することは責務と考え

ておりますので、先ほどの資料の再提出について

も、できる、できないというところもあろうかと

思いますが、積極的に、この再提出の部分につい

ては対応していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  私の時間３分少々ですけれども、次に、食料品

等物価高騰支援給付金について伺いたいと思いま

す。 

  この件については、代表質問でも触れておりま

すけれども、確認の意味で、進捗状況について伺

いたいと思います。 
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  この物価高支援給付金については、昨年の１２

月に、我が自民党として、近藤区長へ要望書を提

出し、内容的にも御理解いただきまして、区民お

１人当たり１万円を現金で給付することが決定い

たしました。 

  本会議では、我が党のかねだ正政調会長が賛成

討論を行いましたが、現金給付は直接的な生活支

援であって、物価高対策として、区内全ての家庭

にとって、大きな助けになることは間違いないと

考えています。 

  今後は、この給付金を迅速かつ確実に届けるこ

とが重要かと思いますが、そこで、幾つか伺いた

いと思います。 

  今回の１万円の現金給付については、多くの区

民の皆様から喜びの声をいただいているというふ

うに伺っております。 

  区民の声としては、具体的にどのような声が入

ってきているのか、現状を教えていただきたいと

思います。いかがでしょうか。 

○福祉管理課長 物価高騰重点支援給付金担当課長

を兼務しておりますので、私から答弁申し上げま

す。 

  今回の給付に対する区民の声ですが、所得制限

を設けずに全区民を対象にしたこと、また、おこ

め券などでなく、現金の給付になったことについ

て感謝の声を多くいただいております。 

○工藤てつや委員 感謝のお声もかなり届いてると

いうことなのですけれども、区民の皆様からの御

期待も大きいかと思いますが、この住民税非課税

世帯に対して、第１弾として、２月の下旬に、た

しか２回に分けて、８万３，５００世帯に、こう

いった方々を対象に支給をすると伺っておりまし

たけれども、こちらについては、もう混乱もなく

着実に支給されているのか、現状について伺いた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○福祉管理課長 第１弾の対象世帯の９９．７％は

振込を完了しており、これまで混乱なく支給して

おります。残りの方は、振込口座の変更を希望す

る方などでございまして、その方々につきまして

は、処理が済み次第、順次振込をする予定でござ

います。 

○工藤てつや委員 今のところ順調に来ているのか

なというふうに思いますけれども、ちなみに、こ

の重点支援交付金に関わる問合せは、現時点でど

のぐらい入ってきてるんでしょうか。 

○福祉管理課長 この食料品等物価高支援給付金に

つきましては、専用コールセンターを１月２２日

から開設しておりますが、２月２４日までで約３，

０００件、２月中の１か月を１日平均しますと、

平均約１７０件の問合せが来ております。内容の

多くは、給付金の概要や対象者の確認についての

問合せとなっております。 

○工藤てつや委員 結構そういった問合せというか、

いろいろ入ってきてるんだなというのを実感した

んですけれども、給付の第２弾としては、３月か

ら、セブン銀行ＡＴＭで受け取るための申請書が

送付されて、専用のウェブサイトでの申請書を提

出することになっていると伺っております。ちょ

うど今日ですか、今日郵送されるような話を聞い

てますけれども。高齢者の方々にとって、やはり

電子申請とか、難しかったり、不慣れな世帯が多

い状況かと思うんですけれども、具体的にそうい

った方々に対しては、どのような対応をされるの

か、再度伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○福祉管理課長 まず、セブン銀行ＡＴＭで受け取

るための申請についてですが、電子申請だけでな

く、紙の申請書による申請も可能となっておりま

す。また、口座への振込も希望できます。 

  そして、電子申請も含めた各種申請の支援体制

ですが、本庁舎中央館１階アトリウムに申請相談

支援窓口を開設しております。電子申請のサポー

トや紙の申請書の記載方法などの支援、また、申

請時に必要となる世帯主本人の確認書類のコピー

も行ってまいります。 
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○工藤てつや委員 時間なりましたので、交代しま

す。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 すみません、マスクをされ

ている方、思っている以上に聞き取りづらいです。

マイクに近付いて大きな声で答弁をお願いします。 

○岡田将和委員 足立区議会自由民主党副幹事長を

務めさせていただいております岡田将和です。工

藤団長からバトンを引き継ぎまして、第２走者と

して質疑に入らせていただきます。 

 これまで、近藤やよい区長は、５期１８年間と長

らく足立区民の代表として区長を務められており

ます。過日行われた衆院選において、区長と御一

緒させていただく機会がございました。その際感

じたことは、区長の認知度や人気の高さ、すごく

信頼されているんだなというふうに、ひしひしと

肌で感じさせていただきました。これはひとえに

区民からの区長に対する信頼、そして、近藤区長

へのクリーンなイメージが土台に成り立っている

と承知をしております。 

  この度の東京女子医大との関係においての調査

報告書が２月２５日公開され、先週の金曜日にも、

新聞記事やネットニュースにも取り上げられまし

た。私は、１年前の予算特別委員会においても、

岩本絹子元理事長の逮捕を受け、足立区民の疑念

を払拭するべく、東京女子医大足立医療センター

の問題について質疑を行わせていただきました。

先日のニュースを御覧になられた区民から数々の

疑問をお寄せいただいておりますので、幾つか確

認をさせていただきます。 

  ２月２５日に発表された調査報告書の中で気に

なるのは、フェラガモのスカーフや森伊蔵の贈物

を頂くという行為が、社会通念上の一般儀礼の範

囲内であると結論付けて違法性はないと断じてい

るところですが、足立区民目線で見たときの常識、

社会通念から見て、一般的な儀礼の範囲を超えて

いるのではないかと私自身の感覚では思うのです

が、いかがでしょうか。 

○区長 スカーフの件でございます。せんだっての

総務委員会でも御答弁をさせていただきましたけ

れども、理事長の就任祝賀会に出席したことのお

礼ということで頂きました。その際に、自分の方

の私費で、その日の会費３万円を払い、お花代も

払いということでございます。そして、２時間か

ら３時間近い会に出席したということで、当時、

私の判断は、とんとんかなという判断がございま

した。ただ、昨今、その席は、１１年前のことで

ございますけれども、昨今の政治とお金の問題の

状況を考えれば、そうした考え方が、自分自身甘

かったなと言わざるを得ないと、今、大いに反省

しているところでございますので……。失礼しま

した。６年前ですね。当時の判断が甘かったと言

わざるを得ませんので、今後は、今も、私用車を

使うなど、政務、公務はきちっと切り分けてる考

えの中で、区長職全うしてまいりましたけれども、

更に自分を厳しく律するという中で、これから進

んでまいりたいと思っております。 

○岡田将和委員 ２月２５日の総務委員会において、

公明党の太田せいいち委員からの質問に対して、

区長は、自分が私費で出した会費３万円、お祝い

の花１万円と女子医大からもらったフェラガモの

スカーフが大体とんとんでいいかなという判断が

あったという御発言もございました。例えば、友

人の結婚式のお祝いをお持ちした際や御不幸があ

ったとき、香典を支払った場合を想像してみてく

ださい。仮に数万円出したら、内祝いや香典返し

については、３分の１から半返しが区民目線の常

識の範囲内ではないのでしょうか。飲み食いをさ

れて３時間いらっしゃったということですけれど

も、フェラガモのスカーフ、調べると７万円ぐら

いするものもあります。１０割返し、それ以上と

いうのは、社会通念上の範囲なのでしょうか。 

○区長 当時幾らしたか分かりません。今おっしゃ

った金額は、現在の金額というふうに聞いており

ますけれども、お礼、いてくれてありがとう、ま
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た、お花も頂いてということでした。御本人本当

に喜んでいらっしゃるように見えましたので、あ

りがたく受け取ってしまったと。それが、今おっ

しゃった半返しですとか３分の１ですとか、そう

いったところまでは私の考えが至りませんでした。

それは、先ほどから申し上げてるとおり、今の政

治とお金の問題を考えると、自分の認識が甘かっ

たのかなと、今になっては思いますけれども、当

時はそのように考えて頂戴いたしました。 

○岡田将和委員 公益監察員による調査報告書の１

２ページに、近藤区長をはじめとする足立区関係

者と東京女子医大との１３回に及ぶ会食の記録が

記載されております。総務委員会において、へん

み委員より、会食のうち、岩本絹子元理事長と一

緒に会食をしたのはいつかと質問がありました。

あのときのコンプライアンス推進担当課長の答弁、

早かったですね。質疑の直後、コンプライアンス

推進課長より、１番、２番、４番、１２番の会食

に岩本元理事長と会食をしたということでござい

ますと、すぐに答弁がございました。私は驚きま

した。この調査報告書に書かれていない資料が、

コンプライアンス推進課長の手元にあるというこ

とですよね。 

○コンプライアンス推進担当課長 実は、この報告

書について、各会派の説明に、副区長と総務部長

が回ったときに、やはりそういった質問があった

ということを伺いましたので、公益監察員に私か

ら確認しまして、回答をいただいていたと。それ

を御説明したということでございます。 

○岡田将和委員 この調査報告書には、東京女子医

大側の誰と一緒に会食をしたのか、会費制とは言

いながらも、会費は幾らだったのか、実際に実費

で払われた実費などが書かれておりません。なぜ

調査報告書にこれらの情報を載せなかったのか教

えてください。 

○コンプライアンス推進担当課長 公益監査員の方

に確認しましたところ、この金額等については、

ヒアリングを行ったところ、★★職員が、これ、

割り勘だったという話をしていたので、それをそ

ういった形で認定したということを伺っておりま

す。 

  以上です。 

○総務部長 この調査につきましては、東京女子医

大の元理事長、元経営統括次長等が、建築士を含

む東京女子医大関係者から、区長をはじめとする

区幹部を含む区職員の接待や会食、金品授受など

はなかったかということを証明するという範囲で

は、特に必要のないことは、根幹に触れることで

なければ、この資料にしたためることを公益監察

員のセレクトとなっておりますので、その点につ

きましては、公益監察員にお任せしている部分で

ございますので、私ども、どこと会食をしたか、

誰が相手であったかというところまでは、公益監

察員の御判断ということで認識をしております。 

○岡田将和委員 東京女子医大側とおっしゃいまし

ても、昨年の予算特別委員会でもお話ししました

架空の建築アドバイザー費を架空請求して、松丸

氏という建築アドバイザーに支払われて、岩本元

理事長の懐に５，０００万円還流したというお話

がありました。建築アドバイザーの松丸氏や東京

女子医大の建設の委託先であった建設業者などと

の会食の記録もこれには含まれているということ

でよろしいですよね。 

○コンプライアンス推進担当課長 そういったこと

は伺っておりません。 

○岡田将和委員 東京女子医大側との会食というこ

とですけれども、足立区の補助金８５億円が出さ

れていて、この調査報告書には、どこからどこま

でが東京女子医大側というのが明確に書かれてい

なかったのが、私もそうですし、区民の皆様も、

疑念がまだ残ってるような不十分な状況なのでは

ないかなというふうに感じております。先ほど副

区長から、これ以上出せるものはないと発言があ

りましたが、先ほど工藤団長からも話があった内
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容、そして、東京女子医大側の出席者や会費、実

費の金額がきちんと載った調査報告書を出してい

ただけますか。 

○区長 私が同席した、特に、これは総務委員会資

料の３１ページでしょうか、ホテルニューオータ

ニと浅草ビュー、２回ということの、ここですけ

れども、ここにつきましては、１回目のニューオ

ータニについては、１万円という会費を出したと

いうのが、秘書課ではなくて、事務所の方の記録

として残っておりましたが、ビューホテルにつき

ましては、全く記録として、例えば、ビューホテ

ルの領収書ですとか、そういったものは記録とし

てございません。つまり、全く私費で対応してお

りましたので、ここについて、当時、例えば、幾

ら支払ったかと言われましても、ここについては、

申し訳ありません、記録がないということで、お

答えするということになるかと思います。 

○岡田将和委員 中身を見れば、当時の状況を正確

に把握するには不十分な内容です。ホテルニュー

オータニといっても、様々な店があります。総務

委員会では、個室、フレンチだったのではないか

というお話から、先ほど千羽鶴という変更もござ

いました。ぽろぽろと、区民がまた疑念に思うよ

うな内容が出てきてはならないと思うのです。 

  先ほど、工藤団長からもお話がありましたとお

りに、しっかりと調査をして報告をしていただき

たいと考えております。 

  先日の総務委員会において報告された調査報告

書には、東京女子医大は、足立区と職務上の関係

者である利害関係者に当たると明確に記載がされ

ています。利害関係者から報告書にあるような贈

物を区長は受け取ってよろしかったのでしょうか。

改めて伺います。 

○区長 報告書では、社会通念上許される範囲だと

いうふうに書いてございますけれども、社会通念

というのは、人それぞれ違うということもまた事

実だと思いますので、誤解を生むような状況とい

うふうになってしまったことについては、自分の

倫理感が甘かったというふうに言わざるを得ない

ということもございますので、今後は更に律しな

がら進めてまいりますというふうにお答えしてお

ります。 

○岡田将和委員 襟を正す、律するというお話がご

ざいました。この報告書に書いてあるフェラガモ

のスカーフをもらうなどの同様の行為について、

足立区の一般職員が行った場合、懲戒処分になり

ますか、なりませんか。 

○人事課長 場合によってはなる可能性もあると考

えております。 

○岡田将和委員 懲戒処分といっても、軽い戒告か

ら重い免職まで様々でございます。日頃から、足

立区職員の規範意識をリードし、厳しく対処され

てきた近藤区長ですから、自らの報告書にあるよ

うな行為について、足立区の職員に向けてどう説

明をなされますか。 

○区長 先日、庁議の席で、この報告書を議会に提

出するに当たり、今申し上げたようなことは、庁

議メンバーには報告をし、そして、職員に伝えて

もらうように話したところでございます。 

○岡田将和委員 今回の調査報告書の中にも書いて

あります。足立区職員の倫理規程の中には、社会

通念上許される範囲ということで、カレンダー、

手帳、ボールペンと書いてあります。ここに、こ

ういった焼酎ですとか、スカーフですとか、そう

いったものは追加される予定でしょうか。 

○総務部長 ガバナンス担当部長を兼務しておりま

すので、私から御回答申し上げます。 

  先ほどから社会通念上という言葉が出ておりま

して、区長のスカーフあるいは職員がボールペン

を受け取るかどうかというようなお話でございま

したけれども、贈答品が、社会的儀礼の範囲内に

とどまるか否かは、その贈与するもの、種類です

とか程度ですとか時期ですとか趣旨ですとか人間

関係儀礼のそういった範囲にとどまるか否かの判
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断基準というのは、その他の諸条件によって判断

されるということでございますので、それが社会

的儀礼の範囲内にとどまるかどうかというところ

は、一般的に通用しているかどうか常識的なとこ

ろを見て、その場の状況によってまた判断される

というそういうものですので、金額のみによって

判断されるものではないという見解を公益監察員

から受けておるところでございます。 

○岡田将和委員 足立区民７０万人超、そして、足

立区政とともに協働をしていただいている様々な

事業者、ステークホルダーがいらっしゃいます。

数万円の不備で行政処分を下された事業者さんも

いらっしゃる中で、法律や条例、ルールを守ると

いうことを執行機関のトップとして、お示しが付

かないのではないでしょうか。いかがでしょうか。 

○区長 繰り返し、先ほどのことを申し上げていく

という考えでございます。 

○岡田将和委員 今回の令和８年度の予算特別案３，

６９６億円、様々な事業、この土台には、住民と

の信頼関係が土台にあると思います。区職員には

足立区倫理規程で厳しく、自分にはおとがめがな

い、襟を正す、そういった姿勢を我々は住民から

選ばれた足立区議会でございます。区長というの

は、予算編成権、執行権を持つ巨大な足立区のト

ップで、正に社長です。区民に選ばれている、長

くやっているからといって、何でもやっていいわ

けではないと思います。我々も区民から選ばれた

二元代表制の一翼を担う足立区議会として、区民

目線で、いいものはいい、悪いものは悪いとお伝

えしなければならない職責があると考えておりま

す。 

  Ｙｏｕｔｕｂｅでも、様々な方が御覧になられ

ているかと思いますが、あしたから、予算の方に

しっかり入っていきたいと思いますので、引き続

き、どうぞよろしくお願いします。 

  終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から質疑があ

ります。 

○たがた直昭委員 おはようございます。公明党の

たがたでございます。 

  今日から６日間、お世話になりますが、よろし

くお願いしたいと思います。 

  まず初めに、選挙管理委員会の局長、依田局長、

先週火曜日か水曜日にちょっと庁舎内でお会いし

たかと思うのですが、声を掛けていただき、どの

ような声を掛けていただきましたか。 

○選挙管理委員会事務局長 土曜日にエリアの住民

協議会の方々がアレフのデモ行進をやっていただ

いておりましたけれども、過去、なかなか雨が降

らない中、天気予報が雨でということでお声掛け

をさせていただいたと記憶しております。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。選挙管

理委員会事務局長の方から、もしかしたら土曜日、

雨かなみたいなニュアンスで言われて、私も全然

意識がなかったのですけれども、その日の夜に天

気予報も見ずに、かっぱをきちんと用意して、い

つでも盤石な体制を取ってたんですけれども、土

曜日に関して、アレフの抗議行動、デモに関して

は、本当に２０度を超える、もう本当に暖かな陽

気だということで、大変よかったんですけれども、

例えば、この日、雨が降った場合、場合によって

はなのですけれども、中止とか考えられるのです

か。 

○危機管理課長 住民協議会の方は、かっぱの用意

はしておりました。その辺は、天候に応じて午前

中には判断しようと考えておりました。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。本当に、

小雨決行かと思うんですけれども、この日におき

ましては、地域の住民協議会の皆様、そして、近

隣の町会・自治会の皆様、そして国会、都議会、

議会の議員の方々と皆さんで約３０分間デモをさ

せていただいて、その後に舎人の地域学習センタ

ーで講演会をという形の流れでありました。地下

鉄サリン事件から３１年、そして、教団が足立入
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谷施設を取得して１６年を迎えたということであ

りまして、地域の協議会の皆様は、本当にこの何

十年間、熱心に、早期解散、早期撤回を目指して、

一生懸命努力されておりますけれども、昨年の２

月２８日に、区として事件の風化を防ぐために、

足立区の地下鉄サリン事件の風化防止啓発推進条

例を全会一致で可決したということであります。

それ以降、区内の９か所で、大学や庁舎ホール、

またショッピングモール等々で、地下鉄サリン事

件のパネルを展示するなど、啓発対策に向かって

おりましたけれども、また今年に関してはいかが

でしょうか。 

○危機管理課長 来年度も引き続き、区内の大学、

また商業施設、またこれまで実施してなかった商

業施設にも働きかけを考えております。 

○たがた直昭委員 是非、本当に風化防止というこ

とでありますので、啓発活動をお願いしたいと思

います。 

  また、今、団体規制法によりまして、公安調査

庁が、先月、再発防止処分を公安審査委員会に請

求して、３月２０日までの再発防止、６回目の請

求をいたしました。そしてまた、団体規制法に基

づく観察処分の更新におきましては、３年を超え

ないこととするということでありまして、来年の

１月末で観察処分の更新が切れるということであ

りまして、非常に今年、大事な年になるかと思う

んですけれども、また、署名活動等々を行う年か

と思うんですけれども、今後のスケジュール等に

ついてはいかがでしょうか。 

○危機管理課長 今年の秋に向けて、区内の町会・

自治会、また関係所管の、関係している団体の皆

様方に、全庁挙げて協力依頼を考えているところ

でございます。 

○たがた直昭委員 この署名も３年に１回で、来年

９回目の観察処分の更新ということでありますけ

れども、やはり御理解と御協力、御理解がまず非

常に大事だと思いますので、その辺も皆さんで協

力し合いながら、進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に移ります。 

  先週の金曜日、２月２７日、技能労働者への適

切な賃金水準の確保等に向けた要望書を我が会派

として、私と長井団長で近藤区長に手渡しをいた

しました。内容としては、国の令和８年度公共工

事設計労務単価を踏まえ、区の工事においても、

適切な水準の設計労務単価を速やかに決定すると

ともに、既に契約している案件についても、区の

特例措置を踏まえた必要な対策を早急に行うこと

を要望事項として上げましたけれども、いかがで

しょうか。 

○契約課長 こちらの３月から新たな設計労務単価

適用として、区の方でも適切に対応してまいりた

いと考えてございます。 

○たがた直昭委員 ３月としてということで、いよ

いよ、昨日、今日から３月に入りましたけれども、

国としても、１４年連続で前倒しで引き上げるこ

とを公表し、区も３月以降、国や都の取扱いに準

じた対策を講じるということでありまして、早速

の決断に関しては、大変にありがとうございます。 

  その中で、インフラスライド、この条項につい

ての運用についてはいかがでしょうか。 

○契約課長 インフレスライドの条項についても、

対象となる工事、適用になる場合については、協

議を進めて、その結果、契約変更が必要であれば、

適切に対応してまいりたいと考えてございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。将来においても、

建設技能労働者の確保ということにつきましては、

技能継承は厳しいものとなっていく中で、やはり

環境整備はしっかりと我々で取り組んでいかなく

てはいけないと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  続きまして、予算編成の方について何点か伺い

たいと思います。 

  先ほども何点か質問がありましたけれども、若
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干重複すると思いますが、我が会派としての御答

弁をお願いしたいと思います。 

  令和８年度のタイトル、『やりたいことが叶う

まち。まずは「安心」「活力」の土台づくり』と

名付け、日々の生活上の安心を確保し、その安心

を多方面から支えるまちの活力の向上に向けた予

算となっております。 

  私のせんだっての代表質問でも言いましたけれ

ども、区は将来を見据え、区民の誰もが安心を実

感し、活力あふれる足立区の実現に向けては、よ

り強固な基盤を築くべきであります。そのために

は、社会情勢の変化、また、区民生活を支え、区

民目線に立った更なる施策を幅広く展開すべきと

考えます。 

  私は、この社会情勢の変化と、そして区民を支

え、区民目線に立った、これが一つのキーワード

となると思います。このキーワードに対して、新

年度の区政運営について、区長の御見解をお伺い

します。 

○区長 やはり今一番直面してる物価高騰対策です

けれども、本日報道されてるような世界的な状況

を踏まえ、それが日本にどのように影響してくる

かということで、かなり区民の皆さん方も御心配

だという状況かと思いますので、年度当初、当初

予算には、まだまだ物価高騰対策、大きなもの、

ＰａｙＰａｙ商品券も出ておりませんので、Ｐａ

ｙＰａｙが全てということではありませんけれど

も、そのタイミングを見て、正に区民目線、今何

が求められるかと、求められているのかというこ

とに敏感になりながら、補正で議会の皆様方にも

お諮りして、本当に必要な対策は、特に物価高騰

対策、しっかりと、令和８年度予算として、令和

８年度１年間目配りしていく必要があると考えて

おります。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。何度も

言いますけれども、社会情勢の変化に対応し、そ

して区民目線に立った、ここを強調させていただ

きながら、区民のためにしっかりと財政のかじ取

りを進めていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  そこで、先ほど物価高騰対策ということで、重

点支援地方交付金について、これも昨年末、国の

重点支援地方交付金を財源とする物価高騰対策に

ついては、交付対象や金額等、各自治体に委ねら

れており、当区は現金を希望する区民の声が多数

寄せられていることから、区独自の財源を投入し、

全区民へ現金１万円の支給を決定いたしました。 

  我が党といたしましても、１２月に、物価高騰

への対策を求める要望書を提出し、要望事項が反

映されたことは大変に大きく評価をいたします。 

  他の地域からも、足立区は、１人現金１万円の

給付と非常に話題となっておりますけれども、当

初、報道でやられたのは、おこめ券とか、そのほ

か、クオカードとか、様々な議論の中から、最終

的にこういうふうになったと思うんですけれども、

１万円になったまでの経緯を簡単にお知らせ願い

たいと思います。 

○財政課長 まず、おこめ券をはじめとする各商品

券というか、そういったものも候補に入れつつ検

討を始めたところでございますが、おこめ券に関

しましては、購入金額と額面の金額の差額などが

あるというような課題ですとか、かなり財源投入

したものが直接区民の方々へ届かないというよう

な課題もございましたので、そういったものを踏

まえまして、あと区民の方々からの声などという

ところも踏まえまして、現金給付ということで最

終的に決定させていただいたところでございます。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。本当に

区民全員に１人１万円ということが、もう非常に

区民の皆さんは大変に喜んでおりまして、本当に

すばらしい結果を得たなということでありますけ

れども、給付金を初めて今回コンビニ銀行のＡＴ

Ｍ受け取りサービスを導入すると。申請について

は三つの方法で選べることができ、区民の皆様に
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はできるだけ速やかに給付の手続ができるよう、

分かりやすく周知方法とより丁寧な対応が必要と

思います。 

  後ほど、長井団長からも、この辺詳細に詳しく

聞くと思うんですけれども、１点だけ、一番懸念

するのは、詐欺行為とか、そのようななりすまし

とか、そういうことがなくはないと思いますが、

この辺の対策についてはいかがでしょうか。 

○福祉管理課長 セブン銀行のＡＴＭの受け取りに

必要となります確認番号と４桁でございます。お

客様番号１０桁、いずれもランダムな数字を組み

合わせていますので、それは、適当に入力して一

致するというのはなかなか不可能な設計としてお

ります。 

  また、併せて申請書やあだち広報、区ホームペ

ージの中で、詐欺に対する注意喚起について掲載

しております。今後、消費者センターを通じて、

各地域包括支援センターへ、今回のＡＴＭ受け取

りに便乗して、加害者が特殊詐欺を仕掛ける可能

性がある旨も周知する予定でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。とにかくその辺

一番懸念的な課題だと思いますので、是非迅速に

対応していただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  では、私、歳入の方からちょっと入らせていた

だきます。 

  御承知のとおり、予算規模は過去最高の３，６

９６億円、特別区税は、東京都最低賃金の引上げ、

また、雇用環境の改善、また、納税義務者等の増

加が挙げられております。更に、財政調整基金も

都税収入も好調に推移するなど、堅調な状況であ

ります。 

  それで、この予算のあらましなのですけれども、

７３ページ、記載されておりますけれども、当初

予算額の年度別推移を見ますと、令和２年度から

当初予算を比較すると、この７年間で７１６億円、

２４％の増加となっておりますけれども、この辺

については、財政課長、いかがでしょうか。 

○財政課長 この間、コロナ禍などございまして、

国等の補助金なども非常に大きくなって、予算規

模が増えているといったところもございます。 

  またその後、企業収入、また特別区税なども好

調に歳入が増加ということで、予算規模は大きく

なっているような状況でございます。 

  ただ、区民サービスの内容も多様化してござい

ますし、御要望も多々ございます。先ほどの給付

金なども含めて、適宜対応する必要がございます

ので、歳入に応じた適正な予算規模となっている

とは考えてございます。 

○たがた直昭委員 今回の当初予算３，６９６億円、

１２年連続で過去最高を更新しております。様々

な要因の中で堅調な数字が続いておりますけれど

も、先ほどの話があったとおり、社会情勢の変化

にも対応していかなくてはならないということで

ありますけれども、この右肩上がりはどのぐらい

続くと予想されますか。 

○財政課長 歳入の見込みを立てるに当たりまして、

国の指標ですとか、あと都の見立てなどというも

のを参考にさせていただいてございます。まだ、

企業収入など、あとは納税義務者の増など見込ま

れておりますので、もうしばらくは増要因という

のはあるかと思います。ただ、先ほど少し話題に

なりました固定資産税の国税化ですとか、税制の

改正などというところがございますと、歳入も大

きく減少してまいりますので、そういったところ

は、ちょっと予断を許さない状況ではないかと考

えてございます。 

○たがた直昭委員 その辺はしっかり先々を見据え

ながら、財政運営をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  私からは、次に、足立区各会計予算の白本の説

明書、これを基に確認をさせていただきたいと思

います。 

  まず、３６ページ、３７ページ、これ歳入の予
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算款別表が記載されております。構成割合、構成

比で見ますと、やはり特別区税、特別区交付金、

国庫、都支出金が全体の８０％以上を占めており、

次に地方消費税交付金や繰入金が占めております。

歳入の予算款別表で、構成比は大きく変わらない

かと思うんですけれども、財政課長、この辺はい

かがでしょうか。 

○財政課長 やはり特別区税が大きく金額が伸びて

いるところでありますけれども、ただ、それが構

成比の中ではあまり大きく反映はされてございま

せん。要因として、財政調整交付金などというと

ころも同様に伸びているようなところと、あと、

構成比で言いますと、地方消費税交付金なども、

かなり割合が増えておりますので、その辺に押さ

れているような状況はあろうかと思います。 

○たがた直昭委員 大きなところではそうなのです

けれども、例えば、小さな構成比を見ますと、使

用料とか、財産収入、寄附金、この辺が、構成比

的にはちょっと小さいと思うんですけれども、財

政課の方で自主財源の考え方というのはどういう

ふうに考えておりますか。 

○財政課長 自主財源の確保というのは非常に重要

だと考えてございます。財政調整交付金、約３割

を占めているものに依存しっ放しということにい

きませんので、例えば、特別区税であるとか、今

お話のありました寄附金であるとか、財産収入と

いうところを堅調に努力を重ねて伸ばしていく必

要があるとは考えてございます。 

○たがた直昭委員 以前より、自主財源の確保とい

うことで、課題になっておりますけれども、ちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。 

  この白本の４７ページ、下の方に、１４使用料

及び手数料というのが記載をされております。全

体的には、前年度と比較すると、本年度約４７億

円余でありまして、１億７，０００万円余と増額

をしています。 

  次のページ、４８ページから、詳細がいろいろ

書かれております。中でも、中段の民生使用料、

全体的には１，３００万円余減っていますが、例

えば、住区施設の使用料とか、児童館悠々館の施

設使用料などについて、この辺はいかがでしょう

か。 

○地域調整課長 住区推進課長を兼務しております

ので答弁させていただきます。 

  住区施設使用料ですとか児童館、悠々館の施設

使用料につきましては、令和６年度、１万２，５

７４件、御利用ありまして、今年度につきまして

も、ほぼ横ばい若しくは微減ぐらいになるかなと

いうふうに見込んでおります。 

○たがた直昭委員 住区センター等々、熱中症対策

とか、居場所づくりということでありますので、

この辺は本当に皆さんに利用していただきたいと

思いますし、今後もお願いしたいと思います。 

  次、４９ページの最後、土木使用料の中の道路

占用ですか、これ２６億円余ということで、前回

より１億円、５．６％、増加傾向にありますけれ

ども、この辺についてはいかがでしょうか。 

○道路公園整備室長 区が徴収する道路占用料につ

きましては、東京都の方で３年ごとに固定資産税

の評価替えを行っております。その時期に合わせ

て、占用料の徴収条例も改正させていただいて、

固定資産税評価額の結果を反映させた上で、占用

料の増加をしたというところで、１億４，０００

万円余の増額を見込んでいるとこでございます。 

○たがた直昭委員 ということは、東京都が３年ご

とに行う固定資産税の評価替えの結果ということ

でよろしいですか。 

○道路公園整備室長 たがた委員の御指摘のとおり

でございます。 

○たがた直昭委員 あと、次に、４番の一般区営住

宅ですか、これ１億５，０００万円余ということ

になっておりますけれども、以前から、一般区営

住宅、収入未済額がかなり高い数字ではあります

けれども、現在の滞納状況というのはいかがでし
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ょうか。 

○建築室長 大体１か月ですとか２か月ですとか、

ちょっと払えないというような方がいらっしゃい

ますけれども、督促等に努めまして、現在、大体

９８％ぐらい収納率が行ってるというような状況

でございますので、金額にいたしますと、今年度

末の金額になりますけれども、大体３４０万円ほ

どという形になってございます。 

○たがた直昭委員 収納率９８％、かなり高いなと

思うんですけれども、何度も言いますけれども、

十数年前は、収入未済額が五、六千万円ぐらいあ

りまして、私も建設委員長とかやらせていただい

て、都営住宅は結構すごい厳しいのです。やっぱ

り滞納して、すぐやったらすぐもう勧告が来て、

退去命令が来る。しかしながら、区営住宅という

のは、なかなか、滞納してても、勧告しても、す

ぐ出なくていいという言い方は失礼なのですけれ

ども、何か結構甘いのではないかということで、

何度かすごい言わせていただいて、今は３４０万

円ぐらいということだったんですけれども、当時

課長だった方が真鍋都市建設部長だったんですけ

れども、その辺いかがでしょうか。 

○都市建設部長 私事で恐縮ですが、ちょうどＵＲ

から派遣で戻ってきたその年から★★を拝命しま

して、その当時、３施設合わせて６，０００万円

以上の収入未済がありましたが、その当時、４年

間住宅担当させてもらいまして、４年間でやっと

こさっとこ半分ぐらいになりまして、その間１４

年たって現在に至っているということでございま

すので、やはり、払ってない方に、ちゃんと払っ

ている方のことを考えれば、収入未済というのは

あってはいけませんので、今は適切に取り組んで

いるものと考えております。 

○建築室長 申し訳ございません、先ほど３４０万

円と答弁いたしましたが、昨年度末の金額でござ

いました。申し訳ございません。誤りでしたので

訂正させていただきます。 

○たがた直昭委員 分かりました。当初６，０００

万円ぐらいあったのが、今もう３４０万円ぐらい

になったということで、十数年掛かりましたけれ

ども、かなりの皆様方の努力が、鋭意努力した成

果であると私は思いますので、今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

  次に、その下の自転車駐車場、これが４億９，

０００万円、約５億円となっておりますけれども、

これ、前回と比べると、約３，１００万円余の増

加になっておりますけれども、この要因というの

はいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 区内全体で、６１か所の区の

駐輪場がございます。その中で、有料の駐輪場に

２万８，０００台ほど止められるようになってお

ります。昨年、綾瀬地区で、綾瀬東というところ

が、区の方で改めて管理をするようになりました。

また、今年、これから北綾瀬の地区で５００台、

６００台ほど、新たに駐輪場を設置する予定でご

ざいますので、そうしたところの内容が増になっ

ております。 

○たがた直昭委員 分かりました。３，０００万円、

ですから、結構大きな金額だと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  あと、その下に、教育使用料の中で、幾つか書

かれてる中で、例えば、こども未来創造館、これ

よくテレビでは出ておると思うんですけれども、

これとか、西新井文化ホールについて、現在稼働

率とかその辺はいかがでしょうか。 

○地域文化課長 現在、年間１３０万人ぐらいの方

に御利用いただいておりまして、コロナ禍以降、

年々微増している状況でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。歳入、全然終わ

らなかったんですけれども、本当に入ってくる部

分、非常に大事かと思いますので、やはりこうい

う部分に関しては、きちんと収納していただきな

がら、やはりこれから取り組んでいただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
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残りはまた後日やらせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

○長井まさのり委員 皆さんこんにちは。公明党の

長井でございます。後半２５分間、どうかよろし

くお願いいたします。 

  この当初予算案のタイトルは、『やりたいこと

が叶うまち。まずは「安心」「活力」の土台づく

り』と名付けました。私も表紙を見てましたら、

足立区の形をどなたかがちょっとつまんでいる、

こういう何かデザインになってますけれども、こ

れは何かやりたいことがかなうまちということで、

何か意味があるんでしょうか。 

○財政課長 やりたいことがかなうまちというより

は、足立区全般に関して表現したというところで

ございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。別にそんな大

して意味がないかもしれないですけれども。あり

がとうございます。 

  安心と活力ということについては、これまで令

和５年度のあらましのタイトルに、「明日のあだ

ちへ。安心と活力を」、また令和６年度に、「命

と暮らしを守りぬく。安心と活力のあだち」とあ

るように、これまでも、区として重点的に取り組

んできたかと思います。 

  今回、あえて新年度のタイトルにこの二つの視

点の土台づくりと名付けました。区民に分かりや

すく言うと、この土台づくりというのは、どのよ

うな思いを込めた区政運営のかじ取りなのか、再

度、近藤区長に伺います。 

○区長 行政の役割、本当に幅広いわけですが、突

き詰めていくと、最後は安心と活力というところ

につながってくるんではないかなという整理がま

ずございます。災害に対する安心、命が守られる

安心、健康とかいろいろあると思いますし、その

安心を支えていくための様々な事業を打っていく

ためにも、それを実現するための財源が必要とな

ってきますので、まちづくり、まちの活力も、ま

た、区内経済の活力も重要だと。そこの土台に立

って初めて、私たちがこれから目指していくウェ

ルビーイングというものが実現するんだろうとい

うふうに思いますので、下がぐずぐずしている上

に、幸せ感、幸福感というのはないだろうという

ことですので、この８年間やりたいことがかなう

ウェルビーイングの醸成ということを抱えている

今だからこそ、その土台をまずきちっとしていこ

うということで、今回はタイトルを付けさせてい

ただきました。 

○長井まさのり委員 ありがとうございます。そう

した土台づくりということでございますけれども、

各所管が、やりたいことがかなうまちに向け、こ

れから取り組んでいくことになりますけれども、

そうした施策の実現に向け、今ございましたウェ

ルビーイングを高めるための強固な予算と記載が

あります。このウェルビーイングという言葉の意

味も含めて、７０万区民に分かりやすく説明する

と、足立区基本計画を踏まえて、政策経営部長、

いかがでしょうか。 

○政策経営部長 ウェルビーイング、区民が安心し

て生活できるようなそういった予算をつくるため

には、まずは災害対策ですとか、それから、区内

中小企業の支援を含めた物価高騰対策、こういっ

た、安心と活力の土台をしっかり築いていく予算

というような考え方かと思っております。 

○長井まさのり委員 ありがとうございます。また、

この度の予算規模、一般会計３，６９６億円で、

１２年連続で過去最大の予算編成となっておりま

す。国や都の決定により実施しなければならない

ものや物価高騰、人件費上昇によるものなど、区

の裁量が及びにくい増要因の約２０６億円が影響

しておりますけれども、しかしながら、物価高騰

等により、毎年連続で過去最大を更新しているこ

とに非常に懸念を持ちますけれども、区の認識は

どうか、財政課長に伺います。 
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○財政課長 やはり国や都が進める必要な施策であ

るとか、区民の方々のニーズに対応するために必

要な内容であるということはございます。そのた

めに大きくなっているというところはございます

けれども、一方で、やはり漫然と拡大していくこ

とが非常に問題あるとは考えてございます。やは

り不断の事務事業の見直しなど、各所管課、財政

課と一緒になって、その辺の見直しもしつつ、必

要なところに必要な経費を付けていくといったそ

ういった考えが重要かと考えてございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。締めるところ

はしっかり締めていくという、そうしためり張り

が大変大切であると思いますけれども、義務的経

費が前年度より１０２億円の増、学校ＩＣＴ推進

事業など、その他、一般行政経費で前年度より１

１３億円の増などがあり、また少子高齢社会、更

に切実な区民の皆様の御要望が多様化する中で、

どうしても財源を投入していく場面は不可欠であ

るかと思います。 

  また、その一方で、右肩上がりに財政規模が連

続して増えていくことについては、しっかり締め

るところは締めると、そうした考えも非常に重要

であるかと思います。 

  以前に、区長が財政規律ということを言われた

ことがございました。この度の予算編成に当たっ

て、この財政規律、区長の考えはいかがでござい

ましょうか。 

○区長 多分それは起債をすること、起こすことと、

つまり基金を増やしていくということと借金を減

らしていくということ、つまり、当時はまだ、起

債残高がかなり高かったということでございまし

たので、借金をするよりも返済していくことの額

を増やして、なるべく借金を減らしていくという

ことを考えてきたわけでございます。 

  今、おかげさまで、この数年、歳入の好調をも

って起債をしないで、起債残高もかなり時として

は考えられないぐらい減ってきておりますので、

これからも、いざ災害ということになれば、大規

模な起債も覚悟しなければならない状況が来るか

と思いますが、できる限り余力を持って、財政を

運営していくという意味でも、財政規律というの

は非常に重要な考え方だと思っております。 

○長井まさのり委員 ありがとうございます。責任

ある堅実な財政運営を基本としながら、そうした

財政の規律、持続可能性と両立していくことが非

常に重要になってくるかと思います。 

  また、先ほどありましたけれども、令和２年度

に税制改正があって、たしか財調交付金が前年度

比１３６億円の減額となったときがございました。

都から財源の移譲を図る姿勢は崩しておらず、予

断を許せないような場面もございますけれども、

こうした過去の事例も参考にしながら、しっかり

備えも行っていただきたいと思います。 

  また、我が党たがた幹事長の代表質問で、首都

直下の地震が来たときに、それぞれの自治体がど

の程度の余力を持っていかなければならないとい

うような御指摘、御指導を財政の専門家からいた

だき、会計管理室と区の基金等の運用の仕方につ

いて見直しを掛けていると答弁がございましたけ

れども、この見直しとは、具体的にどうか伺いま

す。 

○財政課長 災害が起こった際に、どの程度の自治

体としての資金調達が必要かというところの視点

で、学識の先生方から御指導をいただいたような

ところかと思います。 

  国、都からの財源投入の期間が少し長引くよう

であれば、自治体として、その間をしのぐ必要が

ございますので、そういった中で、あらましにも

記載させていただいておりますけれども、基金の

利子の運用のところを少し見直しをさせていただ

いて、あまり長期のものにもう少し比重を置くと

いうよりは、若干短期の定期預金などというもの

にも少し比重を寄せて、機動的に運用できるよう

な体制を取らせていただいたというところが、見
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直しの内容かと理解してございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。今、このあら

ましにも記載があるということで、私も拝見しま

した。突発的な事態に備えて、３か月の満期の定

期預金により流動性と収益性を両立させた運用を

行っていくとあります。 

  また、一方で、中長期的には、安全性の高い債

券運用により、安定的かつ高利回りを目指すとと

もに、大災害への備えも十分に固めながら、区民

ニーズを的確につかみ、持続可能で堅実な財政運

営をどうかよろしくお願いいたします。 

  次に、義務的経費で、扶助費の生活保護費給付

では、前年度比プラス２２億円とあり、生活保護

費基準改定の最高裁判決を踏まえた追加給付実施

による増及び受給世帯数や受給者数の減少による

減とありますけれども、物価高騰の中、受給世帯

が増加されているのかなと思っていたんですけれ

ども、この減についての分析はどうか、伺います。 

○足立福祉事務所 受給者の世帯数と受給者数なの

ですけれども、足立区におきましては、令和４年

から減少が続いております。また、受給者数につ

いては、平成２９年から減少が続いている状況で、

厚生労働省の被保護者の調査がございまして、そ

の結果を見ますと、全国的にも、減少傾向にある

というような状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。今後は増加に

転じる可能性もあるので、またしっかり注視をし

ていっていただきたいと思いますけれども。 

  また、過去の違法判決に伴って、追加給付をす

ることになっているかと思います。支給の時期は

どうか、また、物価高騰の中、早期に支給してい

ただきたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○足立福祉事務所長 今の最高裁判決に伴う追加支

給でございますけれども、現在スケジュールにつ

きましては、システムの改修等もございますので、

国の方から提供された算出ツール、これに基づい

て、これからシステム改修を行います。その関係

で、１０月頃になるかなというふうに想定はして

いるのですけれども、できる限り早く、支給がで

きるように努めてまいりたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。１０月頃とい

うことで、できるだけ早く支給に向けてお願いし

たいと思いますけれども、この総額は幾らぐらい

になるのか、また、区の負担についても伺います。 

○足立福祉事務所長 総額につきましては、最大で

今のところ２７億５，０００万円余ということで

考えておりまして、この根拠なのですけれども、

生活保護の今現在の受給中の世帯と、それから、

当時、廃止になった世帯も含まれますので、全体

で３万６，０００世帯ほど、これに国が平均単価

を出してますので、これを掛けると、大体２７億

５，０００万円余ということになります。そのう

ちの４分の３は国の方で負担になりますので、区

の負担としましては約７億円ということで考えて

いるところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。物価高騰とい

うのは、全区民に直撃、影響しておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

  次に、あだち食料品等物価高支援給付金につい

て伺います。 

  先ほど工藤委員、また、たがた委員からも質問

がございましたけれども、我が党から物価高騰対

策として、緊急要望させていただいて、入金の第

１弾で、２月２４日からプッシュ型の支援を開始

いたしました。スピード感のある対応を評価する

ものでございますけれども、専用コールセンター、

先ほど回答がございましたけれども、申請相談支

援窓口の状況についてはいかがでしょうか。また、

このコールセンター等窓口については、しっかり

区民に周知していただきたいと思いますが、併せ

て伺います。 

○福祉管理課長 申請相談支援窓口でございますが、

２月の１か月間で１日平均５０件ほどの利用がご
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ざいまして、主な問合せは、給付金の概要とか、

第１弾の口座振込の方の口座変更の手続などのお

客様が多かったという状況でございます。 

  こちらの窓口等につきましては、庁舎の１階に

大きな看板を今度立てまして、目立つようにした

ところと、あと区のホームページ等でも、そうい

う窓口とかコールセンターがあるというのは随時

周知してまいります。 

○長井まさのり委員 この申請書をつい最近、また

発送されたと伺って、机上にも配布されて、拝見

させていただきましたけれども、確認ですけれど

も、例えば、足立区に住民登録がないＤＶ避難者

等についての対応についてはいかがなりますでし

ょうか。 

○福祉管理課長 まずその発送でございますが、本

日郵便局に持ち込みますので、明日以降、３月９

日頃までに配送される予定でございます。 

  ＤＶの対応でございますが、当該申出者からＤ

Ｖ避難者と確認できる書面の提出をまず依頼いた

します。書面の提出ができない方につきましては、

庁内の関係部署と連携しまして、ＤＶ避難である

ことが確認できた場合は、給付対象とするなど柔

軟に対応してまいります。また庁外の関係機関に

も、本給付金に関しての情報提供を行うなど、対

象者へ情報が届くように努めております。 

○長井まさのり委員 分かりました。庁内外としっ

かり連携して、情報が行き届くように、丁寧にお

願いしたいと思います。 

  また、多言語対応で、この申請書を見ていくと、

英語表記しかないんですけれども、給付金を受給

できる外国人の方は、区内に何人ぐらいいて、ま

た、何か国の方がいらっしゃるのか。また、コー

ルセンターで全て対応可能なのか伺います。 

○福祉管理課長 今ちょっと人数については、すみ

ません、現在資料がなくて把握していないんです

が、多言語対応につきましては、コールセンター

と申請支援相談窓口の方で、現在３か国、英語、

中国語、韓国語については、対応できるようにや

っております。 

○長井まさのり委員 区内にいらっしゃる方で、今、

足立区内、何か国の方がいらっしゃるんでしょう

か。いや、これ、今、英語、中国語、韓国語、こ

の３か国ということでございましたけれども、コ

ールセンターでこの３か国、ほかの国の方から問

合せがあったとき、対応はできますか。 

○福祉管理課長 現在、その３か国語で対応するよ

うにしておりますが、その通訳の業者と３者間で、

通訳を交えて通話するということですので、場合

によっては、それ以外の言語についても対応でき

る可能性はあるということですので、ちょっと業

者の方で確認して、できるだけ多くの言語に対応

できるようにやってまいりたいと考えてます。 

○長井まさのり委員 外国の方、かなりの国の方が

この足立区内で暮らしていらっしゃるかと思いま

すので、その点についても、これから部内でしっ

かり検討していただいて、対応できるようにお願

いしたいと思います。例えば、こういうところに

ＱＲコードか何か付けて、これを読み込んでいけ

ば、いろいろなほかの国の方へのまた説明であっ

たりとか、そうしたこともできれば丁寧なのかな

と思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

  口座振込の場合も、大体申請から３週間から４

週間程度と伺っていますけれども、今後も詐欺対

策も含めて、様々な問題とか、また課題が出てく

るかと思います。物価高騰の影響は、全区民に及

んでいますので、できるだけ速やかに間違いなく

お届けできるようにお願いしたいと思います。 

  最後、部長いかがでしょうか。 

○福祉部長 区民の方々の御期待が大きい給付金か

と思います。今、長井委員おっしゃられたとおり、

細かい問題は、恐らくこれからもたくさん出てく

ると思います。特に第２弾の方は新しい取組でも

あるので、問合せも多くなると思いますが、丁寧

に対応して、少しでも早く皆さんにお金を受け取
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っていただけるように取り組んでまいります。 

○長井まさのり委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

  次に、話が変わりますけれども、高齢者見守り

サービス助成について伺います。 

  昨年の第４回定例会、我が党の代表質問で、高

齢者見守りサービス助成の要件で、病気等により

常時注意が必要な方を外し、広く使える制度に改

めるべきと要望したところ、区は、今年１月から

運用が開始される標準化システムの安定運用が確

認された後、実現に向け進めていく、答弁がござ

いました。これは、いつ頃開始されるのか、また、

この際、広く高齢者の安全・安心を確保するため

にも、緊急通報システムについても、この要件は

外していくべきと考えますが、併せて伺います。 

○高齢者施策推進室長 今、長井委員からお話があ

りましたように、高齢者見守りサービス助成につ

きましては、令和９年度を目指して今検討してま

いりましたが、緊急通報システム、こちらが慢性

疾患の方を助成の要件としてきたところなのです

けれども、他区では、高齢者のみの世帯ですとか

も対象にしているというような事例が分かりまし

た。東京都の方にその要綱の解釈につきまして、

何度か問合せをしましたところ、この度、要綱の

解釈、緩和してというようなことで少しお話がご

ざいましたので、これまで高齢者の見守りサービ

ス助成の方で緩和ということで御答弁してまいり

ましたけれども、緊急通報システムの方を慢性疾

患だけではなく、ほかの高齢者も使えるような形

で検討を進めていきたいと思います。 

  ただ、その要件につきましては、６５歳以上の

高齢者にするのか、それとも単身の高齢者にする

のか、そういった範囲につきましては、ちょっと

今後検討をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。十分に検討を

重ねていただきながら、高齢者が住み慣れた地域

で、安心して暮らしていけるように、しっかり検

討をよろしくお願いいたします。是非よろしくお

願いいたします。 

  続きまして、もうちょっと時間があれなのです

けれども、まずちょっと選挙のことで１点だけ、

選挙の立会人についてお伺います。 

  立会人を長く務めてくださっている高齢者の方

から御相談がありました。拘束される時間が長く、

当日投票では、前半、後半で分かれているものの、

中には、午前７時から午後８時まで、１日通しで

従事している場合もあります。高齢なので新しい

方に交代したくても代わりがないので困っている

ということでございました。また、一方で、中に

は、使命感、責任感を持って積極的に取り組んで

いる方もいらっしゃいます。そうした中で、立会

人さんのそうした声もしっかりつかんでいただき

たいと思います。 

  また、立会人に関して、特に報酬について、例

えば、期日前投票で、前半若しくは後半に従事し

た場合のこの６時間の報酬額は幾らになりますで

しょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 期日前投票における報

酬額ですけれども、半日ですと、６，５００円と

いうことで、６時間で６，５００円程度というこ

とになっております。 

○長井まさのり委員 １８歳からの投票立会人を務

めた若者から、６時間やってアルバイト代よりも

安いという、そうした声がございました。今後は、

最低賃金法に合わせて報酬を増額すべきと思いま

す。他区と比べても、当区は低い状況がございま

すけれども、いかがでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 次回の選挙に向けて、

適正な値段設定にしていきたいと、報酬額にして

いきたいと思っております。 

○長井まさのり委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

  また、このアピアランスケアについてちょっと
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伺わせていただきます。 

  昨年の予算特別委員会で拡充を要望しまして、

令和８年度予算に計上され、評価するものでござ

います。 

  早速昨年の１０月から補正予算でスタートし、

こうした案内チラシも作成していただきました。 

  昨年の１０月からまだ数か月でありますけれど

も、申請状況はいかがでしょうか。 

○衛生管理課長 制度拡充の１０月以降の申請件数

なのですけれども、前年度のほぼ倍というところ

の件数をいただいているところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。これまで、上

限３万円の助成で、既にもう２回申請した方につ

いても、今回の拡充の申請対象としてほしいと、

そういうお声がありまして、要望もいたしました

けれども、この点についてはいかがでしょうか。 

○衛生管理課長 既に２回の助成を受けている方に

つきましても、制度拡充に伴う追加分の１回とい

うことで、もう１回の申請を受け付けているとこ

ろでございます。 

○長井まさのり委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

  また、これまでの周知先についても伺います。 

○衛生管理課長 現在実施している周知先なのです

けれども、区内のがん検診実施医療機関、また、

各保健センター、そこにチラシを配布するほか、

区ホームページ、足立区がんポータルサイトでの

案内となっております。 

○長井まさのり委員 分かりました。また、この医

療機関をはじめ、ピンクリボンあだちといったイ

ベント会場や学校、また、地域包括支援センター

など、支援を必要とする方に確実に情報が届くよ

うにお願いしますけれども、いかがでしょうか。 

○衛生管理課長 今、長井委員からも御指摘あった

とおり、今後周知につきましては、例えば、皮膚

科、形成外科クリニック、また薬局、美容室、理

容室等、その当事者の方に届くようなところを拡

充してまいりたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。学校において

は、全身脱毛症の学生から、我が党にも相談が寄

せられました。１５歳以下で発症した場合には、

特に回復率が低い傾向にあるとの専門的な見解も

ございます。校長会等で丁寧に周知をお願いいた

しますけれども、再度いかがでしょうか。 

○衛生管理課長 教育委員会にも御相談させていた

だいて、必要な方に情報が届くよう努めてまいり

たいと考えております 

○長井まさのり委員 分かりました。また、我が党

に相談を寄せられた方々から感謝の声もいただい

ております。いつでもどこにいても安心して生活

し、尊厳を持って自分らしく生きることができる

がんとの共生社会の推進、実現に向け、区民に周

知が行き届くようにお願いをいたします。最後、

いかがでしょうか。 

○衛生管理課長 正におっしゃるとおりですので、

しっかりと努めさせていただきたいと思います。 

○長井まさのり委員 以上で終了します。ありがと

うございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から質疑があ

ります。 

○ぬかが和子委員 私からも、冒頭、東京女子医大

の関係者から区長等への接待、会食、金品授受に

関してのこの報告について、一言申し上げさせて

いただきます。 

  私たちも、議連を発足して誘致に取り組んでき

た、私もその一員です。そして、その誘致に当た

って、税の投入にふさわしい公益性とか内容とい

うことを私は繰り返しこの役員会等でも、発言を

してまいりました。今回の報告書を読んだときに、

社会的うんぬんということよりも、その時期に、

１３回会食を行ってきた、フェラガモのスカーフ

とか、森伊蔵の焼酎というのが出ていることに、

私自身は本当に衝撃を受けたんです。先ほどの答

弁の中で、今となってみれば、区長も、自分の認
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識が甘かったというお話がありましたけれども、

やはり、私たちも、チェック機能を果たす議会の

一員として、今後、状況を見ながら、質疑をさせ

ていただこうと思っております。 

  今日は、財政全体のことやちょっと準備してき

たほかのことをこれから質疑させていただきます。 

  まず最初に、新年度の一般会計予算案は３，６

９６億円で、１２年連続過去最大を更新して、そ

して、その中で道路など開発関連に関する投資的

経費は、構成比が１２．１％から１１．６％に、

昨年比で減少していますけれども、総額は増えて

いるのではないかと思うんですが、また、今年度

の傾向を見ますと、入札不調か何かで、ただ工事

ができなくなるという可能性もあるものもあるの

ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

○財政課長 ぬかが委員御指摘のとおり、前年比８

億円増ということで総額が増えてございます。 

  また、ここ数年、やはり入札不調というところ

もありますので、そういった傾向もある可能性は

高いかと思います。 

○ぬかが和子委員 その他一般経費は、福祉事業な

どに活用される民生費よりも、もう多くなって何

年かたっているわけですけれども、事前にこれは

どういう意味を持ってるんですかということを聞

いたところ、小・中学校のタブレットとかプラス

チックの全区改修とか、入学準備金のこととかが

増要因にはなっているというお話だったんだけれ

ども、そういうものが仮にないとしても、このそ

の他一般経費というところは、委託費、いわゆる

区の職員や会計年度だったら人件費なわけだけれ

ども、そうではなくて、委託した場合には、全部

委託費ということでここに入るということで考え

ると、減るというよりは、これからも増えていく

可能性があるのではないかと思うんですが、どう

でしょうか。 

○財政課長 ぬかが委員御指摘のとおりかと考えて

ございます。 

○ぬかが和子委員 それから、歳入で、区民税収、

先ほども６００億円初めて超えたという話があっ

て、その要因のことを言われていましたけれども、

同時に、やはり主たる要因として、賃上げとか最

低賃金の引上げ、こういったことがあるのではな

いかと思うんですが、どうでしょうか。 

○課税課長 ぬかが委員のおっしゃるとおりです。 

○ぬかが和子委員 正に区民の所得が増えれば、税

収が増えていくということでもあると思います。 

  それから、この大企業のもうけの反映で、都税

収入が上がったことにより、調整３税が上がった

ことによって、都から配分される財政調整交付金

も増え続けているという状況だと思います。 

  次に、歳出についてなのですけれども、今年度

実施した区民向け物価高騰対策、これは、今後、

これがないことについては先ほども言及がありま

した。同時に、介護、障がい、保育施設への支援

策もないのですけれども、これはどうするんでし

ょうか。 

○財政課長 ここまで、過去、社会情勢の状況など

に応じて必要な時期に対応しているというところ

と、あと事業者の方々からのお声なども丁寧に伺

いながら、必要な時期に必要な対策を取らせてい

ただきたいと考えてございます。 

○ぬかが和子委員 毎年毎年、当初で組んでいない

で、でも物価は上がってるわけですよ。下がって

ない。上がり続けていて、去年よりも上がってい

る中で、特にこの福祉施設というのは、入るお金

が決まってるわけですよ。何かもうけで何かが、

上乗せがあるわけではないわけです。公定価格に

なってる。そういう中で、ここ、毎年上がってい

るのに、なぜ年度当初で組まないのかという思い

があるんですよ。ちなみに、事業所からも、いつ

も大体最近は補正で組んでいる中で、区の支援は

本当にありがたいということは言っているんだけ

れども、あらかじめ組み込まれていないために、

年次計画を立てづらいと、最初から計画的に支援
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してくれたらもっとありがたいのにというふうに

言われてるんですが、どうでしょうか。 

○福祉部長 そのような御指摘、伺ってはおります。

ただ、私どもも、その補助の制度、スキームを考

えるときに、従前の補助の仕組みについては、直

近の消費者物価指数等を見せていただいて、そこ

に妥当な金額を算定してきているということです

とか、あと東京都の補助の動向も見極めてやって

いるところがございますので、なので、従前、補

正予算で組ませていただいてるというような状況

でございます。 

○ぬかが和子委員 そこが、事業者本位ではないん

ですよ。結局、都の補助だってなんだって、まず

区の姿勢でしょう。当初予算というのは、区がこ

ういうふうにお金を使いますという姿勢なわけで

すから、やっぱりそこで姿勢を見せて、事業所が

計画を持てるようにしていただきたいというふう

に思ってます。 

  次に、基金についてお伺いします。 

  ２６４億円取り崩すということで、新年度予算

の方にありますけれども、実際には、去年から今

年にかけても、当初から比較するとほとんど取り

崩さないで済んだという結果もあるわけですけれ

ども、令和７年度末の基金残高の見込み、最終補

正段階でお幾らでしょうか。 

○財政課長 令和７年度末現在高の見込みが１，８

０４億円となってございます。 

○ぬかが和子委員 １，８０４億円と。ちなみに、

１年前の審議したときに、このときは１，８５６

億円と基金残高が過去最高になった、そういう令

和５年度でさえも、予算審議、ちょうどだから１

年前にしたときの見込みは１，８０３億円だった

んですよ。当初取り崩す額も、やはり２００億円

以上取り崩すと言ってたけれども、実際には１，

８５６億円が決算確定時にあったと。そうすると、

この１，８０４億円というのは、それを上回る、

そういうものだと思うんですが、つまり、決算剰

余金が加われば、基金残高が過去最高を更新する

可能性もあると思うんですが、答弁をお願いしま

す。 

○財政課長 可能性ではありますけれども、そうい

った予想も立てられるかと思います。 

○ぬかが和子委員 基金残高は、これ、半年前の決

算の審査のときに、速報値で、全国比較したとき

に、全国で１，７４７自治体の中で、５番目に多

いという話は言われていたんですけれども、よく

言われるのは、だけれども、何にでも使える財政

調整基金は残高が少ないんだという議論があった

わけですけれども、これは全国の中ではどういう

水準でしょうか。 

○財政課長 財政調整基金に関しましては、全国第

８位となっております。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、基金総額よりは

順位は低いけれども、それにしても、１，７４７

の中のトップテンに入っている基金残高を持って

いるということでもあると考えますと、やはり区

民のための施策の余力というのは、十分にあった

のではないかというふうに思います。 

  次に、施設更新の在り方について質問したいと

思います。 

  私たちも、いろいろ施設更新調査なんかもする

中で、やっぱりこれからということを考えたとき

に、学校が地域の拠点であって、みんなが知って

いる場所で、この学校施設を拠点としていく、施

設の老朽化、更新化の更新の課題は、学校だけで

なく、どんな地域にもどんな施設にもあるわけで、

そういう中で、更新の計画、方針を持つときに、

この学校を拠点として生かしながら、場合によっ

ては複合化も含めて、各地域にコミュニティーの

拠点をつくると、こういう在り方が必要なのでは

ないかと思いますが、どうでしょうか。 

○資産活用部長 公共施設マネジメントを展開して

いく上では、非常に重要な視点だと考えておりま

す。 
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○ぬかが和子委員 そうですよね。とにかく学校と

いうのは、みんなが知ってる場所と。そういう中

で、それこそ、それぞれの地域でやりたいことが

かなうまちということを考えたときに、その学校

にいろいろな人が集えるようなそういう構想を持

ってやっていくことが大事だろうというふうに思

っています。 

  その一方で、学校統廃合で学校を潰すというの

は、地域のコミュニティーを壊すし、やりたいこ

とがかなうまちどころか、やりたいことを潰すま

ちになっちゃうのではないかと。教育委員会が先

走って、次から次へと学校を潰していくような姿

勢というのは、是非改めていただきたいと思いま

す。 

  それから、全国で大型開発など民間プロジェク

トの中止、見直し、遅延が相次いでいるというこ

とを指摘して、本会議の代表質問で質問させてい

ただきました。それも資産活用部長、答弁してい

ただいたんですけれども、私、質問に当たってい

ろいろ調べていったのです。御存じの方も多いと

思うんですけれども、中野サンプラザの跡地再開

発は、工事費の高騰で白紙化、基本協定解除、計

画見直し、名鉄名古屋駅の再開発は、ゼネコン３

社が辞退、事業費が倍増したため事実上の白紙に

戻ったと。新宿駅南口地区再開発は、施工業者が

決まらず未定に変更、北街区も影響と。モリシア

津田沼再開発、これは約２，０００億円超へのコ

スト膨張で計画中断、渋谷スクランブルスクエア

の第２期、この工事は、完成が延期をした。ＪＲ

博多駅周辺再開発、これは、建設費が想定の約２

倍に膨らんで、新施設の建設を中止と。この主な

背景というのは、資材や人件費の高騰、建設バブ

ルによるコスト倍増で、当初の投資シミュレーシ

ョンが成立不可能になっていると。こういう全国

の流れがあるわけですよね。これらの事態は、事

業主や、世の中的に見ると、合理的な撤退だと言

われてるんですよ。でもその一方で、地方自治体

のまちづくり政策に大きな影響を与えていると。 

  そういう背景があるので、私は本会議の質問で、

この時期に民間デベロッパーを当てにして、大型

再開発や公共施設建設を進めるということが、重

大な失敗や区民への損害を招きかねないと、区民

が望む真に必要な公共施設を区が中心となって建

設する方向にかじを切るべきではないかという代

表質問をやったのです。そのときに、再発防止の

でき得る限りの対策を講じるということを区の方

が答弁しました。そのでき得る限りの対策って何

なのですかということをその後に聞いたらば、六

町駅の駅前施設を想定していて、白紙になったわ

けですから、撤退防止策では、違約金を設定する、

保証金の一部を★★金として、違約金と同額を基

本協定のときに徴収するんだと。事業の実現性を

高めるという点では、事業期間が短いなどの要望

に応えることや六町では駐車場の負担が重いなど、

公募条件を区だけで決めるのではなく、事業者な

どからも、ヒアリングを行って、公募条件を整え

ると、こういうことだと思うんですが、どうでし

ょうか。 

○資産管理課長 ぬかが委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、結局、撤退防止

策では、資金力がない事業者は逡巡しますし、可

能性のある事業者が限られてくる。それから、事

業の実現性では、事業者に来てもらうためには、

区や区民のニーズよりも、事業者の意向が優先さ

れる可能性が高まってしまうのではないかと思う

んです。 

  また、答弁では、民間活力の投入には、多くの

利点があるんだということを言っていて、公募条

件は、区が求める施設の仕様や性能、配置等に関

する詳細な条件を定めるため、民間事業者に公共

事業を丸投げするわけではないということを答弁

されてるんですけれども、これは旧綾瀬こども家

庭支援センターをイメージした答弁ということで
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しょうか。 

○資産管理課長 ぬかが委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 先ほどの公募条件を区だけで決

めるのではなくというのとは矛盾してるんではな

いかと。詳細な条件を定めるから大丈夫ですと、

一方では、公募条件を区だけで決めるのではなく

て、事業所の意向を反映するんだと。これ、明ら

かに言ってることが矛盾してるんですよ。本会議

では、私はこのエリアデザインの問題では、第１

号で旧こども家庭支援センター跡利用に進んでい

たはずが、民間の提案任せで、地域の住民のニー

ズとはかけ離れた計画だった。そのために頓挫し

て、地域を待たせて、やっと動き出したと思った

ら、またＰＦＩ方式で、区民事務所や保健センタ

ーまで民間にプランニングしてもらおうというた

めに、計画の進行が民間の提案待ちになっている

んではないかということを指摘したんですけれど

も、この点についてはどうでしょうか。 

○資産管理課長 民間事業者の意見も聞きますし、

当然、地元の方々の意見も聞きますので、そこの

バランスを取って、区としては活用方針を決めて

いくという、そのように考えてるところです。 

○ぬかが和子委員 そうではないのよね。私が言っ

てるのは、ずっと待たせてきて、それでまた民間

の提案を受けて、プロポーザルなりやって初めて

計画をまた決めると。また地域を待たせるではな

いですかと。やっぱりそういう在り方というのは、

是非改めていただきたいと思います。 

  次に、最後の質問になるかと思うんですけれど

も、区は昨年、待機児解消アクションプランを廃

止しました。しかし、昨年の第一次不承諾は久し

ぶりに１，０００名を超えました。第一次不承諾

は、保育を受ける条件に適合しているのに、第５

希望まで書いて申請して、全部駄目だった方です

けれども、それが１，０００人を超えたわけです

よね。私、忘れられないのは、昨年、現役の公立

学校の先生が、育休明けで４月からの勤務ももう

決まっていたのに、第一次不承諾、全部どこも入

れなかった。保育園が増えて入りやすくなったと

聞いたから足立区に転居してきたのに、パートナ

ーに仕事を辞めてもらうしかないと落胆した言葉

が今でも忘れられないんですよ。それが、ついに

今年は１，２００人を超えました。昨年よりも２

００人も増えた。待機児ゼロと聞いてたのに何で

入れないんですか、こういう声も寄せられていま

した。それでも待機児解消アクションプランは再

開しないんでしょうか。 

○保育・入園課長 これまでの御答弁でもさせてい

ただいておりますが、新しい保育所を造るぐらい

の待機児が出るという状況が生まれるまでは、待

機児アクションプランの再開は考えてございませ

ん。 

○ぬかが和子委員 それで答弁になってないんです

よね。待機児解消アクションプランは、見せかけ

の待機児だけを解消すればいいと思ってるわけで

はないでしょう。実際に保育園に入りやすい、第

一次不承諾で１，２００人も落ちたら、区で「足

立区は子育てしやすいワケ」と広報で特集してま

すけれども、１，２００人の人たちは、どう考え

たって、子育てしやすいなんて、とても言えない

と思ってると思いますよ。やっぱりだから、第一

次不承諾をなくす、そういうことも含めての計画

アクションプランというのは、しっかりと持つべ

きだと思うんですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 第一次不承諾につきましては、

確かに一番最初に保護者の方が、保育園を希望し

てくださり、それが一番最初にマッチングができ

れば、私どもも一番それが理想なのですけれども、

どうしてもその一次調整で第一次不承諾の人数が

出ます。その後、私どもの方で、第二次調整、第

三次調整をさせていただきまして入園に結びつけ

ているということもやっておりますので、アクシ

ョンプランについては、繰り返しで恐縮ですが、
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今現在は再開する考えはございません。 

○ぬかが和子委員 マッチングだけの問題ではない

わけですよ。もう申し込む人が増えてるわけです

よ。それに応えられるような整備をしなければい

けない。例えば、保育園の改築する、そのときに

も、クラスを増やすとか、いろいろな策があって、

それをきちんと計画的にやっていっていただきた

いと思います。 

  最後、あした、若干質疑する予告をさせていた

だきますが、一昨年の都議会議員選挙、参議院選

挙のときに、西新井の団地自治会長から投票所が

遠くなったと物すごい怒りの声が寄せられていま

した。期日前投票所も、区民事務所からなくなっ

てしまったと。これ、直ちに戻すか、その会長は、

もうバスを出せというぐらいの意見を言っていた

んですが、これはどう対応されたでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 今回の衆議院選挙にお

いては対応ができておりません。 

○ぬかが和子委員 是非、今後の対応をしっかりや

っていただきたいと申し上げて、少し時間ありま

すけれども終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。再開は午後１時といたしま

す。 

午前１１時５５分休憩 

午後 １時００分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  是々非々の会から質疑があります。 

○へんみ圭二委員 お伺いをしてまいります。 

  令和８年度の当初予算案の一般会計が３，６９

６億円ということで、午前中にもいろいろと質疑

ありましたが、貯金に当たる財政調整基金のこと

についてお伺いをしていきたいと思いますが、財

政調整基金の見込みとして３６６億円となってい

ます。これは、午前中に、全国で８位というお話

がありましたけれども、それを聞いていて、それ

だけ規模の大きな自治体のこうした予算に関わら

せていただいているんだということで、改めて緊

張感を感じましたけれども、これ、一般会計３，

６９６億円を財政調整基金の３６６億円で割ると、

９．９％となります。この９．９％という水準は、

区として適正であるというふうに認識されていま

すか。 

○財政課長 やはり、今、へんみ委員からも御発言

ありましたとおり、大都市に当たる２３区という

ものは、財政規模も大きくなりますので、当然財

政調整基金というものも金額が大きくなってござ

います。先ほど、少し申し上げましたけれども、

年度末の目標値として、年度末というか、財政調

整基金の残高の目標としては、標準財政規模、１，

９００億円ぐらいですけれども、その２割程度と

いうところが、ほかの自治体を見ても、目標とし

ているところでありますので、大体妥当であると

考えてございます。 

○へんみ圭二委員 財政調整基金の残高は、一般会

計比、先ほど９．９％と申し上げましたが、これ

は２３区の状況からして、どのような位置になる

のか。上位なのか、中位なのか、下位なのか、ど

のような認識でしょうか。 

○財政課長 ２３区の中では第４位ということで今

認識してございますので、財政調整基金について

も、２３区の中で上位に入っているかと理解して

ございます。 

○へんみ圭二委員 一般会計比についても上位であ

るという認識ですか。 

○財政課長 失礼しました。割合については、少し

計算してみないと分かりませんので、後ほどお答

えさせていただくところでございます。 

○へんみ圭二委員 そこはやっぱり、足立区のこの

財政状況というのが、他区から見てもどうなのか

というので、非常に重要な指針だと思いますから、

そのあたりはしっかりと計算をした上で、臨んで

いただきたかったなという思いもいたします。 
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  足立区の特別区税の構成比が１５．４％という

ことで、２３区の平均２４．９％の６割水準とい

うことが予算にも示されています。これは、税収

が低く、交付金依存度も高いという構造の足立区

であって、更に、この基金比率も、基金としても、

この９．９％いうのは、恐らく２３区の中でもそ

んなに高くないという状況もありますから、財政

リスクをどのように財政課長としてはお考えにな

ってますか。 

○財政課長 歳入の３割を財政調整交付金で賄わせ

ていただいておりますので、やはり法人の税収で

すとか、そういった景気に左右されやすいという

ところは持ってございますので、そのリスクも十

分に念頭に置きつつ、予算編成、中長期的な視点

で編成をしていく必要があると認識してございま

す。 

○へんみ圭二委員 中期財政計画で、先ほども、標

準財政規模の２割と定めているというお話でした

から、令和６年度決算の健全化判断比率を見ます

と、標準財政規模が１，９３４億円と記載されて

いますから、これ、２０％で計算すると３８７億

円となります。この３８７億円が３６６億円と比

べると、２１億円不足をしているということにも

見えるのですが、このあたりについては、区とし

て設定した目標を達成できていないということに

なりますけれども、区の認識はいかがですか。 

○財政課長 今、へんみ委員御指摘のとおり、目安

とするものが約２割ということで、３８７億円と

いうことでございます。今の現在高、見込みで言

いますと、少し不足しているような状況ございま

すけれども、年度が進むに当たって、少し増減と

いうところも出てきますので、その時々の状況に

応じまして、この２割程度というところは常に意

識しながら、財政運営を進めていきたいと考えて

ございます。 

○へんみ圭二委員 となると、年度末になった段階

で、この２割程度というのはクリアできるという

認識でよろしいですか。 

○財政課長 過去の年度末の現在高等確認していく

中では、大体この目標をクリアしてございますの

で、そこは常に意識しながら進めていきたいと考

えてございます。 

○へんみ圭二委員 今回、全区民に１万円を給付す

るということで、自主財源４５億円を支出すると

いうことになりました。財政調整基金の中でも、

１０割を超える支出となりますけれども、これは

１０割を超える支出を一発で使ったということに

ついて、この４５億円の支出による効果をどのよ

うに測定するのかということをお聞きしたいと思

います。 

○財政課長 物価高に対しての対応ということです

ので、なかなかその効果検証というところの必要

性は認識はしてございますが、どういった手法で

取れるかというところは、今のところまだ検討し

ているような状況でございます。ただ、究極的に

は、区民の方々の満足度というところが、成果と

しては指標として持っておりますので、そういっ

たところに一定程度反映されるのではないかと考

えてございます。 

○へんみ圭二委員 そうすると、効果がどの程度あ

ったのかという指標はないけれどもということな

ので、何をもってこの４５億円の支出が成功であ

ったと考えればよろしいでしょうか。 

○財政課長 午前中の御質問もいただいた給付金の

支給が、これから正に今行われているというとこ

ろでございますので、そういった事業を進める中

で、区民の方々からの評価ですとか、また逆の意

見などというところでいただけるかと思いますの

で、その進捗を見ながら、またその効果の測定の

必要性というものをどこに視点を当てていくのか

というところは、福祉部とも併せて検討していき

たいと考えてございます。 

○区長 効果検証、非常に重要だと思います。現金

で給付したということですから、まず議会からも
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御要望いただいて、現金の効果として、区内の経

済を、区内でどれだけ消費されるかと、なるべく

区内で使ってもらうように誘導すべきだというお

話もございました。どのタイミングでというのは、

これから相談する余地はあると思いますけれども、

一定のタイミングで、幾つか、例えば、５００人

ですとか、１，０００人とか抽出をして、どのく

らい、何の用途に使って、どういう感想を持たれ

たのかというようなことは、抽出しながら、これ

からのこうした対策に対しての検討素案にしなけ

ればいけませんし、今回４５億円の一つの評価の

指標になってくるかと考えます。 

○へんみ圭二委員 その経済波及効果はどの程度で

あったのかなどを調査をすべきではないですかと

いうことを考えていたんですが、今お答えいただ

きましたので、そのあたりについて、調査をして、

しっかりと議会にも示していただいた上で、今後

の区政運営にも生かしてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  午前中もいろいろと質疑がありました東京女子

医大について伺ってまいります。 

  東京女子医大というのは、足立区から巨額の補

助金を受けている利害関係者です。その関係者か

ら、区長がフェラガモのスカーフを受領し、区長、

副区長がようかんや焼酎、高級焼酎の森伊蔵を複

数回受領したということで、調査報告書の提出を

されました。 

  この公益監察員の調査についてですが、まず、

会食の店の名前、それから、個室なのかという部

屋、それから、支払総額などについて、公益監察

員の調査では、そういった裏付けというのは捉え

ているんでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 公益監察員に確

認しましたところ、今、御説明申し上げましたけ

れども、いわゆる会費制による会食については、

参加者が割り勘で支払ったと、総じてそういった

回答だったということなので、そういった認定を

したということでございます。 

  具体的な相手方の出席者、そういったものにつ

いては、特定の者以外は認定していないというこ

とでございます。 

○へんみ圭二委員 客観的にこの資料を精査したと

いうのは、この調査ではあったんですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 所管から提出さ

れた資料を公益監察員の方に提供いたしまして、

公益監察員がそういったものを参考に関係者にヒ

アリングをして、事実認定を行ったということで

ございます。 

○へんみ圭二委員 どのような資料を基に調査がな

されたのかというのが、こちら側には全く見えて

きませんので、どのような資料が調査として使わ

れたのかということは、公開をしていただきたい

と思いますが、いかがですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 調査をしたのが、

公益監察員でありますので、公益監察員の意見も

聞いた上で、御報告したいと思います。 

○へんみ圭二委員 次に、ホテルニューオータニの

会食がフランス料理ではなく、千羽鶴という和食

の会食であったということで、冒頭で区長から訂

正と謝罪をいただきました。このときに、区長は

１万円の会費を支払ったと総務委員会でも答弁さ

れているんですが、このときの実際の飲食の実費

は幾らだったのかということは、区は把握されて

いますか。 

○区長 把握しておりません。先方に、今日は実費

として幾ら払ったんですかということは聞いてお

りません。 

○へんみ圭二委員 千羽鶴、ホームページで見ます

と、最低でも２万円はメニューで掛かる、そこに

更に飲物代も掛かりますし、個室代も掛かります

し、サービス料も掛かってくるということを考え

ると、仮に実費が３万円であって、１万円しか支

払っていないという場合、この差額の２万円は、

理事長側が負担したということでよろしいですか。 
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○区長 １１年前の話ですので、今幾ら掛かってる

かということで横引きできるかどうか分かりませ

んけれども、基本的に私は１万円の会費でと言わ

れて、会費１万円持っていっておりまして、それ

以上払っておりませんので、もし仮に足が出れば、

理事長側というか、東京女子医大側ですね、当時

理事長はまだ岩本理事長ではございませんでした

けれども、東京女子医大側が支払う以外に、私、

払っておりませんので、そういう結論になるかと

思います。 

○へんみ圭二委員 それは利益供与ということには

ならないでしょうか。 

○総務部長 コンプライアンス担当を兼務しており

ますので、私の方からお答え申し上げます。 

  今回の調査報告書で総括して述べられているよ

うに、そうしたことはないというふうに考えてお

ります。 

○へんみ圭二委員 会食時の総額を把握していない

上で、１万円を正当な対価ということで評価をさ

れていますけれども、その判断の根拠というのは

何ですか。 

○総務部長 今回の第三者による調査というところ

では、私どもは、基礎資料をお出しして、また、

ヒアリング、それぞれのアンケート、ヒアリング

を経て、総括的な結論が出ていると思いますので、

私どもが、これが決め手でというようなところは

持っておりませんけれども、全面的に、公益監察

員の報告書をお受けするという考えでございます。 

○へんみ圭二委員 総務委員会で、１万円の会費で

不足しているのではないかと区長にお聞きしたと

きに、区長は、ビューホテルでの会食でも丸々の

金額を請求されるわけではないので、例えば、消

費税分などを支払うことでカバーできたかなとい

う区長からの答弁もありました。これはどういう

ことなのか、改めて御説明いただきたいと思いま

す。 

○区長 先方からは、出席者分を１人ずつ１万円を

頂きました。ホテルにお支払いするときは、委員

も御承知のとおり、消費税は掛かってくるという

ことですので、その分は、私、払ったんではない

かなと。今、金額は、正直何も残っておりません

ので何とも申し上げられませんけれども、そうい

うことで、お話をさせていただきました。 

○へんみ圭二委員 その総額が分からないと、消費

税分というのもなかなか難しいのかなということ

を私は今感じました。 

  次に、社会通念の評価について伺いますが、報

告書では、森伊蔵やスカーフについて、社会通念

上、許容範囲ということで評価をしています。し

かし、１００億円の補助金を、土地の無償部分も

含めて１００億円にもなる補助金を交付する法人

理事長と区長との関係において、一般的な常識で

すとか、社会通念を適用することが妥当とお考え

ですか。 

○総務部長 今回の調査で確認もいたしております

が、第三者評価をしていただいた公益監察員から

は、妥当というふうに回答を得ておるところでご

ざいます。 

○へんみ圭二委員 総務部長は妥当であると、その

とおりであるとお考えですか。 

○総務部長 社会通念上というのが、非常に取り方

が幅広く難しいなというふうには思っております。

例えば、私たちが飲み会をしたときに、３，００

０円というのが割り勘のお金であったら、それは

そうと。ただ、区長あるいは大臣クラスが来る、

企業経営者のトップの方がいらっしゃるというこ

とであれば、もう少しその金額が上がるのかなと

いうところで、一概にこの金額が社会通念上、妥

当、妥当でないというのは、やはりそのときの時

価というかそういったものもございますし、メン

バーにもよりますし、難しいと思います。 

○へんみ圭二委員 私が今お聞きしてるのは、一般

的な方との人間関係ですとか、それからその立場

によっての人間関係ということを今おっしゃいま
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したけれども、その立場でいえば、やはり１００

億円を交付している先の法人の理事長と首長との

関係性ですよ。その中で、スカーフや森伊蔵、受

領するということも、それは社会通念上、許容範

囲であると部長はお考えということですね。 

○総務部長 スカーフや酒の金額についても、その

ときどのような経緯で幾らで仕入れたかというの

が分かりませんので、私からは申し上げる立場に

ないかと思います。 

○へんみ圭二委員 そうしたほかに類を見ないよう

な利害関係の濃密さというのは、これは間違いな

くあるわけで、その濃密さを十分に考慮していな

いという認識はありますか。 

○総務部長 我々、地域の皆様といろいろなことを

進めていくときに、やはりお付き合いというのは

必要かと思います。そういう意味では、濃密なと

いうところは、どこかで何かの案件で出てくるこ

とはあるかと思います。 

○へんみ圭二委員 あまりよく分からないのですが、

総務部長がニューオータニの会席にも同席をされ

ていますけれども、このときの旧指針では、職員

と利害関係者との会食は、職務上の必要性があり

かつ正当な対価を支払う場合に限るとされていま

す。総額が分かっていない中で、正当な対価を支

払ったということで断言できますか。 

○総務部長 公益監察員の委員の先生にお願いして

おりますので、そこは客観的に御判断いただいて

いるというふうに認識しております。 

  また、公益監察員の方の考え方としては、その

当時、もうかなり前のことですので、曖昧な記憶

などもあり、だけれども、いろいろな方に聞いた

中で総合的に判断したというふうに聞いておりま

すので、そちらを尊重したいと考えております。 

○へんみ圭二委員 総合的な判断というのは、非常

に便利な言葉だなと思いますが、議会答弁につい

て、本会議で、金品授受に関する質問を昨年、我々

の会派のおぐら議員がされました。その時点で、

区長も副区長も贈答品を受領しているという事実

は認識されていたわけで、その上で、議会に対す

る答弁として調査を行わないと答弁をされていま

す。当事者であるという事実を明示せずに答弁さ

れたというのは、これは議会に対して十分であっ

たと思われますか、十分ではなかったと思われま

すか。 

○総務部長 このときの御答弁は私の方でさせてい

ただきました。このときは、東京女子医大のこの

案件につきまして、区の方で疑義があるような、

あるいはその補助金にひも付いて疑われるような、

そういった会食ですとか、そういったものがある

のかというふうに、私としては質問を受けており

ましたので、特に、職員のそういった解釈につい

ての案件ではないというふうに、お答え申し上げ

たものでございます。 

○へんみ圭二委員 社会通念上、問題がなかったと

思われているのであれば、議会答弁として、森伊

蔵、それからスカーフなども受領したが、社会通

念上、問題ないと考えておりますから、調査を行

わないという答弁であれば、まだ理解できるんで

すが、先ほどの総務部長のお答えは、いまいちと

いうか、全く理解はできないんですが、改めてい

かがですか。 

○総務部長 当時の、そのことを引き合いに出した

り、例として、表現すればより分かりやすかった

のかもしれませんが、そのときは言葉が足りなか

ったかもしれませんが、意図としては、先ほど申

し上げたとおりでございます。 

○へんみ圭二委員 この点について、先日、総務委

員会でも、あまり分からなかったんですが、答弁

を作成するときに、そうした事実があったのか、

なかったのかという区としての確認はしなかった

んですか。 

○総務部長 区としては、一般的な会食ですとか、

会費を払ってということは、私は大まかに存じ上

げてましたけれども、細かい点までは、そのとき
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は存じ上げておりませんでした。ただ、一般的な

普通のお付き合い程度のものというふうに考えて

おりました。 

○へんみ圭二委員 区長も副区長も、そのとき、議

会答弁、答弁検討会、当然同席を、そこにいらっ

しゃるわけで、御自分が受け取っていたというこ

とは、特に発言する必要がない、議会に対して、

その答弁で十分であるという認識だったというこ

とでよろしいですか。 

○副区長 このときは、先ほど総務部長の答弁のと

おり、補助金の支出に関してということで、調査

することが必要ではないかということで答弁は差

し上げました。 

  私たち、今、東京女子医大の話をしていますけ

れども、たくさんいろいろな場面で、区長とか副

区長は、いろいろなところで会食をしたりはして

ます。それは、公費を払ったり、あるいは私費で

払ったりしてますけれども、そういうものと私た

ちはそれほど違いがないと思っておりましたので、

通常の会食ですとか、そういうことというふうに

判断をしておりました。 

○へんみ圭二委員 おぐら議員の質問は、補助金に

関係をした会食や金品の授受がありましたという

質問ではなくて、東京女子医大の関係者との接待

や会食、金品の授受はなかったのかということを

聞いているわけで、別に補助金にひも付いての質

問にはなっていないわけですよ。その点について

はいかがですか。 

○区長 今、手元におぐら議員の当時の代表質問が

ございますけれども、補助金の支出について、再

度検証すべきと思うがどうかと、★★ところで、

補助金の不正な支出に関わるような金品の授受が

あったのではないかということでしたら、それに

ついての授受というものは、不正な支出にひも付

くですね、そういうものはないということで、調

査、この時点では考えてないという答弁でまとめ

たというふうに記憶しております。 

○へんみ圭二委員 そのあたりは、質問の読み方に

もよるんだと思いますが、私はやはり物品を受領

しているのであれば、その点については、その時

点で議会にも誠実にお答えをいただきたかったな

と思います。 

  先ほど副区長もおっしゃっていましたけれども、

行政には多くの利害関係者が存在しておりますか

ら、こうした東京女子医大以外の利害関係者との

接待や金品の授受というのはないということでこ

の場で断言されることはできますか。 

○副区長 たくさんの団体があると思います。当然、

町会・自治会もありますし、いろいろなところの

補助金を支出しているいろいろな懇親会ですとか

新年会も出席しておりますので、それは一定の会

費が、会費幾らですという形で、それでその会費

を支払って、そして、その会合に出て、あるいは

そのときには、何か手土産みたいな菓子折りみた

いなものも頂くこともありますので、そういった

ところで、特に何か特別なものをもらってるとか、

そういうことはないというふうに、私は記憶には

ございません。 

○へんみ圭二委員 こうした一連のこの問題を受け

て、この★★の仕方というのは適切であったとお

考えでしょうか。こうしたことというのが、補助

金を支出している相手との関係性も含めて、区政

運営において、これが適切なものであったかどう

かということです。 

○副区長 やはり、少なくとも東京女子医大の件に

ついては、やっぱりしっかりと対応をもっと脇を

締めて対応するべきであったというふうに、今、

反省しております。 

○へんみ圭二委員 区長も、午前中から、御自分を

更に律するということをおっしゃっておりますけ

れども、この一連のことについて、道義的な責任

ですとか、政治的な責任というのは、どのように

お考えですか。 

○区長 午前中の繰り返しになりますけれども、今
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申し上げた副区長の答弁も含めて、誤解のないよ

うに、今回はこういう結果が出ましたけれども、

更に自分自身、厳しく律していくということで、

区民の皆様、これから御質問いただいたりという

皆様に対しては、きちっとお話をしていくという

ことに尽きるかと思います。 

○へんみ圭二委員 職員がこうした物品を受け取っ

ていたりした場合には処分があるわけで、律する

以上の責任の取り方というのはお考えになられる

べきではないかなと私は思いますが、残り１分で

すので、兵庫県では、贈答問題を契機に、様々な

制度整備を行いました。足立区でも、利害関係者

からの贈答は原則禁止、会食は実費、完全負担と

上限の設定、会食記録の公開義務、特別職を含む

届出義務というルールを整備すべきではないでし

ょうか。 

○区長 例えば、利害関係のある団体の新年会に行

ったとき、会費５，０００円ですよといえば、公

費なりで５，０００円持っていきます。そのとき

に先方に、これで全て賄えてますかということは、

ちょっと、一々確認はできないと思いますので、

今おっしゃられたことが全て実現できるかどうか

ということは、これからまた考えなければいけま

せんけれども、おっしゃるとおり、これを一つの

教訓として、何がルール化できるかということに

ついては、岡安委員の御質問にも総務委員会でお

答えしたとおりでございますので、何らかの対策

は講じていくという必要性は考えております。 

○へんみ圭二委員 ありがとうました。 

○財政課長 すみません、先ほど御質問いただいた

当初予算と年度末の財政調整基金の残高の見込み

の割合でございます。当区９．９％ということで

したが、２３区中１５番目ということでございま

した。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、都民ファーストから

質疑があります。 

○川村みこと委員 皆様お疲れさまです。川村みこ

とです。 

  ６日間の予算特別委員会がついに始まりました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  執行機関の皆様も、我々区議会議員も、ふだん

行政と関わっていますので、行政にそこまでハー

ドルを感じていないのではないかと思います。一

方、そうでない方は、行政が自分とは遠いもの、

何か難しいものといったイメージがある方も多い

のだということが、まちを歩いていて分かりまし

た。 

  ちなみに、ここにいらっしゃる皆さんに伺いた

いんですけれども、係長級以上ですよね、係長級

以上、そして管理職になる前、主事だったときに、

御自身の住んでる自治体の広報、これ隅々読んだ

り、今、区がどんなを動きしてるかとか、まちづ

くりの説明会に参加したりとか、積極的にされて

いた方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。

私、やってきたと。あれ、ちょっと今お１人も手

が挙がらなかったのですけれども、ちょっとこの

場で挙げるのがちょっとというふうに思ったから

挙がらなかったのだと信じたいんですけれども、

ここにいらっしゃる皆さんでもそういった感じで

すので、区民の皆さんは、やはりもっと行政って

遠いなと、何か難しいなと、何やってるんだろう

なというふうに思っていらっしゃる方が多いのだ

だと思います。でも、行政は、日々の皆様の生活

に直結していますし、区民の皆さんには、よりよ

いまちづくり、住みよいまちづくりの一員になっ

てもらいたいと私は考えています。どのようにし

たら身近に感じてもらえるかと考えていたときに、

やはり区民の皆さんに参画してもらうというのが、

重要な観点ではないかと考えています。 

  今回は、代表質問とこの予算特別委員会、私、

担当させていただいておりますけれども、その中

で、区民参画を一つのテーマに考えてきました。

今回の予算特別委員会も、その決意で取り組んで

いきたいというふうに思っておりますので、よろ
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しくお願いします。 

  まず、歳入について伺います。 

  他の委員の皆様からも質問が出ておりますので、

少しだけにしていきたいと思うんですけれども、

特別区税が前年度比７．３％の４２億円増となり、

６０９億円を見込んでいるとのことでした。予算

のあらましでは、東京都最低賃金の引上げ等によ

って、あとは雇用環境の改善ですよね、そして、

納税義務者数の増加によって、４０億円の増額を

見込んでいるとありました。このうち、納税義務

者数の増加というのは、エリアデザイン等の取組

によって、１万２，７００人増加しているという

ふうな、増加する見込みとの答弁が先ほどの工藤

委員の質問でもありました。ちなみに、これは、

足立区の増加率が特に高いのでしょうか。他区と

比較してどのような状況か教えていただきたいと

思います。 

○課税課長 他区の納税者数は調べてないのですが、

他区も景気の動向として、給与が上がっているの

で、同様に上がっているかと思います。 

○川村みこと委員 他区も上がっているけれども、

先ほど多分答弁があったように、エリアデザイン

等の取組で、更に足立区に入ってきてくださる

方々が増えているんだというふうに思います。こ

こは非常に大事な観点で、やはり魅力を感じてい

ただかないと、足立区に来ていただけないという

ところがあるかと思います。これが、ひいては、

納税義務者数が増えていくというところにつなが

るというふうに思いまして、皆さん、本当、一つ

一つの取組が、この税収増につながるんだという

ふうなことの改めて認識できる機会なのではない

かなというふうに思います。 

  また、自主財源について、先ほどお話が出てお

りましたけれども、改めて割合や金額、そして、

これまでの状況との比較について、改めて確認さ

せていただきたいと思います。 

○財政課長 自主財源につきましては、令和６年度

が３０．４％、令和７年度が２７．９％で、令和

８年度については２７．６％で、微減ということ

になってございます。 

  理由としては、今、お話があった特別区税は非

常に伸びているところがあるのですけれども、財

調交付金ですとか、あと先ほども少し申し上げた

地方消費税交付金など、ほかの財源以外のものも

大きく金額が伸びておりますので、割合といたし

ましては、若干下がっている、微減という状況で

ございます。 

○川村みこと委員 割合は下がってるけれども、そ

んなに悲観することもないのかなというふうに思

いますが、当然、自主財源を増やしていけるよう

に、引き続き考えていくべきだとは思いますが、

この取組や意気込みについてお聞かせいただきた

いと思います。 

○財政課長 やはり自主財源を確保し、財政的な体

力を付けていくというのが非常に重要かと思いま

すので、これまでも取り組んできたところでござ

います。先ほどの納税義務者の増というところも

当然ございますけれども、それに加えまして、４

公金の収納率の向上というものも、経年でかなり

強化してございますので、そういったもの、また、

あとは寄附金ですとか、財産収入の活用などとい

うところ、多方面から自主財源の向上に向けては

取り組ませていただきたいと考えてございます。 

○川村みこと委員 分かりました。是非、引き続き

の取組をお願いしたいと思います。 

  では、今回、区民の方からも多く御意見をいた

だいているところもありますので、歳出に移って

まいりたいと思います。 

  まず初めに、子育て家庭訪問事業について伺い

たいと思います。 

  初めに、実際に、私、この事業を利用した身と

して申し上げますと、かなりよい取組であるとい

うふうに評価をしております。利用している中で、

気付いた点につきましては、都度担当課長にお伝
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えしておりまして、その都度、迅速に御対応いた

だいておりまして、感謝を申し上げたいと思いま

す。ありがとうございます。 

  一方で、区民の方々や各会派からも、様々御意

見が出ているところだと思いますので、よりよい

取組にアップデートをしていくという視点で、何

点か質問、提案をさせていただきたいと思います。 

  初めに、訪問を１度でも受けたことのある方の

割合について、改めて確認させていただきたいと

思います。 

○子ども政策課長 １月末現在の数値になりますけ

れども、対象者数は大体４，３００人ぐらいおり

ます。その中で、１，７００人ぐらい訪問してお

りますので、約４０％ということになっておりま

す。 

○川村みこと委員 ４０％の方が受けてくださって

るけれども、６０％の方がまだということだと思

います。 

  通知を受け取ったのに、予約をしていないその

６０％の方々についての理由は、どのように分析

していますでしょうか。 

○子ども政策課長 まず、衛生部のこんにちは赤ち

ゃん訪問事業が、全家庭訪問事業の前にございま

す。そういったことから、こんにちは赤ちゃん訪

問事業では、御自宅に上がらせていただいて、様

子を見せていただくのですけれども、それと同じ

ように、この全家庭訪問事業も上がるのではない

かと、そういった懸念があって、そういった御意

見をいただいているということが事実でございま

す。主な理由と考えております。 

○川村みこと委員 私もおっしゃるとおりだと感じ

ておりまして、そんな中で、チラシの影響も大き

いのではないかというふうに考えております。作

成していただいているチラシですと、玄関先でも

オーケーということが、やはり伝わりづらく、自

宅に上がるのだと思うとハードルが高いという声

ですとか、訪問を受けたい方だけ予約すればよく

て、予約がない場合に、アポなしで訪問してきた

りとか、訪問率を上げるための取組をやるとは思

っていないというような声も聞かれています。 

  分かりやすい、予約をしてみようかな、受けて

みようかなというふうに思っていただけるチラシ

作りについては、今後いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 大変分かりにくいチラシという

ことは、様々御意見、伺っております。大変申し

訳ございません。 

  現在、チラシにつきましては、御自宅に上がら

せていただくということは、そういう玄関先、面

会場所は玄関でも構いませんというふうな御案内

をさせていただいて、チラシを作り変えておりま

す。利用者の皆様に関心を持っていただくために、

次に作り変えるチラシについては、新しいものに

していきたいなというふうに思っております。 

○川村みこと委員 また、この本事業のチラシです

けれども、これＡＩによるイラストを活用してい

るのでしょうか。 

○川村みこと委員 受託事業者に、ＡＩで作ってい

るのかというふうな確認をしたんですけれども、

実際に作っていただいて、はっきりとした回答は

得ることはできませんでしたが、恐らく使ってる

と思われます。 

○川村みこと委員 ＡＩの活用は、重要な視点だと

思いまして、活用、できるだけ使っていかなけれ

ばならないというふうにも、私も思うんですけれ

ども、なかなかちょっと温かみに欠けるといいま

すか、そういったところも感じているところです。 

  少し話はそれるのですけれども、「ワケあり区、

足立区。」では、子育てしやすいのにはワケがあ

るということを打ち出しておりまして、そこでは、

イラストではなくて、お子さんを実際に抱いてい

る区民の方の写真などが使われております。この

子育て家庭訪問事業に限らずですけれども、モデ

ルになっていただける区民の方々をその事業ごと

に募るというのも手だと思います。区政運営に参
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画しているというふうに感じていただけますし、

足立区への愛着も深まります。モデルになってい

ただいた方のお知り合いにも、その事業はもちろ

んのこと、足立区のことも広がっていくというこ

とも考えられます。特に子育ての分野においては、

効果も大きいのではないかと思うんですけれども、

こういった対象者を巻き込んでの事業展開につい

ては、今後いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 川村委員おっしゃるとおりでご

ざいます。口コミで広がっていくものについては、

より賛同が得られる傾向にございますので、そう

いった対象者を巻き込んでの事業展開が有効と思

われます。 

  そういったことから、今後行われる広報紙であ

るとか、チラシの作成等においては、そういった

ことを念頭に置いて作成したいというふうに思っ

ております。 

○川村みこと委員 続いて、２回目以降を受けてい

ないというふうに思われる方、１回目を受けたけ

れども２回目以降はというふうになってしまって

いる方の人数や割合について伺いたいと思います。 

○子ども政策課長 昨年１０月から実施しておりま

すこの事業なのですけれども、今年の２月末まで

に、大体７，０００世帯ぐらいの方々に訪問して

おります。１回しか利用してない世帯というのを

確認したんですけれども、大体６００人ぐらいと

いうことで、全体の１割ぐらいで、事業を始めた

当初は、１歳４か月の方もいらっしゃいましたの

で、そういったことを大体３回目ぐらいの方を除

いた場合は５％程度、そういった人数になってい

るというふうな形でございます。 

○川村みこと委員 ５％と聞きますと、そんなに多

くはないというふうには思うんですけれども、反

対に言うと、せっかくいい取組が、５％の方は続

いていないというところは非常にもったいないな

というふうに感じております。何人かに話を聞い

てみたところ、上の子どもがいるので本は十分に

あるとか、保育園に通っているので、読み聞かせ

は定期的にやってもらっているとか、保育園で本

を借りることができるし、本に困ってない、本を

必要としておらず、相談したいこともない場合、

わざわざ予約したり自宅で待っていたりする時間

を取るメリットがないということでした。 

  また、保護者の方からの声で驚いたのは、受け

取ることのできる絵本の中で最も金額の高い音の

鳴る絵本が、子どもからは好評であるということ

なのですけれども、壊してしまったり、破いてし

まったり、あとは自宅用とお出掛け用で使い分け

ていたりと、同じものを２冊以上受け取られてい

る方がかなりの割合いるということで、私が聞い

てる中では感じました。 

  ちなみに、区ではどのような絵本が選ばれてい

るか、データやそれに対する見解をお聞かせいた

だきたいと思います。 

○子ども政策課長 本の中には、全２５種類ありま

して、選ぶことができるんですけれども、その中

には、知育絵本というのが大体３冊ございます。

そのほかにはらぺこあおむし、そういったものが

ありまして、それが大体全体の５割を占めており

ます。一番人気なのは、やはり音が鳴る絵本、こ

ちらにつきましては、全体１，５００冊のうち、

３２０冊ぐらいであると認識しております。 

○川村みこと委員 先ほど紹介させていただいた２

回目以降は受けていないという方も、１回目で音

なる絵本を受け取ったので、それで満足したとい

うことだったのです。各会派の議員の方々から、

おむつの宅配にしてはどうかとか、様々な御意見

が出ているところですが、私は、保護者が経済的

に助かるようなおむつやミルクなどの消耗品を届

けるのではなくて、子ども本人が喜ぶものを直接

届けているというところに、この事業のよさがあ

るというふうに感じています。一方で、受け取る

ものの幅を広げてほしいという声があることも事

実ですから、保育園ではなかなかないような仕掛
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け絵本や音が鳴る絵本など、知育おもちゃと掛け

合わせたものなどをレパートリーを増やしていっ

てはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 本事業につきましては、見守り

が主軸の事業ではございますけれども、読書習慣

の定着も重要というふうに考えております。 

  今後、利用者の方々からアンケートを取ってい

る状況ではございますので、そういった結果も踏

まえて、中央図書館等も含めて、知育絵本増冊と

か、そういったことも考えて、よりよい事業にし

ていくための検討をしてまいります。 

○川村みこと委員 分かりました。今後もよりよい

事業にしていただきたいと応援をしておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、保育園入園に関して伺いたいと思います。 

  先ほども、ぬかが委員から質問が出ておりまし

たが、保育園の入園が、今年特に厳しかったとい

う声が私のところにも多く届いています。本当に

多く届いてる声につきまして、都度担当課長にお

伝えをしておりまして、担当課長にはかなりのお

時間をいただいて、状況を伺ったりとか、いろい

ろ様々意見交換をさせていただいているところで、

ありがたく思っております。 

  さて、そのような厳しい状況があったというこ

となのですけれども、一次不承諾の状況、昨年度

と今年度の比較を含めて改めて確認させていただ

きたいと思います。 

○保育・入園課長 詳細につきましては、３月１６

日に予定されております子ども・子育て支援対策

調査特別委員会の方で御報告をさせていただく予

定ですが、昨年度は、一次不承諾１，０１９人、

今年度は１，２０７名でございました。 

○川村みこと委員 少し増えてしまっているという

ような状況だと思います。 

  不承諾となった後のことについて私は伺ってい

きたいと思うんですけれども、現在、一次不承諾

の通知と一緒に入っているのは、この空き状況の

一覧というのが入っております。確認したところ、

二次調整でまだ入れる余地があるので、その後の

ことについては詳しく案内していないということ

でしたが、二次調整の結果が出るのは、２月末か

ら３月上旬頃というふうになっております。どう

しても４月から預けて復帰しなければならない方

にとっては、二次調整の結果があってから動き出

すというのでは、やはり間に合わない方も多くい

らっしゃるのではないかと思います。 

  今回、一次調整結果の通知の中に、入所保留に

なられた方を対象とした保育コンシェルジュとし

て、オンラインでの説明会が２回開催される旨が

案内されておりました。一次調整の結果が２月１

０日を通知目安としていたんですけれども、この

オンライン説明会の開催は、１回目が２月１０日、

２回目が２月１２日というところから考えても、

まだ手元に届いていない方もいらっしゃった状況

です。このオンライン説明会、私も参加させてい

ただいて聞かせていただいたんですが、非常に分

かりやすかったです。一方で、届いた直後だった

り、まだ届かなかった状況であると、やはり参加

が難しい方も多くいらっしゃったのではないかと

思います。そのため、今後は、オンライン開催と

するのではなく、動画をいつでも見ることができ

るような形にして、お知らせしてはどうかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 川村委員おっしゃるように、不

承諾通知を受け取った保護者の方の精神的負担の

軽減であるとか、今後の不安の払拭に向けて、幼

稚園・地域保育課とも連携いたしまして、動画の

通年等の視聴をできるようにしてまいりたいと考

えております。 

○川村みこと委員 また、動画はもちろんのことな

のですけれども、不承諾となってしまった方向け

の今後の動き方のようなものを何か１枚にまとめ

て、区から道筋を付けてあげられるようにしたら

どうかと思うのですが、いかがでしょうか。 
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○保育・入園課長 そちらにつきましても、１枚の

イラスト等を使ったワンペーパーの紙を作れるよ

うに、来年度の入所に向けて準備をしてまいりた

いと考えております。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。一次不

承諾、もちろん減っていった方がいいとは思うん

ですけれども、やはりハード面のこととか、保育

士不足とか、様々な問題が絡んでくるというふう

に思っております。そうなったときに、やっぱり

できるところから取り組んでいかなければならな

いということを考えますと、こういった案内です

とか、皆さんに不承諾になってしまった後に、ど

のような動きをしていったらいいか、区から丁寧

に案内していくというようなところが重要だと思

います。是非、引き続きの取組をお願いしたいと

思います。 

  続いて、医療的ケア児の保育園の入園に関して

伺います。 

  共働き世帯が増えておりまして、女性の活躍も

進む現代において、医療的ケア児の保護者の方か

らは、切実な声が届いております。 

  通常の保育入園申請では、生後５７日から入園

ができるので、年度途中だとしても、５７日を経

過した翌月１日の入園申請から申込みをすること

ができるようになります。 

  それに対して、医療的ケア児、医療的ケアの必

要な子どもは、１歳児クラスから入園ができると

いうような決まりになっております。子どもの生

育状況などもありますので、５７日からではなく、

１歳からということについては理解をしているん

ですけれども、通常が５７日を経過した翌月１日

の入園申込みからできるのに対し、医療的ケア児

は１歳児クラス、つまり１歳を経過した次の４月

１日まで申し込むことができません。３月末生ま

れの方は、１歳になってすぐに１歳児クラスにな

るので、１年ほどで入園ができるのに対して、４

月生まれの方は、２年ほど入園の申込みができな

いという現状があります。この声をいただきまし

たのは、大変重要なポジションでばりばり働かれ

ている友人であるお母様からでありまして、出産

される前から私もそれを知っておりましたので、

この方は間違いなく職場に必要とされてる存在な

んだろうなというふうに思って見ておりました。

しかし、こうやってしっかりと働いて、それが評

価されて重要なポジションを得て、いざ妊娠、出

産だと。でも、全然復帰ができない、やっぱりキ

ャリアが難しいと、そんな姿を見て、私はそんな

社会にしてはならないなというふうに思っている

ところであります。 

  医療的ケア児の保護者の方々も、働きながら子

育てができる環境の整備を進めるべく、医療的ケ

ア児も、ゼロ歳クラスか申込みができるようにす

べきと考えますが、いかがでしょうか。 

○支援管理課長 ゼロ歳児からの医療的ケア児の受

入れについては、働く方の支援という観点から、

区立保育園の受入れも必要であると、課題である

と認識しているところでありますが、ゼロ歳児で

あると、感染症対策であったり、医療的ケアが少

し難しかったりするので、受入れ体制も、もう少

し整える必要があると考えております。安全性の

ことから整えたいと思ってます。引き続き、受入

れ体制が整えられるように、努めていくつもりで

ございます。 

○川村みこと委員 分かりました。是非、受入れ体

制の整備を進めていただきまして、皆さんが活躍

できる社会にしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  更に保育に関することのうち、保育が必要な時

間が短時間認定となっている方における延長保育

について伺いたいと思います。 

  短時間認定の場合、８時３０分から１６時３０

分まで利用可能となっていますが、通院などで延

長が必要となった場合は、料金を支払うことによ

って延長利用ができることとなっています。この
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点について、料金が高くて大変だという声があり

まして、事前に調査をいただきまして、結果を拝

見したところ、１回、つまり７時３０分から１８

時３０分までの延長料金が２００円から８００円

の範囲である園が９割を超える中で、１５分で４

００円などの園もありまして、大変不公平感が生

じていることが分かりました。当然、各保育園が

定めることとしているんですけれども、区立園が

１回５００円であることを考えると、その前後が

標準的なのではないかなというふうに思います。

費用負担が大き過ぎる場合は、保育園に籍を置き

ながらも、別の手段を検討せねばならず、本末転

倒であると感じています。もちろん、各園の運営

方針等もありますので、一律にすることは難しい

とは思いますが、ある程度標準化できるよう区か

らも呼び掛けていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○保育・入園課長 私立保育園の園長会等を通じま

して、保護者の負担が著しく高くならないように

呼び掛けを行ってまいりたいと考えております。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。是非、

よろしくお願いしたいと思います。 

  続いて、ちょっと話題を変えまして、区のホー

ムページについて伺いたいと思います。 

  区のホームページには、イベント、講座情報が

掲載されておりまして、エリアや対象者、日程な

どから検索をすることができるようになっていま

すが、掲載されているイベントは、今、非常に限

られております。例えば、対象者に子育てを選ぶ

と、出てくるイベントの多くは、図書館のイベン

トです。一方で、子育てに関するイベントは、も

っと区内で各地で多く行われていると思います。

このようなことが起きているのはなぜなのでしょ

うか、確認させていただきたいと思います。 

○報道広報課長 ホームページを作る際には、イベ

ント情報を入れられるものは入れてくださいとこ

とを言ってるんですけれども、その辺がひとつ徹

底されていないのと、あと、個別にページに一覧

を持っているところもありますので、そちらの方

で確認できるようになっていることが考えられま

す。 

○川村みこと委員 分かりました。個別ページを作

成しているイベントについては、まず設定をする

こと、このイベント講座情報の掲載についても設

定することを徹底いただきたいと思いますが、こ

れはいかがでしょうか。 

○報道広報課長 各課に担当者がおりますので、そ

ちらにまた通知を出して、徹底をしてまいりたい

と考えております。 

○川村みこと委員 分かりました。各施設のホーム

ページで、例えば、今月のイベント一覧というよ

うに、ＰＤＦ等で掲載されている場合については、

現在のところ、表示されないというような認識だ

と思います。これを何かの形で区のイベント情報

のところにも掲載できるようにしてはどうかと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○報道広報課長 川村委員おっしゃったとおり、今、

イベントのページの中に、例えば子育てサロンの

ページのリンクを張るとか、そういうことがちょ

っとできないような状況になっております。今後

の改修等で、そういったものができるかというと

ころを検討してまいりたいと思います。 

○川村みこと委員 分かりました。是非、お願いし

たいと思います。 

  続いて、あと時間も少しになってまいりました

ので、インフルエンザワクチンの予防接種につい

て伺いたいと思います。 

  小児インフルエンザワクチンの費用助成につい

て、区民の方々から喜びの声が届いており、感謝

を申し上げたいと思いますが、昨年は、１０月１

日に届かなかったというふうな声が多く聞かれて

おりまして、早めに接種しようと、１０月１日や

２日に予約をしていた方については、キャンセル

をせざるを得なくなった、一度自費で支払うしか



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４３  

 

なかったという状況がありました。是非、来年度

は、１０月１日に間に合うように発送を進めてい

ただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○保健予防課長 昨年は９月１８日頃に発送いたし

ましたけれども、連休とか土日の配送がなかった

りしたものが問題だったと思います。できるだけ

早く、来年度は発送するようにいたします。 

○川村みこと委員 よろしくお願いします。ありが

とうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、れいわ新選組・市民

派の会あだちから質疑があります。 

○土屋のりこ委員 新しい会派として、よろしくお

願いいたします。 

  最初は、やりたいことがかなうということが、

今年度予算のタイトルなのですけれども、このや

りたいこととは、区民の挑戦を後押しするという

意味かと理解をしていますが、タイトルに込めた

この狙いが一番表れている新規ないし拡充となっ

ているのはどの事業か、いかがでしょうか。 

○財政課長 やりたいことがかなうまちという究極

の目標に向かって、まず安心、活力の土台づくり

というところでございますので、安心の土台づく

りとしては、災害対策の部分というところがあり

ますし、活力の土台づくりというところにつきま

しては、物価高対策ですとか、消費喚起策といっ

たところがあろうかと思います。 

○土屋のりこ委員 一般的に、やりたいことが実現

する社会には、幾つかの条件が必要かと言われて

います。自由に提案できる機会があること、失敗

が直ちに否定されない風土があること、多様な意

見を受け止める文化があることなどがそうですが、

では、区の掲げる理念を支える区役所自身の組織

の在り方はどうなっているか。区民の挑戦を支え

る立場である区役所自身が挑戦できる組織である

ことが重要だと考えるんですけれども、例えば、

職員提案制度のようなものがあるかどうか、職員

による積極的な事業等への提案を受け止める制度

がしっかり保障されているかどうか、提言された

提案の採用率、実績などもあれば教えてください。 

○人事課長 現在区でやっている制度的な取組とし

ましては、職員の主任２年目に、事業改善提言研

修というのを実施しております。これは、グルー

プを組んで、それぞれ課題等を見付けて最終的に

提言をしてもらうんですけれども、最後に提言会

というのを実施しておりまして、そこで区長をは

じめ、所管の課長の前で発表する機会を設けさせ

ていただいております。今年度も実施しておりま

して、今回３５件の提案がございまして、そのう

ち２４件が実現可能ではないかという判断を所管

の方でしております。 

○土屋のりこ委員 事業に対する改善提案というこ

ととやりたいことの提案ということでは少し違い

があると思いますが、新入職員や全職員が仕事に

おいてやりたいことをかなえる制度というのは、

今のところないのかなというふうに思うんですけ

れども、職員提案制度のようなものを検討してい

くということも、やりたいことがかなうまちづく

りを貫いていくためには必要ではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

○政策経営部長 今回、庁内横断型の★★という組

織をつくりました。そこで各所管が抱えてるよう

な課題を実現するための、いろいろな話をしまし

て、例えば広報物、これは共通のフォーマットな

どを、一つのフォルダーを共有するような仕組み

をつくった、そういった事例も出てきているとい

うところでございます。 

○土屋のりこ委員 とりわけ新入職員の方やどうい

ったことをやっていきたいのかということで、胸

を躍らせてというか、入庁される方たちが、やっ

てみたいと思うことがまず実現できる、かなうよ

うな組織であってほしいなということを望んでい

ます。 

  次に、制度だけではなく、組織文化についても

お伺いしたいと思います。 
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  近年、行政経営や民間企業においても、心理的

安全性が重視されています。これは、上司や組織

の方針と異なる意見であっても、安心して発言で

きる環境を意味します。 

  現在の足立区役所において、職員が区長の考え

と異なる意見であっても、安心して提案発言でき

る環境が確保されているかどうか、いかがでしょ

うか。 

○副区長 なかなか一職員が、区長のところに来て

いきなり意見ということはないと思うんですけれ

ども、管理職も含めて、区長の前で、まずは自分

の意見を言うような形になっておりますので、自

らの考え、意見を言う場面はあるというふうに認

識しております。 

○土屋のりこ委員 安心して言えるということを是

非確保していただきたいと思います。 

  もう１点確認しておきたいと思いますが、区長

の方針と異なる意見を述べた管理職や職員が、そ

のことによって人事評価上不利益を受けることは

ないということを明言できるかどうか、いかがで

しょうか。 

○副区長 特に管理職の評価につきましては、複数、

★★も含めて複数で行っておりますので、１人の

評価だけが、その個人の評価につながっていると

いうふうに考えておりません。 

○土屋のりこ委員 区政運営において最終判断を行

うのは区長で、リーダーシップは重要なところで

すが、一方で、リーダーシップと同時に求められ

るのは、異なる意見を受け止める度量だと思いま

す。多様な意見が上がらない組織では、政策や事

業の質は向上しないと思いますし、結果として、

それは区民サービスの質にも直結するところだと

思います。 

  区長は、異論や反対意見を積極的に歓迎する姿

勢を組織内にどのように示しておられるのか、お

聞かせ願います。 

○区長 組織論でいえば、今、前段でお話しになっ

たことは非常に重要なポイントだと思っておりま

す。一方で、実際に私が一番長く区長という立場

でやっているものですから、経験的には、毎年毎

年同じことを繰り返している中で、経験の多さと

いえば、私が多いということで、そういう意味で

は、更に、職員に対しての意見の言いやすさとい

うものを考えていかなければならないなと、今、

お話を伺って思っております。１８年、１９年た

っておりますと、私より年配の管理職というのは

……。同い年だそうですけれども。いなくなって

きていることを考えれば、なりたてのとき以上に、

これからそういう姿勢で臨みませんと、それでな

くても、年長ということで、煙たくというか、重

く感じられるかもしれませんので、今まで以上に

そういったところに配慮していく必要があると、

今お話を伺って実感したところでございます。 

○土屋のりこ委員 是非この予算の理念に掲げられ

た理念を真に実現する足立区であってほしいと望

みます。 

  区民のやりたいことがかなうまちであると同時

に、まず区役所がやりたい事業を提案できる組織

であってほしいですし、異論についても歓迎し、

多様な意見が生かされる区政運営を是非、前に、

皆さんで進めていただくことを強く求めます。 

  次に、衆院選を少し振り返りたいと思いますが、

年明け早々行われた衆院選ですが、投票日を迎え

る直前に、ある候補者の方から、国民の皆さんに

汗を流して、場合によっては血を流していただか

ないといけないという発言がありました。真意は

別として、住民に犠牲や負担を求める政治姿勢が

強まっていることに強い危機感を覚えました。 

  一方、足立区は、平和と安全の都市宣言を掲げ、

個人が互いに生命と基本的人権を尊重し合う人間

の安全保障の考えに立つことを宣言しています。 

  そこで伺います。 

  当区の平和安全都市宣言は、２度の大戦を経験

した不幸な世紀を振り返り、真に平和な世紀を目
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指す決意を示したものですが、住民に血を流すこ

とを前提とする政治の在り方について、区はどの

ような認識でいるのか、区の見解を伺います。 

○区長 血を流すということが戦争を意味するとす

るならば、絶対に許されないことだと思っており

ます。 

○土屋のりこ委員 その後、衆院選において、国民

に血を流してもらうという発言があり、その後に

は、痛みを伴う構造改革というふうに説明がされ

ました。しかし、言葉を変えても共通しているの

は、国民に痛みや負担を求める政治姿勢だという

ことだと思いますが、構造改革とは、通常、歳出

削減、社会保障の抑制、補助金削減、地方財政の

効率化を伴うものです。国がその方向を強めれば、

生活支援策や国から都への財源移譲等も言われる

中で、区財政への影響も及ぶ可能性が強まると考

えますが、区はそういったリスクを認識されてい

るでしょうか。 

○政策経営部長 様々な国の動向はございますけれ

ども、区は、住民の方の声に耳を傾けて、政策を

実現していきたいと、そのように考えております。 

○土屋のりこ委員 血を流していただく発言、その

後、言い換えられた言葉でいうところの国民に耳

触りの悪いこと発言の問題は、国民に犠牲を求め

る姿勢にあると私は考えます。 

  区はやりたいことがかなうまちを掲げますが、

住民に更なる負担を求めるような国の方向性と整

合性が取れていくのでしょうか。当区として、住

民福祉を尊重するために、どのような財政姿勢を

取るのか伺います。 

○財政課長 令和８年度予算の編成におきましても、

やはり多様な区民の方々のニーズに応えるように、

多方面に満遍なく予算の配分を行っておりますの

で、引き続き、区民の方、また事業者の方々のお

声に耳を傾けながら、必要な時期に必要な予算編

成をしていきたいと考えてございます。 

○土屋のりこ委員 構造改革の痛みというのは、常

にひとしく分担されてきたかどうかというと、や

はり低所得世帯であったり、子育て世帯であった

り、高齢者、障がいのある方に負担が集中する可

能性があるのではないかと心配をしているところ

です。 

  足立区としては、声に耳を傾けるにとどまるの

ではなく、弱い立場の区民を守る立場、明確にす

べきと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○区長 今回、１万円を全員に給付ということにな

りましたのも、かなり強い要望として、今までの

福祉的な施策が非課税世帯で終わっていると、実

際に夫婦共働きでいても、ライフステージによっ

て生活が苦しいというところがあるので、ただ単

にその所得だけで考えてもらっては困るというこ

とも、非常に強くいただいております。確かに、

低所得者、子育て世帯、負担が様々掛かるかと思

いますけれども、なかなか単純に割り切れないと

ころもございますので、状況に応じて、アンテナ

を高く広く張って、今どこに一番傷みが来ている

のかというようなヒアリング、私たちが情報をき

ちっと収集して、それに基づいて施策を展開して

いく、１０人いらっしゃいましたら１０人が満足

するということにはいかないまでも、ただ単に単

純に割り切るのではなくて、必要なところに必要

な支援が届くような、そんな私どもの姿勢が非常

に重要だと、また求められていると考えておりま

す。 

○土屋のりこ委員 今回の給付金のような全員にと

いうところは、皆がひとしくというか、物価高騰

の負担を強いられているという中で重要だと思い

ます。 

  それとは別に、そういった国会議員という立場

の方が発言をされているような痛みを伴うことが

当たり前というような姿勢にあってもらっては困

ると思いますので、今回取り上げました。 

  平和というのは、単に戦争がないことではなく、

安心して暮らせる社会基盤があるということだと
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思います。住民に痛みや犠牲を前提とする政治姿

勢は、平和都市宣言の理念には整合しないのでは

ないかと考えます。 

  国がどの方向にかじを切っても、足立区は区民

の暮らしを守る姿勢を明確に持っていただきたい

と思いますし、住民に犠牲を求める政治ではなく、

住民の暮らしを守る政治こそ、地方自治の役割だ

と思います。 

  痛みを伴う改革と言いますが、誰の痛みなのか、

少なくとも、足立区は弱い立場の区民に痛みを集

中させる政治とは一線を画してほしいと強く求め

ます。 

  管理職の皆さんには、是非このことを心に留め

て事業の実施に当たっていただきたいと求めるも

のです。 

  次に、ＡＩ時代の子育て事業の在り方について

伺いたいと思います。 

  先ほども、川村委員からチラシが出されました

が、私は、これです、こども誰でも通園制度のチ

ラシなのですけれども、ぱっと見、和やかな温か

な雰囲気だなというふうに思うんですけれども、

何となくよく見ると、ちょっと違和感があると思

うんですけれども、これは実写の写真なのか、Ａ

Ｉで作ったものなのか、結局どちらなんでしょう

か。 

○保育・入園課長 業者にも確認させていただいた

のですが、そちらは人であるというふうな回答は

得ております。 

○土屋のりこ委員 これは人であるということなの

ですが、いろいろデフォルメ、目のところが、あ

まりにも白目がないというところで、ちょっと違

和感があるんですけれども、もう一つ、こんなチ

ラシも、こんなものも配信されてしまっていたり

とかしてびっくりしたんですけれども、本当にＡ

Ｉではないのかなというところで、あまりにもデ

フォルメし過ぎると、事前に聞いたところでも、

ＡＩという意見であったり、実写だという意見で

あったり、実写にしても、ある程度加工されたも

のであろうというふうなことで、加工のし過ぎに

よって人間ぽくなくなってしまうというのもいか

がなものかと思いますし、何でこういうホラーな

チラシ、これとこれは一緒なのですけれども、ホ

ラーなチラシが届いたのかなということもあるの

で、もっと人間味を感じられる宣伝物の作成をし

ていただきたいなというところは求めたいと思い

ます。 

  この保育というところですが、ＡＩが取って代

わりにくい分野の一つだと思います。赤ちゃんの

目を見て、抱っこをしてあげて、声を掛けてあげ

る、そういった人間的なところが大事な分野です

が、とはいえ、いろいろ育児の悩みというのをＡ

Ｉに相談してみるということも、最近のママ、パ

パにはあるかと思います。私もよくＡＩのチャッ

ピーに相談をするんですけれども、直近だと、子

どもがスイミングで年上の子に嫌なことをされて

嫌がっているけれども対処法はということであっ

たりとか、子どもが海外で就職できるようにする

ための効率的な準備方法は何かとかということを

相談をしてみましたが、出てきた答えになるほど

というふうに感じました。 

  ちなみに、今３歳の子どもなのですけれども、

大きくなって海外で働く道筋を付けるのに、未就

学児の段階が最重要だというふうにチャッピーは

言っていましたが、何が大事だとＡＩが言うか、

教育長、いかがでしょうか。 

○教育長 ちょっと想像はできないのですけれども、

単純に言うと、やっぱり国際感覚というか、言葉

であったり、そういう文化を理解する力なのかな

と思います。 

○土屋のりこ委員 自己肯定感や主体性、好奇心を

育てることだそうで、自然体験、どこの地域を望

むかにもよるのですけれども、自然体験や外遊び、

音楽、あと、親が指示し過ぎず、自分で選択する

習慣づくりだというふうなことなのです。それな
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ら、できないことではないかなと思うんですが、

逆に避けた方がいいというのは、受験偏重、忙し

過ぎる習い事、親が指示し過ぎるというのは避け

た方がいいというふうなことで、それだと、子ど

もが将来日本で働いていくにしても、幼児期には

大事なことではないかなというふうに思うんです

が、そういった誰に相談したらいいかなと思うよ

うなささいなことでも、ＡＩだと当たらずといえ

ども遠からずな答えを用意してくれるので、大ざ

っぱな方向確認、こういう方向でやっていけばい

いかなというふうなことを考えることができるの

は、メリットかなと思います。 

  先日も、子育てアプリのおやこ手帳に、きかせ

て子育て訪問の案内が流れていましたし、また、

子育て家庭訪問事業も開始をされましたが、今の

時代、訪問相談に求められる質が変化しているん

だと感じます。情報提供という点では、ＡＩ等の

方が早く網羅的で役に立つので、従来のアドバイ

スを伝える訪問員であれば、あまり価値を感じな

いかもしれません。けれども、子育て家庭訪問事

業は、ポピュレーションアプローチであり、ＡＩ

では代替できない役割が重要になると思います。

関係をつくることでリスクを発見すること、伴走

支援がその役割だと思いますが、区の見解はいか

がでしょうか。 

○子ども政策課長 やはり、小さい頃から、そうい

った関係をつくる、また、親のそういう不安を解

消する、そういったもののポピュレーションアプ

ローチというのは大変重要だというふうに思って

おります。 

○土屋のりこ委員 ＡＩでは代替できないこと、家

庭環境の実際の様子を見るということであったり、

親の表情、疲労感ですよね、疲れているのかなと

か、そういったことを訪問によって感じ取るとい

うこと、誰かが自分を気に掛けてくれているとい

う安心感を伝えるということ、そういうことが、

人がやるという意味だと思います。 

  特にゼロ歳児家庭では、産後鬱や育児不安、パ

ートナー不安など、本人が自覚していないことも

多く、１年近く継続的に対面していくということ

の意味が大きいと思いますし、早期スクリーニン

グ機能として効果を発揮させてほしいと期待する

ところです。 

  この３月で開始して半年となりますが、実際に

訪問をしてからリスクを発見したというようなケ

ースはあるかどうか、どのようにそういったリス

クを把握し、つないでいく体制となっているんで

しょうか。 

○子ども政策課長 実施から約半年たっております。

その中で、重篤なというふうなお話はないんです

けれども、例えば、訪問の中で、子育てに不安が

あって、もしかしたら手を出してしまうかも、そ

ういったお母さんというのがいらっしゃいました。

もちろんそういった方については、こども家庭相

談課と連携を取って、入っていく、そういった御

家庭に入っていくかどうかというのを見極めさせ

ていただいて対応をしております。 

○土屋のりこ委員 分かりました。ありがとうござ

います。実際にそういったことがあるということ

で、ポピュレーションアプローチとしての機能も

発揮し出しているかなと思います。 

  先ほどもありましたように、利用率がまだまだ

上がらないというのは、典型的な初期課題かなと

思いますが、ただ、当区の場合は、単なる広報不

足ということではなく、メリットがよく分からな

くて、訪問員に会うという心理的コストが大きい

というような状態ではないかなと思います。そう

いった状態を改善するために、これまでも提案し

てきたことですが、一つは、絵本を読み聞かせす

るメリットの広報と訪問時に直接、絵本等物品を

手渡しするやり方に代えて、訪問に直接的なメリ

ットを感じやすくすることというのはマストでは

ないかと思うんですけれども、今後、こういった

ことを切り替えていくということについていかが
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でしょうか。 

○子ども政策課長 こちらの事業につきまして、当

初、区の方でも、直接お渡ししながら、読み聞か

せ等のレクチャーをする予定でございました。た

だ、このプロポーザルの話の中で、そういったこ

とも含めて、こちらの事業者、優秀ということで

契約をしております。 

  土屋委員おっしゃるとおり、今後については、

そういったことも、別の展開の、事業の展開も含

めて、検討してまいります。 

○土屋のりこ委員 契約もあるとはおっしゃられま

すが、是非検討していただきたいという言葉どお

り、検討していただけたらと思います。 

  利用率が低いということは、支援が必要な家庭

ほど利用していなくて、孤立家庭を取りこぼして

いるかもしれないということではないかと思いま

す。訪問員さんは、あなた専属の子育てコンシェ

ルジュだよと打ち出すとか、つながることで安心

できる社会インフラ、子育てインフラだという理

解を広げ、１００％に届く利用率を目指していた

だきたいと期待するところです。 

  もう一つ、絵本の読み聞かせについても少し触

れておきたいところですが、次々新しい研究もさ

れていて、幼児の心身の発達にどう影響を及ぼす

か、知見が積み上がっています。 

  東北大の研究チームが、小児科学の専門誌に発

表した論文では、環境省の全国調査データを用い

た分析で、１歳から３歳時点の保護者による読み

聞かせによって、言語能力における影響に加え、

粗大運動や微細運動、問題解決、社会との関係な

どにも好影響が優位に示されたということです。 

  発達の遅れを心配する子どもに対しても、改善

効果が見られたということや発達への悪影響が懸

念されるデジタルデバイス等の長時間利用を減ら

す役割も期待されるというところです。 

  私自身、議会中だったり、仕事が忙しいときは、

子どもが読んで読んでと本を持ってくるんですけ

れども、家事を優先せざるを得ず、ぐずる子ども

にテレビで、はい、ではしまじろうを見ておいて

とかと言っちゃうということも結構あって、そう

いうときはため息をついてしまうんですけれども、

乳幼児を育てる家庭では、似たような悩みを抱え

る人も多いだろうと思います。 

  絵本や動画とのほどよい付き合い方であったり、

子どもが絵本を好きになってくれなくて困ってい

ると感じているところには、特にその悩みが解消

するような働きかけであったり、こういったやり

方で十分効果があるんだよというふうな安心感で

あったり、この子育て訪問事業を通して、工夫し

て伝えていっていただきたいと思いますが、どう

いう工夫の仕方ができるか、区の考えはいかがで

しょうか。 

○子ども家庭部長 我々、就学前の絵本の読み聞か

せ、かなり重要だと思ってます。そのためにこの

事業を組み立てましたが、やはり訪問して、その

絵本を紹介するとか、読み聞かせのタイミングが

ありますので、そこでしっかり保護者の方に伝え

ていくような仕組みを構築していくことが重要だ

と考えております。そういうことを踏まえた上で、

更にいろいろな意見もありますので、何を配った

らいいかというのは、今後検討してまいりたいと

思います。 

○土屋のりこ委員 何を配るかについては、欲しい

ものという考えもありますが、やっぱり、とはい

え、絵本というものがなくならないだろうとは思

いますので、そういったところで、やっぱり人間

が、親が読むこと、そして、動画を見ることをゼ

ロにはもうできない時代だと思いますので、そう

いったことと絵本の使い分けですか、遊び分けと

いうことであったり、そういったことで、乳幼児

を育てておられる親御さんたちの気持ちが少しで

も楽になるのであれば、軽くなるのであればいい

なというふうに思います。 

  読み聞かせも、親や人間の声を子どもが聞くの
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と、デジタルで、電子図書館とかもありますが、

デジタル音声を聞かせるのでは、子どもの脳の発

達に及ぼす効果が違うというふうに研究結果、出

ているものもあります。 

  特に発達段階の子どもにとって、人間が関わる

ことの効果は重要なので、区の各種子ども関係事

業においても、人間味というところを大事にして

ほしいなと思います。 

  あと３０秒なのですが、フードパントリーのこ

とと災害対策と環境とちょっとやりたかったんで

すけれども、今日はちょっと時間がないので、ま

た最終日ですか、時間があれば、環境のところは

是非やりたいので、お待ちいただけたらと思いま

す。今日はこれで終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から質疑があ

ります。 

○横田ゆう委員 日本共産党の横田ゆうです。２０

分間です。よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、生活保護受給者の介護サービス利

用について、一つケースを紹介します。８０歳の

お母さんと息子の２人暮らしで、母の主な病気は、

認知症、脳腫瘍末期、子宮筋腫、てんかんの発作

を年に数回、子宮筋腫は大きいため排せつ障がい

があり、バルーンカテーテルを留置、便は浣腸し

なければならない状況です。息子さんは５０代、

結婚はしておらず、母の介護を行っています。看

護小規模多機能型居宅介護を利用しながら仕事を

していました。ところが、介護者の息子さんが心

臓病になり、開胸手術をし、仕事を辞め、生活保

護を申請、受給することになりました。困り果て

た息子さんと、そして、看護小規模多機能のケア

マネジャーが生活保護の申請に行くと、ケースワ

ーカーから、看護小規模多機能はぜいたくですか

らねと言われたそうです。そのときには、はっき

りと使っては駄目とは言われなかったため、その

後、問合せをしたら、最初は適正化で検討してい

るということでした。その後、医療訪問介護が週

１回と介護小規模多機能を同時に使う必要はない、

お金の掛からない在宅プランに切り替えてという

ように言われたそうです。これまで看護小規模多

機能を利用することにより、御本人が食事をほと

んど取れないときには、往診医の指示で点滴を打

つことができ、てんかんの発作のときには、いち

早く察知し、適切な対処を行うことができました。

主治医に確認をして方針を決めると言っていたの

に、一番状況が分かっている往診医の先生には意

見を聞かずに、方針を決定しています。主治医は

後からこのことを聞いて憤慨し、意見書を福祉事

務所に出しましたが、決定は変わりませんでした。

福祉事務所は、専門外である医療の状況について

確認をせずに、方針を決めてもいいのでしょうか。 

○足立福祉事務所長 今、横田委員からお話のあり

ましたケースなのですけれども、このお母さんの

方が退院されて、今在宅に移ったということで、

１年ぐらい、大分前というふうに聞いてますけれ

ども、その際に、在宅になった後の主治医がおり

まして、その主治医の方に区の福祉事務所は確認

をして、その結果、今落ち着いているので、看護

小規模多機能型居宅介護のサービスは外して、通

常の介護サービスでいいのではないかという御意

見をいただいたというところを確認しております。 

○横田ゆう委員 そうしますと、その主治医という

のは、ちょっと違うところに掛けたんでしょうか。

息子さんと地域包括支援センター、看護小規模多

機能のケアマネジャーと在宅のケアマネジャーが、

みんな一斉にそろって集まり、そして、この方に

対しては、看護小規模多機能が必要だということ

で、看護小規模多機能を使う、こういう結論が出

たわけです。このときに、その後にも、先生の方

から意見書は出しておりますけれども、そこは経

過はどうなってるんでしょうか。 

○足立福祉事務所長 私の方で確認したところ、入

院していたときの主治医の意見書については、介

護★★適正化専門員の方は確認してないというふ
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うに言ってたんですけれども、先ほど、横田委員

がおっしゃったサービス担当課会議ですか、サー

ビス担当者会議、これに関しては、先ほど言った

在宅になった後の主治医の御意見を伺ったので、

福祉事務所としても、その看護小規模多機能型居

宅介護を外していいのではないかということを担

当のケアマネジャーの方にお話をして、そのサー

ビス担当者会議の中では、息子さんもいた中で、

一旦、看護小規模多機能型居宅介護を外していき

ましょうというふうになったというふうに伺って

おります。 

○横田ゆう委員 意見書を上げたという、主治医の

意見書は受け取ってないんでしょうか。 

○足立福祉事務所長 すみません、そのあたり、担

当の該当の福祉課の方に確認してません。申し訳

ございません。ただ、その専門員の方は確認して

ないというふうに言ってました。 

○横田ゆう委員 こちらの方で、この件について、

やはり往診医の方が憤慨されたというふうに言わ

れています。その決定がされた後に、非常に大変

な、主治医の方が憤慨されて、意見書を出したと

いうことになっておりますので、それが分からな

いとすると、どこかで迷い込んでるとか、連絡が

うまくいってないとか、そういうことになると思

うんですが。 

○足立福祉事務所長 その意見書については、早速

確認したいと思いますけれども、ただ、専門員で

すとか、ケースワーカーについては、決して先ほ

ど看護小規模多機能型居宅介護、略して看多機で

すけれども、看多機については、一時的に今の落

ち着いているということで外しましたけれども、

症状、状況に変化があったらいつでも御相談くだ

さい、御連絡くださいということは、担当のケア

マネジャーには申し上げてますので、決してそれ

が必要ないというふうな判断をしているわけでは

ございません。 

○横田ゆう委員 分かりました。それから、もう一

つは、ケースワーカーの方、福祉事務所の職員さ

んですね、それが看護小規模多機能型居宅介護は

ぜいたくだというふうな発言をしたということで

聞いておりますけれども、それは適切ではないと

思いますが、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 もしそういった発言があった

とすれば、確かに不適切な発言だと思いますので、

後ほど確認して、もし発言しているということで

あれば、しっかりと指導してまいりたいと思いま

す。 

○横田ゆう委員 しっかりと指導していただきたい

というふうに思います。 

  それから、この方は、この看護小規模多機能型

居宅介護は利用できなくなったということで、デ

イサービスを今利用しているということなのです。

しかし、せん妄がひどくなり、デイサービスでは

点滴もできないし、浣腸も対応が難しいといって、

このデイサービスからお断りされたそうです。次

のデイサービスを一生懸命探しているという状況

ですけれども、大変ケアマネジャーも御苦労なさ

っております。やはりケアマネジャーですとか、

看護師、医療が適切な介護サービスというふうに

認める看護小規模多機能の利用を認めていただき

たいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 現在の状況、また再確認させ

ていただきまして、必要ということであれば、是

非サービスを利用するということでやっていきた

いと思います。 

○横田ゆう委員 やはり、病気などで、誰もが生活

保護を受けることになる可能性はありますし、特

に高齢者が、低い年金制度の下で生活保護を受け

ながら介護保険制度を利用するケースが多くなっ

てきておりますので、高齢者の尊厳が守られるよ

うな介護扶助の適切な運営をお願いしたいという

ふうに思います。 

  それから、次に、新年度予算では、共産党が昨

年予算要望書を出した要望が実現をいたしました。
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これまで生活保護受給者に対しては、請求した３，

０００人の方にしか送付されなかった健康診査受

診票を４０歳以上の全員１万９，０００人に送付

する予算が付きました。我が党は、毎年、区内の

団体と予算懇談会を行っていますが、その中で、

医療機関から病気を早期に発見するためには、健

康診査が重要である、ふだんから、医療にかかり

にくく、病状が悪くなってから受診することが多

い生活保護受給者に無料の健診をと要望されてい

たものです。予防に力を入れるということは非常

に重要と思います。普通だと、社会の、会社の健

診や国保の健康診査などを受けてきた人が、生活

保護を受給すると同時に受けられなくなるんだと

いうのが、これまでの現状でした。新年度からは、

全員が受けることができるようになったのは、大

きな改善と思っています。 

  健診科目は国保の健診科目と同じでしょうか。 

○衛生管理課長 今、横田委員御指摘の健診なので

すけれども、国保だと特定健診というところ、ほ

ぼほぼ同じ内容の健診になります。 

○横田ゆう委員 分かりました。そして、交付する

衛生部の方は、生活保護を受給することになった

ということは、福祉事務所から情報をもらわない

と分からないと思いますけれども、どのような仕

組みで共有するのでしょうか。 

○衛生管理課長 これまでも、今年度までも、３，

０００人対象に受診券を送付してるところなので

すけれども、仕組みとしまして、生活支援推進課、

こちらの方で健康管理が特に必要だなと思われる

生活保護受給者の方、抽出していただきまして、

そちらの方のデータを頂いて、衛生部で受診券を

送付した形になります。今度から、４０歳以上の

受給者の方全員に送付する、そのデータを頂く形

で進めてまいりたいと思います。 

○横田ゆう委員 分かりました。よろしくお願いい

たします。 

  ２月２日の地域保健福祉協議会介護保険・障が

い専門部会の中で、地域包括支援センター業務委

託の公募型プロポーザルによる事業者の特定結果

についての報告がありました。 

  各団体の代表の皆さんから懸念の意見がたくさ

ん出されました。新しい法人になって住民の方々

が安心して今までと同じように利用できるように

行政としてフォローしていただきたいという御意

見、それから、これまでやってきた包括から場所

が変わった場合など、相談窓口だけでなく、体操

や予防教室の場所が変わったり、混乱がないよう

にしてほしいという意見、それから、プロポーザ

ルの導入で、点数を付けて差を付けることで、包

括の方々に萎縮効果があったら困るという御意見、

評価項目の中に、人材難の中で、人員コストに対

する基準の考え方はどうなっているのかなど、多

くの意見が出されました。 

  これまで長年随意契約でやってきたものをプロ

ポーザル導入に至ったきっかけと経緯を教えてく

ださい。 

○高齢者施策推進室長 地域包括支援センターは、

２００６年の介護保険法の改正に伴いまして、創

設されました。当時は、なかなかやれる事業者と

いうのが少なかったので、随意契約という形でや

ってきましたけれども、時が進んでくる中で、競

争性というところも、自治法にもうたわれており

ますので、ただ入札ではやはり適さないというと

ころで、プロポーザル方式ということで準備を進

めて、今年度から始めたところです。 

○横田ゆう委員 地域包括支援センターというのは、

対人支援の仕事であり、信頼関係の積み上げが大

切な仕事であると思います。事業の継続性が求め

られる仕事であることを認識していただきたいと

いうふうに思います。 

  東京２３区の中で、プロポーザルを導入してい

る区は５か所しかありません。地域包括支援セン

ターの数が同じ程度の練馬区に聞いてみました。

練馬区は、プロポーザルを令和３年から始めまし
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たが、全部で２７か所あるうち、区有施設の中に

ある包括は１６か所、ここではプロポーザルを行

っていますが、特養に委託している包括は、プロ

ポーザルはしていないということでした。足立区

の場合は、区有施設の中に包括があるのは２か所

だけで、ほかは特養や民間が２３か所であり、プ

ロポーザルで事業者が変わった場合、場所も職員

も変わってしまいます。区内のこれまでの場所の

変わった地域包括では、高齢者が間違えて以前の

包括の場所に行ってしまい、職員がそこに駆けつ

けたりとか、高齢者が遠くなってしまって体操に

通えなくなってしまったなどの声が寄せられてい

ます。 

  区内のセンター長は、今までの信頼関係が５年

で違うところになるのは、相談支援だけではない

包括の教室から自主グループができ、その支援も、

そして絆のあんしん協力員との関係など、引き継

ぐのは大変難しいと話されています。 

  現在のようなプロポーザル制度はやめるべきだ

と思いますが、いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 確かに長い期間、今まで請

け負っていただいた法人の方々との信頼関係とい

うのは、地域の方と非常に結ばれているというの

は、包括が今回変更になった地域を説明に伺った

ときに非常に感じました。ただ一方で、包括の方

としては、今回のプロポーザル対象になったとこ

ろですけれども、確かに資料の負担とかはかなり

あったけれども、一から自分たちの運営を見直す

きっかけにもなったということで、前向きな御意

見もありました。新たな地域の方との気付きとい

うところからも、見直していただく、漫然と業務

をやっているのではなく、こういったことをきっ

かけにやっていただくというのは、非常に重要な

ことだと考えておりますので、プロポーザルは、

今後も、年に３か所ずつ実施をしていく予定でお

ります。 

○横田ゆう委員 大田区でも、プロポーザルを行っ

ているということで聞いてみました。大田区では、

随意契約を行っている事業者が閉鎖をしたり撤退

をした場合のみプロポーザルをしているというこ

とです。あまりにも問題がある場合には、プロポ

ーザルも検討はするかもしれませんけれども、ど

この包括も評判がよく、プロポーザルをすること

はないと、必要がないということでした。 

  この件で、足立区内の包括は、プロポーザルが

始まり、２５包括がライバル、戦々恐々としてい

る、また、５年後、包括が取れるか取れないか、

これが先の事業の見通しが立たないという声もあ

ります。実際にプロポーザルを行うことで、地域

の利用者にも負担が掛かり、包括の職員にも評価

表の作成など負担が重く、区の職員も事務量が膨

大になり負担が多い、このようなプロポーザルの

在り方は、受託している地域の包括の意見をよく

皆さんから聞いて見直すべきではないでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 地域の方へ御負担を掛ける

というのは、これはあってはならないことだと思

っております。今回、事業者が変わったところに

関しましても、今正に引継ぎをやっていただいて

おりますけれども、新しいところとこれまでのと

ころが一緒に行って、顔つなぎをしたりというこ

とで、区民の方には御迷惑が掛からないような形

で、しっかりと引継ぎをやっていただいておりま

す。 

  また、包括への負担というところですが、確か

に、今回３か所プロポーザルやってきまして、職

員の負担ともかく、包括側に資料をかなり作って

いただく、また、プロポーザルをやりますと、そ

の後、プロポーザルの評価、それから介護保険法

の評価と評価を二つ受けていただくというところ

での負担はかなりありますので、そこの部分につ

いては、見直しを今後図っていきたいというふう

に考えております。 

○横田ゆう委員 分かりました。今導入したばかり

ということで、いろいろな意見が出ると思います
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けれども、よく意見を聴取して、今後、見直しも

含めて考えていただきたいというふうに思います。 

  次に、包括の委託料についてですが、私の第４

回定例会で委託料を値上げすべきという質問に対

して、区は検討するという旨の答弁がありました

が、どうなりましたでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今年度の掛かった事業費の

精算、間もなく来ますけれども、どれだけ人件費

に掛かったかという書類もお出ししていただく形

になっております。それを見た上で、また今度、

人件費の高騰分も加味しまして、令和８年度の委

託費は見直す方向で、今正に検討しております。 

○横田ゆう委員 やはり足りていない場合というの

は、包括の運営を維持するために、併設の介護事

業所から持ち出しているということになります。

一緒に併設している事業所というのは、特養や老

健やヘルパー事業所、そもそも介護報酬が低いと

ころから捻出し、包括に補塡しているということ

になりますので、是非、包括が委託費で運営でき

ることを基本にしていただきたいというふうに思

います。 

  そして、地域包括支援センターの職員は、ほか

の介護職場から、 

○伊藤のぶゆき委員長 横田委員、時間です。 

○横田ゆう委員 それではちょっと時間が足りない

ので、次回に持ち越して、あしたまた質問させて

いただきます。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。再開は午後２時５５分とい

たします。 

午後２時３６分休憩 

午後２時５５分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  自民党から質疑があります。 

○くじらい実委員 休憩後、自民党の枠の残り、前

半２０分を担当します自民党のくじらい実です。

よろしくお願いします。 

  私、昨年の決算特別委員会も委員として出させ

ていただきまして、今回、予算特別委員会も務め

させていただくんですけれども、実は、初当選か

らずっと決算特別委員会は毎年出させていただい

て、予算特別委員会は今回２回目、初当選から２

回目ということで、６年ぶりの予算特別委員会を

やらせていただくんですが、実は、前回の予算特

別委員会に出たときは２０２０年、ちょうどコロ

ナの感染が始まった頃でして、予算特別委員会を

やってるときに、区内の施設で初めて感染者が出

たという話がありまして、ちょうど６日間の予算

審議がたしか４日間ぐらいに短縮されてしまった

時期だったのかなと思って、今回は、これから何

があるか分かりませんけれども、しっかり６日間、

予算審議、取り組んでいきたいと思いますし、ま

た、地域の要望なども含めて質問していきたいと

思いますので、執行機関の皆様におかれましては、

是非前向きな答弁をお願いしたいと思います。 

  まず初めに、午前中からずっと質疑がありまし

た。工藤委員長はじめ、ほかの委員も触れていた

だいておりますが、予算案について、私の方から

も少し、ちょっとなぞるような形になってしまい

ますが、幾つかお聞きしたいと思います。 

  まず、令和８年度の予算案が３，６９６億円で、

前年度比プラス２２３億円ということですが、昨

年の決算特別委員会におきましても、私の方から、

年々膨らむ予算案に対して、予算を必要とすると

ころにはしっかりと予算措置をしていくべきであ

りますけれども、予算編成に当たっては、精査も

含めてしっかり取り組んでほしいという質問もさ

せていただきました。 

  また、今回あらましの２ページにありますよう

に、前年度比２２３億円の増のうち、約２０６億

円が区の裁量が及びにくい増要因と示されており

ます。その２０６億円の増のうち、人件費で４２

億円の増と、人件費が一番増えているところなの



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５４  

 

ですが、これについてはどう分析して、来年度以

降の区の予算にどのくらい影響を及ぼすと考えて

いらっしゃいますでしょうか。 

○財政課長 くじらい委員おっしゃるとおり、人件

費の増が非常に大きくなってございます。こちら

に記載している４２億円というものは、区の職員

と会計年度任用職員の方の給与費、報酬のみで、

４２億円の増となっております。この他、施設管

理ですとか、維持補修の委託経費というものにも

含まれる人件費もございますので、そういったも

のも含めますと、かなり大きな金額、６２億円ほ

どということで今見ておりますが、増加となって

ございます。 

  やはりこの人件費につきましては、賃金も上が

っている状況がありますので、次年度以降も当然

増えていくと予想してございます。上昇率がまだ

分からない部分もありますので、具体的な金額規

模というところは、今のところ、予想は困難です

が、やはりここ数年伸びている伸び率などを踏ま

えますと、かなり大きくなっていくのは想定でき

ますので、そちらに備えて予算組みの方も考えて

いきたいと考えてございます。 

○くじらい実委員 今、お話あったとおり、職員や

会計年度職員も含めてということで、そのほかに

も、委託契約などの人件費というところも、これ

から当然考えていかなければいけないのですけれ

ども、例えば、契約課で行っている入札とか業務

委託契約などの人件費というのは、どういう形で

捉えていらっしゃいますか。 

○契約課長 区の、例えば、工事の契約でございま

すと、最新の設計労務単価等々を基に積み上げて

いるところでございます。また、業務委託等につ

いても、下見積りを取ったり、また、実勢価格を

調べたり、今、業務項目ごとに想定単価を基にし

て、各担当課で積み上げているものでございます。 

○くじらい実委員 この人件費の高騰というのは、

当然物価高の、急激な物価高にも伴って、当然人

件費の高騰というところも、これから大きな課題

としてはあるのかなと思っております。 

  これからの物価高の上昇ですとか、人件費の高

騰に対しては、どういう形で対応されるんでしょ

うか。 

○契約課長 例えば、公共工事の場合ですと、イン

フレスライドの適用となる工事については、協議

の上、新単価を適用するといったことで、契約の

変更を行っていったりですとか、また業務委託等

についても、国からの労務費の適切な転嫁のため

の指針というものが出ておりますので、そういっ

たものを基に、事業者等適切に協議をして、必要

があれば、契約を変更していくということで対応

してまいります。 

○くじらい実委員 恐らく事業者側としても、物価

高とか人件費の高騰というのが、かなり事業に響

いてきてると思いますので、そこら辺の対応もし

っかりしていただきたいと思います。 

  それと、昨年度は、私、監査委員を務めさせて

いただいた経緯もありますけれども、その当時か

ら、事務事業評価について、形式的な指標設定が

見られるとか、事務事業の目的と指標の不整合が

見られるとか、ちょっと見直しをするべきだとい

う御意見も、昨年度の時点からあったかと思いま

すが、この事務事業評価については、現在進捗状

況、いかがでしょうか。 

○財政課長 この間の監査委員ですとか、区民評価

委員、また議会の皆様方から、事務事業評価調書

等の指標の設定等について、様々御意見をいただ

いてございます。 

  今年度の財政課におきまして、全６３７の事業、

総点検いたしまして、点検の結果、課題が見られ

た約半数以下の４５．５％の事業、見られており

ますので、現在財政課と所管課によって、指標の

見直しなどというのを今、行っているところでご

ざいます。 

  令和８年度の事務事業評価調書への見直しの内



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５５  

 

容を反映させていきたいと考えてございます。 

○くじらい実委員 しっかりこの事務事業評価、形

だけではなくて、実効性のある事務事業評価をし

ていただきたいと思います。 

  それと、我々自民党で勉強会が以前ありまして、

令和８年度は間に合わないんですけれども、令和

９年度から、補正予算ありきではなくて、年度初

めの当初予算をしっかりしていく方向性を考えて

いるということで、自民党の現在の政調会長の方

が研修を行った際に、そういう発言をされており

ました。私も、やっぱり当初予算をしっかり組ん

で、当然補正予算というのは、その都度その都度

検討が必要だとは思うんですけれども、やっぱり

当初予算の重要性というか、大事さというのが、

これ年度に賭ける意気込みだと思いますので、そ

ちらにしっかり年度の当初予算を示していただき

たいなと思っております。 

  昨年も、決算特別委員会でも質問したんですけ

れども、これもちょっと重複になりますけれども、

年度内に減額補正とか契約差金によって発生した

不用額については、有効活用すべきだということ

で、昨年質問させていただきましたけれども、令

和７年度については、まだ年度終わってませんが、

そのようなケースがあったのかお伺いします。 

○財政課長 年度の早い時期の減額補正ですとか、

不用額などというものにつきましては、有効活用

するように努めてまいりました。 

  令和７年度で申し上げますと、先ほど少しお話

が出ました全区民を対象とした現金の１万円給付、

あちらの４５億円というところに充てるような原

資となっているかと理解してございます。 

○くじらい実委員 しっかり減額補正とか、契約差

金、契約差金によって現れた減額補正とか、しっ

かり有効活用していただきたいなと思っておりま

す。 

  当然、無駄な予算を組まないためにも、精査と

いうのが必要だと思うんですけれども、これは令

和８年度の予算編成に当たってはいかがでしたで

しょうか。 

○財政課長 先ほど申し上げた事務事業評価の見直

しというのも一つの視点かと思いますけれども、

予算編成方針の中で、しっかりと全庁的に、不用

額の精査ですとか、契約差金の出ないような形で

の見積りの取り方ですとか、そういったところ、

あと、低執行率の事業については、特に厳しく査

定の方も行っておりますので、そういったものを

踏まえまして、全庁的に予算を編成する中で、約

３０億円ぐらい削減することができましたので、

一つの成果と捉えてございます。 

○くじらい実委員 こちら財政の方、質問最後にな

りますが、当然、令和８年度予算組んだ後、これ

から年度は進んでいけば、補正予算という話も恐

らく出てくるかと思います。先ほどの契約差金等

による減額補正によって生み出されたお金という

のも恐らく出てくると思うんですけれども、ここ

の補正予算を組むに当たって、特に重点を置いて

考えていることというのは何でしょうか。 

○財政課長 今年度におきましては、特に長引く物

価高騰の影響を受けている区民の方々、また事業

者の方向けへの支援というところに特に注力して、

補正予算を組ませていただいてございます。 

  今の社会情勢の変化というところは、日々変わ

ってございますので、そういったところにアンテ

ナを高く広げまして、また区民の方、事業者の方

のお声も伺いながら、適切な時期に補正予算等必

要があれば、ちゅうちょせずに組みたいと考えて

ございます。 

○くじらい実委員 しっかり区民に寄り添った財政

運営をしていただきたいと思います。 

  次に、竹の塚の方の話をさせていただきます。 

  まずは、あらましの３６ページで、竹の塚のエ

リアデザイン計画、載っております。千住と竹の

塚がまだエリアデザイン計画策定予定ということ

で、千住の方は、令和９年度計画策定予定と書い
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ておりまして、竹の塚は計画策定に向け検討中と

なっております。予算としては７，１５０万円が

計上されておりますが、今までも何度か質問させ

いただきました竹の塚のエリアデザイン計画、な

かなかちょっと策定まで至らない部分があるんで

すけれども、確認ですけれども、引き続き、まだ

これは駅前の駅周辺のまちづくりを優先するとい

うことで、竹の塚のエリアデザイン計画策定は、

中長期的な考えで、これからの策定時期というの

はまだ見通せないですが、今後検討していきます

ということでよろしいですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 くじらい委員おっ

しゃるとおり、ＵＲの団地の再生の方向性という

のがまだ示されていない状況です。つきましては、

引き続き、方向性について、区の方からＵＲに依

頼していくのと、それと併せて、検討を行ってい

ければと考えております。 

○くじらい実委員 分かりました。策定は先になる

にせよ、以前、昨年、伊藤幹事長の代表質問でも

ありましたけれども、まちづくりの有識者会議、

それを見て、事業化も令和８年度考えていきます

と話がありましたけれども、まちづくりの有識者

会議で、何か、どういう形の認識が示されたんで

しょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 昨年、令和７年の

２月から８月にかけて、有識者会議を開催してお

りまして、そちらで、ウォーカブルなまちづくり

の考え方ですとか、あと駅前の顔づくりの考え方

について、御意見を伺っている状況でございます。 

○くじらい実委員 多分、ウォーカブルなまちづく

りとか駅前の顔づくりと、幾つか出たとは思うん

ですが、一番重要なポイントになるのは何かあり

ましたでしょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 具体的な意見とし

ましては、やはり竹ノ塚駅に降りたくなるような

駅前空間づくりですとかしつらえ、そういった、

あと住まわれてる方が活動できれ場、居場所等、

つくっていく方がいいのではないかという御意見

をいただいております。 

○都市建設部長 若干補足させていただきます。 

  やはりもともと竹の塚のエリアデザインのきっ

かけと言っては何なのですが、やはり体感治安の

向上とやはり自転車のマナーの向上というものが

ずっとありました。その中でも、有識者の方から

御意見いただいた中では、交通広場の造り方であ

ったりとか、あとは、体感治安向上のために、な

かなかイメージを改善するようなまちづくり、し

つらえにする必要性があるのではないですかとい

うことで、先ほど、エリアデザイン計画担当課長

が答弁した内容について御意見をいただいたとこ

ろでございます。 

○くじらい実委員 いろいろ長期的な視点でやらな

ければいけないということは変わらないと思いま

すけれども、このまちづくりに対する有識者会議

の意見もしっかり取り込んでいただきたいと思い

ます。 

  当然、竹の塚のエリアデザイン計画、東口だけ

ではなくて、西口の方も入ってくる、広範囲にな

ると思いますけれども、特に今気になってるのが、

西口にあります旧竹の塚保健センター跡地の場所

なのですが、今、きれいにコンクリート舗装され

まして、周りが囲われて、何もない状態なのです

けれども、ちょっと地域の方から、やっぱりあそ

こを何に使うんですかという問合せはかなりあり

ます。隣がもう２６１号線の用地で、かなりそち

らの土地も空いてるので、そちらは道路ですよと

説明はしやすいのですけれども、保健センター跡

地については、これ何に使いますかという御意見

があるところで、なかなか答えづらいなというと

ころが今現状ありますが、今現在、区では、この

２６１号線の横の保健センター跡地、どういうふ

うに活用方法を考えていらっしゃいますか。 

○資産管理課長 現在ですけれども、今、竹の塚エ

リアデザインのお話がありましたけれども、２６
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１号線が通った暁には、あそこの土地も竹の塚の

にぎわいに資するような土地として活用できると

思っていますので、エリアデザインの中でどうい

う位置づけになるかというところはありますけれ

ども、そういった地域のにぎわいに資するような

活用ができればいいのかなというところで考えて

いるところでございます。 

○くじらい実委員 いろいろ地域の方からも、あそ

こ２００人ぐらい入る★★造ってほしいという御

要望もあるんですが、やっぱり２６１号線が開通

していかないと、現実味が帯びてこないのかなと

いう、ちょっと認識はあります。今、本当に何も

ないところですので、例えば、もうすぐに撤去で

きるような、例えば、バスケットゴールを置いて

あげるとか、しぶや委員も質問されてますけれど

も、簡単なアーバンスポーツでできるような、す

ぐ撤去できるようなものが、もし設置できるので

あれば、もうこの２６１号線がいつ完成するか分

からない状況の中で、暫定的な使い方もできるの

かなと思ってるんですけれども、こういうイメー

ジでいうと、若者の活動の場所をちょっとつくっ

てあげるという、そういう使い方は検討されます

か。 

○資産管理課長 いずれにしても、今、アスファル

ト舗装したというところにおいては、目的として

はやっぱり暫定利用というところ、目線として今

回整備させていただきました。 

  今、くじらい委員、お話しいただいたバスケッ

トゴールとかアーバンスポーツというところまで、

どこまでできるかちょっと分かりませんけれども、

どういった暫定利用、できれば、イベントとかそ

ういったもので使ってもらえないかなと思ってい

ましたけれども、どういったことができるかとい

うところは、ちょっと研究させていただければと

思います。 

○くじらい実委員 是非検討いただきたいと思いま

すし、もう一つお願いとしては、やっぱりあそこ

の地区が、伊興自治会の自治会さんの地域になる

かなと思います。ちょうどたまたま昨日、自治会

さんから、自治会の中でこういうアンケートを取

って、どういう活用をしたいかというアンケート

を取りますというお話が来ました。恐らく自治会

さんからも、こういうのをつくってほしい、ああ

いうのをやってほしいというアンケートが今集ま

ってるのかなという状況ですので、そういう地元

の地域の皆さんの声も是非受入れてもらいたいと

思うんですけれども、いかがですか。 

○資産管理課長 今、お話しさせていただいたよう

に、暫定利用というのをこれからしっかり考えて

いきたいと思っていますけれども、くじらい委員、

せっかくそうやって地元の方々の御意見というこ

とを今やってるというお話をいただきましたので、

しっかり地元のまず御意見を賜りながら、活用の

ことを考えていきたいと思います。 

○くじらい実委員 是非、西口のそこの旧保健セン

ター跡地は、恐らくこれからの西口の目玉になる

のかなというところでも考えておりますので、今

後、長期的な検討も必要だと思いますけれども、

是非、前向きにお願いしたいと思います。 

  それと、今度４月から竹ノ塚駅の高架下を利用

したたけのつカー＆パークが始まるということで、

こちらの企画は、今までまちづくりに対して町会

とか自治会、商店街とか、声が大きかった方では

なくて、今までそういうところに関わってなかっ

た方が、まちづくりに接点を持っていただくとい

う趣旨であると思いますが、それについていかが

でしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 くじらい委員のおっし

ゃるとおり、町会や自治会、商店街に加入されて

いない方々や行政がコンタクトを取りたくても取

れなかった方々の声も拾っていく場としていきた

いと考えております。 

○くじらい実委員 特に、今度３月２０日、先立っ

てぐるぐる博ｉｎたけのつかもまた開催されると
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思うんですけれども、そちらも同じような趣旨だ

と思いますが、昨年、たしか雨の中で開催されて、

かなり寒かったというのも印象あります。どれく

らいいらっしゃったのかなとか、あと出店数とし

てはどれぐらいあったのかなと思ってるんですが、

そちらについてはいかがですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 昨年の実績としまして

は、出店数は１６店舗、来場者数は１，２４３名

となっております。 

○くじらい実委員 今回は、また昨年の経験を生か

して開催されると思うんですけれども、昨年とち

ょっと大きく変わった点とか何かございますか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 大きく変更した点とし

ては２点ございます。 

  １点目は、昨年度はスペースの関係で、会場を

２か所に分散していたんですが、今年度は高架下

１か所での開催になります。 

  あと、２点目は、たけのつカー＆パークは、メ

インターゲットを若者としていますので、学生た

ちが出店するブースや当日の運営の一部を学生に

お願いするといった若者がたけのつカー＆パーク

に関われる、参画できる機会をつくっております。 

○くじらい実委員 学生さんを含めて、若者になる

べく参加してもらいたいということなのですけれ

ども、そうすると、今度４月からの高架下のたけ

のつカー＆パークについて、こちらの出店者はど

ういう形で募る予定なんでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 たけのつカー＆パーク

の利用は、４月１日からオンライン申請フォーム

にて受付を開始いたします。 

  申請後は、スタッフとの事前相談で、具体的な

活動内容を決めていき、内容に問題がなければ実

施という流れを取っていきたいと考えております。 

○くじらい実委員 最後にしますけれども、御参加

いただいた出店者の方から、どういう形でまちづ

くりの御意見を聴取して、どういう形で反映して

いこうという考えでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 意見の集約方法につき

ましては、単にアンケートという形ではなく、日

常のコミュニケーションを重ねながら声を拾って

いきたいと考えております。いただいた御意見等

については、たけのつカー＆パークの運営に反映

させたりとか、まちづくりの関係部署にも共有し

ていきます。 

○副区長 議会報告が遅いと言われると困りますの

で、実は先週、竹ノ塚駅前の再開発をするべきな

のか、公共★★がどうなのかということで、アド

バイザリー会議、第１回を開催いたしました。こ

れについては、議事録、非公式ですので、簡易的

な議事録になりますけれども、出来次第、議会の

方にお届けしたいと思います。 

○くじらい実委員 よろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○しぶや竜一委員 皆さんこんにちは。自民党後半

担当させていただきますしぶや竜一です。よろし

くお願いいたします。 

  先ほど、くじらい委員の方からも、当選当初か

ら決算特別委員会の場が多かったという話があり

ましたけれども、私も全く同じ時期に、予算特別

委員会、最初にさせていただいたときから、逆に、

決算特別委員会は昨年が初めてでございまして、

それ以外は全て予算特別委員会に携わらせていた

だいた１人として、今回の予算特別委員会でも、

しっかりと議論をさせていただきたいと思ってお

ります。 

  財政状況について、まずはお伺いしたいなとい

うところでございますけれども、トップバッター

である工藤団長をはじめ、そしてまた様々な委員

からも、中身については、確かにいろいろな場面

でございました。『やりたいことが叶うまち。ま

ずは「安心」「活力」の土台づくり』と示された

一般会計の当初予算額３，６９６億円、前年度よ

り２２３億円増というところで、当初、先ほども

申しましたとおり、私がこの場で質疑をさせてい
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ただいたときの令和２年度の予算のあらましの最

後の方にも記載されておりますけれども、予算編

成２，９８０億円という６年間で約７６６億円も

増加しているということに、改めて、目まぐるし

い社会情勢の変化を実感した次第でもございます。 

  そんな中、昨年同様というか、毎回調べさせて

いただいておりますけれども、３，０００億円を

超える自治体が幾つかある中で、世田谷区は３，

９９６億円、令和２年度よりも７６９億円増、災

害対策、子どもの一時預かり保育の利用料無償化、

まちづくりセンターの充実などを重点分野として、

施策を展開するというところでございます。大田

区は３，６８５億円、令和２年度より８１２億円

増という出産・子育ての環境づくり、避難所環境

整備事業といった災害対策、また、江戸川区は３，

６３５億円、令和２年度より８８５億円増、シル

バーパスの購入費助成、経営安定資金特別融資の

創設といったことを中心に、また、練馬区も、昨

年から３，０００億円を超えた自治体というとこ

ろで、３，６８６億円、令和２年度より８６０億

円増、もう来年度の予算も、肝ですね、区独自の

こども園の創設、介護事業所の整備、区同様に、

攻めの防災、まちづくりの展開といった、こうし

た施策を重点的に掲げている中で、どの自治体も、

災害対策、教育施策、福祉事業といったことは、

これまで同様に、それ以上に、手厚く予算概要に

含まれているかと思っております。 

  そんな中、この何年間で加速しているのが、先

ほど冒頭区長からもございましたとおり、物価高

騰対策、そして、子育て世代、若者に関する施策

段階であると感じております。 

  先ほど、くじらい委員からもございましたけれ

ども、私も党の政調会長の勉強会で話を聞きまし

た。国としても、令和９年度の予算編成の在り方

を変えるという踏み切った展開、当初予算にある

だけ乗せていく方針、基金を含めて、財政の基盤

づくりをしていく考えであるということでした。 

  区としても、あらましの中で分かりやすくまと

めて、様々な取組に力を注いでいくと思いますけ

れども、改めて区として、災害対策、そしてまた

物価高騰対策を除いて、主な施策展開、重視して

いきたいと思うことがあれば教えていただきたい

と思います。いかがですか。 

○財政課長 予算のあらましにも分野別で記載して

ございますが、例えば、子ども分野、高齢者分野、

障がい者分野、合わせて３分野の予算額も１５０

億円ほど増額と大きく上昇しているような状況で

ございます。やはりこの満遍なく様々な分野で非

常にお困りの方がございますので、そちらに配分

しながら、その中で特に災害、あと物価高騰対策、

そこに重点を置いた予算ということで組ませてい

ただいてございます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。最初、

触わらせていただいたところなのですけれども、

物価高騰対策、先ほど委員の皆様からもございま

した。今回の足立の食料品の物価高の支援の給付

金というところで、先ほどもございましたけれど

も、私の机上にもこういった封筒が、皆様の下に

送られますよといった見本がございました。その

中で、先日の定例会でも、他の委員からも、個人

給付の支給の検証というところで、当時、福祉部

長がたしかお答えになったかと思うんですけれど

も、なかなか私自身も聞いていて、そういったお

のおの家族の中でも、そんな様々なところがある

中で、各家庭事情、様々ある中で、なかなか困難

であるのかなと思う部分、対応しなければいけな

いというところで、そういったどの窓口で対応す

るつもりなのか、また専門窓口の設置も視野に検

討しているのか、その辺をちょっとお伺いしたい

なと思ったんですけれども。 

○福祉部長 家庭の御事情、様々あろうかと思いま

す。私ども想定しているのは、この間の答弁でも

御答弁したとおり、ＤＶ等でございますので、そ

ういった方々は、コールセンター等にまずお声を
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上げていただきたいというところです。それ以外

のところ、どの状態までで線を引くかというのは、

なかなかこれは正直言って難しい部分があります。

お声を出していただくのは、私ども、お話をお伺

いしたいと思うんですけれども、なかなか細かく

対応し切れるかというと、多分難しい部分がござ

いますので、まずは状況をお聞かせいただくこと

は、私ども★★。コールセンターや支援窓口のと

ころでお話を伺いたいと思います。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。事実、

確かにそういった相談はありますけれども、区の

福祉部長も先日も答弁されていたように、何より

早期支給を最優先という区の姿勢が大切かなと私

自身も思っております。非課税世帯だけでなく、

区民の皆様１人一人が、やはり厳しいものは厳し

いというのが現実であって、先ほど区長からもあ

りましたけれども、そういった声が区に多かった

からこそ、この踏み切った施策展開になっている

のかと思いますけれども、改めていかがですか。 

○福祉部長 しぶや委員おっしゃるとおりで、私も

この制度設計するとき、やはり早期支給というと

ころを重点に行いました。ですので、その観点で、

一番早く給付金をお渡しできる手法として、世帯

単位というところを選ばせていただいたというと

ころでございます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。そして、

またそんな中、先ほど、へんみ委員の方から、効

果検証の話とかが少しあったかと思うんですけれ

ども、この封筒の中で、私ども会派の中で、政調

会で、私も政調副会長として、当時長沢委員と、

そしてまた政調会長のかねだ正委員と、政策経営

部長の下に改めて要望をさせていただいた次第で

ありますけれども、そういった中で、先ほど区長

が、その効果検証のところでおっしゃられたよう

に、消費喚起策というところで、なるべく足立区

の区内の中で、強制ではないけれども、この区内

の中でお金を落としていただきたい。経済効果を

高めていきたい。そういった中で、１万円ではご

ざいますけれども、やっぱりそれは大なり小なり、

しっかりと、そういったところも、説明の責任も

踏まえてやっていくべきであるというところで、

この用紙の中に少しでもそういった文言を入れて

いただきたいと私ども要望したつもりだったんで

すけれども、中身を拝見すると、そういった記載

が全くなかったんですけれども、それはやっぱり

皆さんの中で話し合って、何か進展があったから

載せられなかったのか、何か原因があったのか、

ちょっと教えていただきたいなと思ったんですけ

れども。 

○福祉部長 検討したんですけれども、それ、お手

元に御覧なったとおり、非常に情報量が正直多く

なりました。そこにほかの情報を入れるというの

が、なかなか正直難しいという部分がございまし

たので、ちょうど今日、郵便局に申請書を持ち込

んで、明日以降、区民の方々のお手元に届くこと

になりますので、ホームページ等になりますが、

更新をして、区内での買物等を御協力願えないか

というような内容は盛り込ませていただきたいと

いうふうに思っております。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。やっぱりそういった説明というところで、

なぜこういった施策に至ったのかというところも

踏まえて、その区の、助けるためだよというとこ

ろもございますので、しっかりとそういったとこ

ろも、あだち広報なりもそうですけれども、追っ

て、公式のホームページ等で、更なるそういう周

知をしていただきたいと思っております。 

  本当に地域の方々から、こういう１人１万円の

中で、本当に喜んだ声を多くいただいている中で、

実は、最近の地域の中でも、課税世帯の方々から

は、ちゃんと非課税の世帯の方々にも届けられる

んだろうかとか、そしてまた非課税世帯の方々か

ら、本当一部なのですけれども、非課税世帯の方々

からは、私たちだけではなくて、課税世帯の方々、
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私たち以外の世帯にもちゃんと今回は送られるん

だよね、そういった声も実際あるのが現実です。

やっぱりそういった光景を見たときに、この人情

深い地域に生まれ育った私も、生まれ育ったその

足立区の根底を見た気がしました。そういった中

で、しっかりと詐欺対策とかもいろいろあります

けれども、やっぱりそういった今回のこの重点的

な施策においては、皆様に何より先ほども申した

ように、まずは何事もなく無事に対象となる全世

帯への支給がなされることが大切であるかと思い

ますので、申請状況の経過も踏まえて、これから

いろいろと出てくる声にも丁寧に寄り添った対応

を是非ともよろしくお願いいたします。 

  次に、高齢者の方々の居場所というか相談体制

というところについて、あらまし、２６ページ、

２７ページにも記載がございます。 

  新規事業がかなり多い中で、約４，５９０万円

の予算で、高齢者２４時間３６５日相談事業にお

いては、記載のように、相談先が分からない、夜

間休日に相談できないといった声が多かったから

こそのこの施策の展開であるかと思います。 

  そこで、福祉まるごと相談課を設置した上で、

教訓を生かして、高齢者２４時間３６５日相談事

業、また、同ページの若者から高齢者まで誰でも

オンラインでの就労相談機会創設といった窓口の

設置ということで、どちらにおいてもなのですけ

れども、これ何人ぐらいの体制というか規模で実

施していくのかお伺いしたいんですけれども。 

○高齢者施策推進室長 ２４時間コールセンターの

方は、委託をする予定になっておりまして、専門

の看護師に相談を受けていただく体制で、２名か

ら３名ということで、今予定はしております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。２名から３名と

いうところで。 

  また、先ほどなのですけれども、キャリアカウ

ンセリングに委託するという方針とこの若者から

は高齢者までの方ですか、方針とお聞きしました。

区も当然理解してくださっていることとは思いま

すけれども、これだけの自治体の規模ですから、

日頃から個人情報の漏えいに関する報告もござい

ますゆえに、選定する上でもしっかりとその辺に

おいては、厳しく促していただきたいと思います

けれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○福祉部長 今、高齢者施策推進室長が申し上げた

のは高齢者の相談のところで、キャリアカウンセ

ラー等にお願いするのは、その下の若者相談のと

ころでございます。いずれにしても、まず個人個

人のセンシティブな情報を扱う部分が出てくるか

と思いますので、その個人情報のところについて

の教育というか、そこのところは、事業者ともし

っかりと連携してやっていきたいというふうに思

っております。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  そのまた教訓を生かしてというところで、少し

戻るところになってしまうかもしれないんですけ

れども、新たに相談窓口として、重層的支援体制

整備事業の福祉まるごと相談課が創設されてから

のところなのですけれども、昨年の１２月の議員

配付資料で、足立区政に関する世論調査結果の速

報版を拝見させていただきました。あなたは福祉

まるごと相談課という区の相談窓口を知っていま

すかという問いがあったんですけれども、知らな

い、若しくは、初めて聞いたと回答した方々が、

１，３７５人中１，１９６人ぐらいの割合との結

果を見たときに、相談件数は増加しているという

ところも、まだまだ知らない方々が多いのかなと

いうところを実際に肌で感じた次第でございます。

世論調査の回答してくださった方々の年齢層にも

よるかと思いますけれども、やはり、ＳＮＳの活

用といったできる限りの周知を徹底していかなけ

れば、区民の声も行き届かないことにつながると

思いますけれども、その点についてはいかがです

か。 
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○福祉まるごと相談課長 世論調査の結果を見まし

て、相談件数は正直伸びているなと実績はしてお

ったんですけれども、認知度についてはまだまだ

これからだと思ってます。ただ、この２年で、支

援者側というのですか、支援機関については、少

し広がり始めて、そこからつながれるケースは増

えているかなと思いますので、あとは個々の区民

にも届いていけるような個人のＳＮＳであったり

とか、チラシ、カードを含めて、両面で支援機関

もそうですし、区民一人一人も窓口があるよとい

うところを届けていきたいと思います。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  また、現在の福祉まるごとの体制人数なのです

けれども、その点については。 

○福祉まるごと相談課長 今、私含めて２２名でや

らせていただいております。そのうち１２名が相

談員、会計任用職員ですけれども、来年度もう少

し、この今の増加傾向を踏まえて増強する予定で

す。福祉まるごと相談課が関わる部分としっかり

ほかの機関につないでいく部分を使い分けながら

やっていきたいと考えております。 

○しぶや竜一委員 時間もないのですけれども、や

っぱり私も懸念していたのが、人数が果たして回

り切れるのかとか、やっぱり職員の方々のメンタ

ルケアはしっかりとやっていただきたいというと

ころで、事前に課長にも、また確認をさせていた

だいた際に、部長、課長、係長等の職員のケアな

どが柔軟に行ってくださっている結果で、途中で

辞めたりとか、何かそういったことも特にないと

いうところがございますけれども、やはりこれか

らも、職員の方々のモチベーションを保つこと、

またメンタルケアも含めた対応も、部長、課長自

身も含めて取り組んでいただきたいなと思ってる

んですけれども、最後、いかがですか。 

○福祉まるごと相談課長 今、この福祉まるごと相

談課が２年で積み上げた事例も本当に多くなって

まいりました。そのあたりも、全庁ないし支援機

関などにも示しながら、福祉まるごと相談課が関

わったからこう動いたとか、このように助かった

とか、そのあたりについても分かりやすい形で、

それがひいては職員のモチベーションアップにも

つながるようにやっていきたいと考えております。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。またあ

したよろしくお願います。ありがとうございまし

た。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から質疑があ

ります。 

○小泉ひろし委員 公明党の小泉ひろしです。本日

最後の質問者となりますので、よろしくお願いい

たします。 

  令和８年度の一般会計当初予算は３，６９６億

円ということで、前年比６．４％増ということで

ございますが、本日は歳入の方を質問するような

形で、しっかりと足立区としても予算の裏付けと

なる歳入が確保できるかという観点からも幾つか

質問させていただきたいと思います。 

  最初に、自主財源、これ大事なのですけれども、

この特別区税の見込みでございますが、最低賃金

の引上げだとか、失業率の低位安定等によって、

雇用環境の改善とか、お話がありましたけれども、

納税義務者数が１万２，７０２人の増加したこと

などにより、過去最高の６０９億円と一応見込ん

でおります。この中には、個別に見たのですけれ

ども、たばこ税が５５億円というような、これも

前年比増額になってるようなことも含まれての６

０９億円だと思いますが、これまで何年かの時系

列のグラフはあるんですけれども、１０年間ぐら

いで見たときに、足立区の人口も増えているんで

すが、大体おおむね特別区税というのは、１０％

増加してるというような認識でよろしいんでしょ

うか。 

○課税課長 小泉委員のおっしゃるとおりでござい

ます。 
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○小泉ひろし委員 一般的に足立区もそうなのです

が、日本人の人口というのは、国内でも減少傾向

に転じてきたかとも言えるんですけれども、納税

義務者数が１万２，７００人も増加したというこ

とは、他の委員からも質問ありましたけれども、

エリアデザインというか、まちづくりも進んだと

か、賃上げというか、所得が増えただとか、いろ

いろあると思うんですが、ある意味では、納税義

務者と被義務者の入替えというか、構成が変わっ

てきたとも言えるんですけれども、この辺の内訳

について、分析等、何かコメントございますでし

ょうか。 

○課税課長 もちろん、給与収入増加、上がってい

たので、今まで非課税だった方が課税になった方

もいらっしゃいますし、担税力のある方が転入さ

れたという要因もあるかと思います。 

○小泉ひろし委員 いろいろな原因あるのですけれ

ども、足立区がしっかり取り組んできたことの成

果の一つだとは思います。 

  また、とかく外国人のことも話題になるわけで

すけれども、担税力のある外国人も増えていると

思うんですが、どうでしょうかね。例えば、令和

７年度の全体に占める納税義務者数の割合、外国

人は何％ぐらい占めてるのか。また、特別区民税

賦課額の割合、何％ぐらいなのか。更には、１人

当たりの平均賦課額はどの程度なのか。外国人の

方も一生懸命働いて納税してるのかという意味も

含めて、この辺お分かりでしたら聞かせてくださ

い。 

○課税課長 外国人の方、２月現在なのですが、納

税義務者数でいうと、外国人の方が増える、割合

が６％弱ぐらい。賦課額でいうと、４％強ぐらい

になります。 

  先ほど、賦課額というようなお話がありました

が、日本人でいうと、１３万円程度の税を納めて

いただいているのに対して、外国人の平均でいう

と１０万円程度納めていただいてるというような

形になります。 

○小泉ひろし委員 日本人には及ばないけれども、

平均的に見て１０万円余の賦課額があるというこ

となのですが、いろいろ外国人に対して厳しいお

言葉も最近、一方的なことを言われる発言もあり

ますけれども、在留許可を取るとき、更新時、実

際は法務局だと思うんですが、出入国在留管理局

ですか、ここで更新するわけだけれども、この税

を納めた納付書だとかコピー、証明書類がないと、

提出しないとならないので、イレギュラーだとか

滞納がない限り、更新できないから、納税義務が

ある外国人というのは、一般的に納付してくれる

ということでよろしいんでしょうか。 

○納税課長 小泉委員おっしゃるとおり、在留許可

の更新等には、納付状況等の確認を出入国在留管

理局で確認しておりますので、そういった見込み

で結構だと存じます。 

○小泉ひろし委員 外国人の増加に伴う行政サービ

スとか課題解決については、区としても政策的に

取組を始めました。全人口に対して、２０３０年

には比率５．３％、２０４０年４月は５．８％、

２０１５年の４月は６．４％、今年２月現在で６．

８％の４万８，５００人まで増加してるという状

況になっているようですが、特にまち場で感じる

ことは、外国籍といっても、いろいろいらっしゃ

るんですけれども、構成が変化してるということ

を感じます、いろいろな皆さんが生活してる様子

を見ると。断トツの中国以外では、いろいろな国

なのですが、どの辺が急増してるとか、何か特別

変わったと感じるところございますでしょうか。 

○戸籍住民課長 ここ数年でございますと、ベトナ

ム、ミャンマー、インドネシアあたりが、人口増

していると見受けられます。 

○小泉ひろし委員 例えば、介護施設だとか医療、

コンビニも顕著ですけれども、もう様々なところ

で、外国人の若い方中心に働いておられますし、

特に医療、介護関係だと、ミャンマーの方々なん
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かも随分大量に入ってきたりして、たまに区役所

の下に、グループでわーっと押し寄せて、多分手

続にまとめてくるんだろうなという、戸籍住民課

というか登録の方も大変だろうなと思うときがあ

るわけですけれども、そういう変化も、今後の足

立区のいろいろな政策面にも参考にしていくべき

かなと思います。 

  また、話は変わりますけれども、足立区の歳入

総額に占める区税、割合は１５．４％、特別区平

均が約２５％とすると、低いかと思うんですが、

この辺、今まで一生懸命頑張ったりいろいろやっ

てるわけですが、区民税、増加してるんですけれ

ども、見通しとか改善に向けた可能性については、

どんなようなことが言えるのでしょうか。 

○財政課長 確かに構成比の比較で見ますと、まだ

まだ２３区の中では低いところがございます。た

だ、やはり金額、規模も増えてございますし、納

税義務者の方も増えておりますので、引き続き、

区の魅力というか、そういったものを磨き上げて、

担税力のある方、一定の担税力のある方を呼び込

むような施策を引き続き続けていくということが

重要かと考えてございます。 

○小泉ひろし委員 一方、特別区財政調整交付金の

割合は約３分の１、３割を占めております。もう

足立区としても欠かせない財源なわけですけれど

も、財政調整交付金も１，２５５億円を見込み計

上したということなのですけれども、前年比８６

億円増えてる。この辺は、３分の１占めているの

だけれども、今後の不安要素というか、その辺は

ないのでしょうか。 

○財政課長 不安材料と申しますと、やはり景気の

動向がどうかというところが１点。リーマンショ

ックですとか、そういった時代に、大分、５年間

で５００億円ぐらい減っているような状況ござい

ます。 

  また、国の税制改正の動き、固定資産税のとこ

ろを国税の方にということも、議論があるように

も伺っておりますので、そういったところが進み

ますと、かなり影響はあると思いますので、そう

いったところを注視してまいりたいと考えており 

○小泉ひろし委員 ちょっと話を、話題を変えまし

て、投票に関することです。 

  この度の衆議院選挙、急な解散により、行政並

びに関係者にとっても、時期的にも季節的にも大

変だったことと察します。関連業務に関わった皆

様には本当にお疲れさまでしたと申し上げたいわ

けですが、選挙中もそうですけれども、一方、選

挙に係る経費というのは、国全体で８５５億円掛

かるというような報道も目にしました。物価高騰

対策などに苦慮する中での選挙で、衆議院の任期

も１年強しか務めてない中での、まだ予算審議に

も入ってなかったわけですが、急な解散、選挙を

実施したことに対しては、理解が得られないよう

な、そういう声もあったことは、重く受け止める

べきではないかなというふうに私は思います。 

  ところで、経費は事後に東京都だとか何かを通

じて精算されると思いますが、足立区単独でも負

担することになってしまう金額というのもあるの

ではないかと思うんですが、その辺はどうなんで

しょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 通例、国政選挙、衆議

院、参議院の国政選挙ですと、通例としては、３，

０００万円から５，０００万円ぐらい、区からの

持ち出しとなっております。 

○小泉ひろし委員 国が全部面倒見てくれるわけで

はなくて、区でもそういうお金を使うという、そ

ういうこともいろいろ知っておかなければいけな

いなというふうに思います。 

  今回の選挙、若い人たちもいろいろな意味で、

投票に行った方が増えたかもしれませんが、若年

層に政治に関心を持ってもらう、選挙で投票して

もらうことは非常に大切なことでありますが、今

回、親子で投票所に行った方から要望というか苦

情というか、聞きました。子どもと行ったのだけ
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れども、初めて投票したけれども、選挙権を得て

行ったのだけれども、投票済み証などの記念なる

ものを欲しかったと、こういう御意見でした。そ

れも、その後、要望を受けたんだけれども、その

後どうなりましたかなんて、また電話来たりして

ます。そんな簡単ではないのですけれども。これ、

初投票記念証等については、他の議員からもそう

いう御指摘というか意見、質問があったかもしれ

ませんが、今回は準備ができなかったと思うんで

すよ、本当に急だったから。ただ、公選法ですと

かいろいろお聞きすると、投票に来た方にインセ

ンティブを与えるようなことはできないというこ

とも分かりましたけれども、記念品的なものは渡

せないけれども、例えばですけれども、戸籍住民

課でよく見掛けるのです。婚姻届に来た方が、カ

ップルが、Ｂ１もそうですけれども、記念撮影を

スポットコーナーで撮影しているのです。よく見

掛けます。そういうメモリアルというか、本人た

ちにとってはちょっとしたことなのだけれども、

自分のスマホで写真撮ったりすることが記念にな

る。親と一緒に来る方も多いので、初投票記念と

して、物は差し上げられないけれども、どこかで

本当に記念撮影したいという人は、撮影スポット

的なことも思い出になるし、ＳＮＳだとか最近は

ＴｉｋＴｏｋだとか好きな人もいますから、アッ

プできる、自分でアップする分には有効かと思う

んですが、そのような取組というのは考えられな

いでしょうか。区の見解を伺いたいと思います。 

○選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会の中に

おいても、投票率を上げるためにどういう方策が

いいのかということは御議論いただいております。

初投票記念証だけではなく、投票済み証もどうす

るのかとか、ほかには何か手だてはないのかとい

う御意見をいただいておりますので、選挙管理委

員会の中でいろいろ御議論いただく中に素材とし

て含めさせていただいて、少し検討させていただ

ければと思っております。 

○小泉ひろし委員 何事も最初が肝腎であり、生涯

で初めての体験に対して、お祝いの気持ち、物で

はなくても、込めた対応が必要で、戸籍住民課の

婚姻届もすばらしいのがありますよね、希望者に

は。本当にそのようなことを配慮を要望したいな

ということをお願い申し上げたいと思います。 

  次に、２年前の令和６年３月の予算特別委員会

で、私、区民の声を受けて、足立区のことをちょ

っと質問したんです。足立区として様々な補助金

だとか助成制度たくさんあります、所管で。これ、

一体どのぐらいあるか分かりますでしょうか。足

立区で。件数だとか、項目だとか。足立区全部で。

では、結構です。すぐに分からないだろうから。 

○財政課長 すみません、令和６年度予算のときに

は、補助金の調査というのを行っておりまして、

そのときの件数が３７０件となってございます。 

○小泉ひろし委員 ２年前の予算特別委員会で、こ

ういうことを言ったのです。区民からの声だった

んだけれども、我が家、自分にとって、現在利用

できるものは、制度はあるのか。予算のあるなし

も含めてですけれども、今利用できる、自分にと

って必要なものが利用できる、補助金助成制度あ

るのかと思って調べようとしたときに、よっぽど

専門的なことが分からないと行き着かない。足立

区は何々部何々課とか、何々係とかもういろいろ

分かれて、それなりの各所管では、ペーパーなり、

ホームページで公表しているんです。またメンテ

ナンスもしてるんだけれども、一般の利用しよう

と思ってる人にとっては、なかなか。それで、補

助金、助成金のホームページの検索改善をお願い

して、実は昨年、１年たった昨年の予算特別委員

会のときに要望したのです。どうなりましたかと。

作ってくださいよといったら、そうしたら、２日

前に完成しましたという。直ってますということ

で。質問するぞというと、いや、昨日できました

とか、おとといできてますとか、たまにこういう

ことあるんですけれども。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ６６  

 

  それで、システム改修まで待たなくても、今で

きる現状の中で工夫できないかということで、実

は１年前に、トップメニューというか、検索のト

ップの方に変更していただきました。注目ワード

の一つとしてですね。あれから、ホームページが

改修されてから１年たちました。私は今も残って

いるのかと見たら、一応、注目ワードの一つの中

に、補助金、助成金というワードが楕円形で残っ

てまして、まだ残っているのだなと思いましたけ

れども、ワンクリックで入って、いろいろ生活だ

とかいろいろな仕事だとか、こういうところに入

っていくわけですけれども、実際に検索数とか、

区民の利用状況については、どうでしょうか。 

○報道広報課長 このページの閲覧ページなのです

けれども、作成してから、大体月に１万回から１

万５，０００回程度見られているのと、あと検索

で補助金一覧と検索すると、このページが必ず上

に上がってきてますので、かなりの方に見ていた

だけると、そういうふうに考えております。 

○小泉ひろし委員 毎月１万から１万５，０００回

という利用がここから入ってると。やっぱり更に

広報すれば、今いろいろな補助金、助成金、また

給付金もそうですけれども、関心を持ってるんで

すよ、みんな。経済も厳しいし。こういうことを

本当にホームページ不慣れな人とか、ホームペー

ジから公表してますよと言う側としては、ワンク

リックで分かりやすいようなこういう案内という

か仕組みを取りあえずは現状のホームページの中

でやっていただきたいし、将来システム改修とか

するときは、より便利なものを検討していただき

たいと思います。 

  今回の月に１万から１万５，０００回というこ

とに対して、ほかのいろいろな検索されてること

もあるかと思うんですけれども、どういう評価な

んでしょうか。 

○報道広報課長 数あるページの中でも、上位２０

番目ぐらいには入っていますので、かなり見られ

てるページにはなるかなというふうに思っており

ます。 

○小泉ひろし委員 今後も、よろしく広報をお願い

したいと思います。 

  次に、他の委員、総務委員会のときに、東京女

子医大の質問が出まして、私は出席してなかった

けれども、多少の内容をちょっと聞かせていただ

きました。本日も他の委員から質問ありましたけ

れども、たまたま我が会派の方からもまだ質問出

てませんし、ちょっと触れさせていただきたいと

思います。 

  私は、たまたま誘致促進議員連盟の事務局長を

やってたものですから、議連としても関係なくて、

東京女子医大の誘致については、区民アンケート

だとか何かで区民の悲願であったわけ。本当にそ

ういう大学病院が足立区に誕生するということで。

もともとはそういう場所も含めて厳しかったわけ

ですけれども、江北４丁目の都営住宅の改築によ

る創出用地の活用の可能性について触れる中で、

かなり広い２万７，０００平米と、たしか私の記

憶だとね、結果的には、あのとき私も当時の江北

小学校と高野小学校の統合というか、適正配置の、

それから、上沼田中学校と旧江北中学校との統合、

こういうことも含めて、その創出用地でどうやっ

て活用するかということを地域の人とも話し合い

ながら自分も関わりました。ゆえにその当時のこ

とは詳しいわけです。また、江北のエリアデザイ

ンという言葉自体もない時代でした。そういう中

で、実際は、区執行機関と議連もしっかりと両輪

のごとく取り組んできたというつもりです。 

  私も資料はあったんだけれども、今、質問する

予定ではなかったんだけれども、この質問するこ

とになったのであれですけれども、２０１５年の

４月に、医療センター移転の覚書を締結して、議

連が、２０１５年の６月に設立したんです。そこ

から私も覚えてます。それで、飛び飛び行きます

と、２０１７年４月に、当時、東医療センターの
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建設及び運営等に関する覚書を提出したと。そう

いうこととか、その後、足立区から東京都に対し

て土地を売ってくださいとかいろいろ働きかけを

しました。私たち公明党の会派でも、そのとき、

東京女子医大の八千代医療センターなんかにも行

って、いろいろ病院の経営状態だとか、いろいろ

調査をしました。それで、実は、その中で、いよ

いよということで、起工式が行われたのです。起

工式が行われたのが、２０１９年３月１０日、こ

こに起工式が行われて、同じ年にこういうことが

あったんです。私たち議連の役員とか、議連のメ

ンバーではなくても御案内いただいて、議員側も

行きました。いよいよ起工ということで。年末に、

１２月２０日近くだったと思いますが、どういう

目的かは別にして、お歳暮なのかどうか分からな

いけれども、議員宛てに送ってきました、品物。

その当時、ある議員から、これはちょっとまずい

んじゃないかとか、そういう、返そうかという話

がありまして、ちょっと重かったんですが、見た

人もいるんですけれども、カタログギフトなのか

どうかね。少なくとも、我が会派の中でお声掛け

して、議会事務局を介して返そうということにな

ってお返ししました。他の会派でも、いろいろな

出席した、送ってきた、送ってこないという人も

いるでしょうけれども、多分事務局をとやり取り

しながら手配したと思うんですが、そういうこと

がありました。理事長就任式のときも、私も出席

しました、議連の役員として。会費が３万円です。

感じたこと、私費です、どこから財布もない。感

じたのは、当時ですから、３万円、ちょっと高い

なと。でも、こういう世界って違うんだなという。

そのとき、何かお土産の中に、多分だったのです

けれども、東京女子医大の校章だか染めてあるふ

くさか何かそういうものがお土産の中に入ってた

記憶ございます。ただ、その後、会食の機会もな

いし、区長、副区長と新宿の本院に行ったことも

あります、メンバーとして。ただ、そういうこと

はなかった、特にはなかったのですけれども、な

ぜそういうものを返却するかといったら、やっぱ

り、区民目線というか、そういうものを、もし、

補助金だとか、そういうものをしている立場に関

わってる者として、区民目線というのは厳しい。

だから、私たちは自発的に事務局を通じて返却し

ました。 

  国もそうですけれども、法律的には、違反して

るかしてないかということを別に問うてはいませ

ん。区民目線、国民目線というのは、刻々と変わ

ってるし、法律は後から追い掛けるようにして変

わってきます。昔はセーフだったんだけれども今

駄目とか、そういうふうに、やっぱり区民目線、

国民目線でどんどん変わってきます。そういう部

分でやっぱり、職員の皆さんもそうだけれども、

議員として、利害関係に絡む、まして、税金を投

入するようなところのお付き合いというのは避け

られないんですけれども、区民から見て、国民か

ら見て、どういうふうに判断するかと、そういう

ところも、やっぱりしっかりと姿勢というものを

考えてこれから行動しなければいけないなという

ふうに思いました。 

  区長の方からも、今後そういうことについては、

表明ありましたので、これ以上、言うつもりはご

ざいませんが、議連又は議員の立場としてもいろ

いろなことがあったけれども、誘致に向けて協力

してやってきたので、少しでも危なくないように

行きたいなというふうに思ってます。 

  時間があと２分なので、聞けることだけちょっ

と聞きます。 

  ミストシャワー、これから暑くなるんですが、

何かこの４年連続で、すごい気温になるというこ

とが予想されて、年々更新してますが、いろいろ

な政策をやってます。環境部だよね、涼みどころ。

区役所の庁舎の北側の１階でやって、今年もしや

るとすると３年目というか、やっと本格に稼働し

て１年なのですけれども、効果はあったというこ
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となのですけれども、今年はますます暑くなるし、

昨年と同様、稼働させる予定なのでしょうか。ち

ょっとその辺をお聞きしたい。 

○庁舎管理課長 小泉委員おっしゃるとおり、２年

前からやっておりますけれども、今年度、また来

年度も続けてやっていきたいと考えております。 

○小泉ひろし委員 昨年は、のぼり旗みたいなもの

をやって、涼みどころではないけれども、前進し

ましたけれども、お金もそんなに掛からないので、

もっと利用していただけるように、利用者もいた

というふうにお聞きしてるし、温度も３．６度ぐ

らい下がってるということを聞いたので、ＰＲの

方にしっかりと努めて、どうせ稼働してるんだっ

たら、暑いことが予想されますので、早めの稼働

を柔軟的にお願いしたいと思います。これ要望で

す。 

  以上です。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき委員長 本日の審査はこの程度にと

どめ、散会いたします。 

  なお、次回の委員会は、明３日午前１０時より

開会いたしますので、定刻までに御参集願います。 

午後４時００分散会 

 


